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 大 通  

(平成16年4月1日規則第2号) 

広島大学通則 

目次 

第1章 総則(第1条－第9条) 

第2章 入学(第10条－第18条) 

第3章 教育課程(第19条－第27条) 

第4章 他の大学等における授業科目の履修(第28条－第31条) 

第5章 休学及び退学(第32条－第35条) 

第6章 転学部，転学科及び転学(第36条－第38条) 

第7章 賞罰及び除籍(第39条－第43条) 

第8章 卒業及び学位の授与(第44条－第46条) 

第9章 授業料(第47条－第51条) 

第10章 研究生，科目等履修生及び外国人特別学生等(第52条－第54条) 

第11章 厚生施設等(第55条・第56条) 

附則 

 

第1章 総則 

(趣旨) 

第1条 この通則は，広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第18条の規定に基づき，広島大学(以下「本学」

という。)の学部の学生の修学に関し必要な事項を定めるものとする。 

(学科，類及びコース) 

第2条 本学の学部に，次の学科又は類を置く。 

総合科学部  総合科学科 

 国際共創学科 

文学部  人文学科 

教育学部  第一類(学校教育系) 

   第二類(科学文化教育系) 

   第三類(言語文化教育系) 

   第四類(生涯活動教育系) 

   第五類(人間形成基礎系) 

法学部  法学科 

経済学部  経済学科 

理学部  数学科 

   物理学科 

   化学科 

   生物科学科 

   地球惑星システム学科 

医学部  医学科 

   保健学科 

歯学部  歯学科 

   口腔健康科学科 

薬学部  薬学科 

   薬科学科 
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工学部  第一類(機械・輸送・材料・エネルギー系) 

   第二類(電気電子・システム情報系) 

   第三類(応用化学・生物工学・化学工学系) 

   第四類(建設・環境系) 

生物生産学部  生物生産学科 

情報科学部 情報科学科 

2 法学部及び経済学部は昼夜開講制とし，昼間に授業を行うコース(以下「昼間コース」という。)及び主として

夜間に授業を行うコース(以下「夜間主コース」という。)を置く。 

(教育研究上の目的) 

第2条の2 学部は，本学の理念に立脚し，それぞれ固有の教育目標を明確に掲げるとともに，その目標を達成す

るための教育研究を通じて，基礎力と応用力を兼ね備えた柔軟性に富む人材を育成することを目的とする。 

2 学部，学科，類等ごとの教育研究上の目的については，各学部細則で定める。 

(収容定員) 

第3条 本学の収容定員は，別表のとおりとする。 

(修業年限) 

第4条 本学の修業年限は，4年とする。ただし，医学部医学科，歯学部歯学科及び薬学部薬学科にあっては，6

年とする。 

第5条 第52条の2に規定する本学の科目等履修生として，一定の単位を修得した者が本学に入学した場合にお

いて，当該単位の修得により当該学部の教育課程の一部を履修したと認められるときは，修得した単位数その

他の事項を勘案して学部が定める期間を修業年限に通算することができる。ただし，その期間は，当該学部の

修業年限の2分の1を超えないものとする。 

(在学年限) 

第 6 条 本学の学部(医学部医学科，歯学部歯学科，薬学部薬学科及び工学部を除く。)の在学年限は，8 年とする。 

2 医学部医学科，歯学部歯学科及び薬学部薬学科の在学年限は，12年とする。 

3 工学部の在学年限は，6年とする。 

(学年) 

第7条 学年は，4月1日に始まり，翌年3月31日に終わる。 

(学期) 

第8条 学年は，前期及び後期の2期に分け，前期を4月1日から9月30日まで，後期を10月1日から翌年3月

31日までとする。 

2 前項に定める各学期は，前半及び後半に分けることができる。 

3 前期の前半を第1ターム，後半を第2ターム，後期の前半を第3ターム，後半を第4タームとする。 

(休業日) 

第9条 学年中の定期休業日は，次のとおりとする。 

(1) 日曜日及び土曜日 

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 

(3) 春季休業 4月1日から4月7日まで 

(4) 夏季休業 8月11日から9月30日まで 

(5) 冬季休業 12月26日から翌年1月5日まで 

2 学長は，特別の事情があるときは，前項第3号から第5号までの休業日を変更することができる。 

3 臨時の休業日は，その都度別に定める。 

4 特別の事情があるときは，前3項に定める休業日に授業を実施することができる。 

第2章 入学 

(入学の時期) 
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第10条 入学の時期は，学年の始めとする。 

2 前項の規定にかかわらず，学期の始めに入学させることができる。 

(入学資格) 

第11条 本学に入学することのできる者は，次の各号のいずれかに該当する者とする。 

(1) 高等学校又は中等教育学校を卒業した者 

(2) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者又は通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教

育を修了した者 

(3) 外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定した

もの 

(4) 専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに

限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者 

(5) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了

した者 

(6) 文部科学大臣の指定した者 

(7) 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による高等学校卒業程度認定試験に合格し

た者(同規則附則第2条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)による大学

入学資格検定に合格した者を含む。) 

(8) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第2項の規定により大学に入学した者であって，本学において，

大学における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの 

(9) 本学において，個別の入学資格審査により，高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で，

18歳に達したもの 

(入学出願手続) 

第12条 本学に入学を志願する者は，所定の期間内に，検定料17,000円(夜間主コースにあっては10,000円)を納

付の上，別に定める書類(以下「出願書類」という。)を本学に提出しなければならない。 

2 第13条に規定する入学試験において，出願書類等による選抜(以下「第1段階目の選抜」という。)を行い，そ

の合格者に限り学力検査その他による選抜(以下「第2段階目の選抜」という。)を行う場合の検定料の額は，

前項の規定にかかわらず，第1段階目の選抜に係る額は4,000円(夜間主コースにあっては2,200円)とし，第2

段階目の選抜に係る額は13,000円(夜間主コースにあっては7,800円)とする。 

3 第1項の規定は，第14条，第18条又は第38条の規定により入学を志願する場合について準用する。ただし，

検定料の額は，30,000円(夜間主コースにあっては18,000円)とする。 

(検定料の免除) 

第12条の2 前条の規定にかかわらず，特別の事情がある者には，検定料を免除することができる。 

2 検定料の免除に関し必要な事項は，別に定める。 

(入学試験) 

第13条 入学志願者に対しては，入学試験を行う。 

2 前項の入学試験については，別に定める。 

(学士入学及び再入学) 

第14条 本学は，次の各号のいずれかに該当する者については，前条の規定にかかわらず，選考の上，学士入学

として入学を許可することができる。 

(1) 本学の一の学部を卒業して，更に同一学部の他の学科若しくは類又は他の学部に入学を願い出た者 

(2) 他の大学の学部を卒業し本学に入学を願い出た者 

(3) 学校教育法第104条第4項の規定により独立行政法人大学評価・学位授与機構から学士の学位を授与され

本学に入学を願い出た者 
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2 本学は，前条及び前項の規定にかかわらず，本学を退学し同一学部に入学を願い出た者については，選考の上，

再入学として入学を許可することができる。 

3 前2項による入学者の既修得単位，修業年限及び在学年限の認定は，当該学部の教授会の議を経て，学部長が

行う。 

(合格者の決定) 

第15条 入学を許可すべき者は，各学部の教授会の議を経て，学長が決定する。 

(入学手続) 

第16条 入学の許可を受けようとする者は，指定の期日までに，別に定める書類(以下「入学手続書類」とい

う。)を提出するとともに，入学料282,000円(夜間主コースにあっては141,000円)を納付しなければならない。 

(入学料の免除及び徴収猶予) 

第16条の2 前条の規定にかかわらず，特別の事情がある者には，入学料の全額又は半額を免除し，又はその徴

収を猶予することができる。 

2 前条の規定にかかわらず，別に定める広島大学フェニックス奨学制度による奨学生(以下「フェニックス奨学生」

という。)には，入学料の全額を免除することができる。 

3 前2項に定めるもののほか，入学料の免除及び徴収猶予に関し必要な事項は，別に定める。 

(入学許可) 

第16条の3 学長は，第16条の入学手続を完了した者(入学料の免除又は徴収猶予の許可申請中の者及びフェニッ

クス奨学生申請中の者を含む。)に入学を許可する。 

(検定料及び入学料の返還) 

第17条 既納の検定料及び入学料は，返還しない。 

2 前項の規定にかかわらず，次の各号のいずれかに該当するときは，納付した者の申出により，当該各号に規定

する額を返還する。 

(1) 第13条の入学試験において，第1段階目の選抜を行い，第2段階目の選抜を行う場合に，検定料を納付し

た者が第1段階目の選抜で不合格となったとき 13,000円(夜間主コースにあっては7,800円) 

(2) 第12条第1項の規定による一般選抜の出願の受付後に，検定料を納付した者が大学入試センター試験の受

験科目の不足等による出願無資格者であることが判明したとき 13,000円(夜間主コースにあっては7,800

円) 

(3) 検定料を納付した者が出願書類を提出しなかったとき その検定料相当額 

(4) 入学料を納付した者が入学手続書類を提出しなかったとき その入学料相当額 

(編入学) 

第18条 本学は，第11条及び第14条の規定にかかわらず，本学の第3年次又は第2年次に入学を志願する者に

ついては，試験の上，編入学を許可することができる。 

2 編入学の取扱いに関し必要な事項は，別に定める。 

第3章 教育課程 

(教育課程の編成及び履修方法等) 

第19条 本学の教育課程は，本学の理念に基づき，学部及び学科又は類等の特色を生かして，教育上の到達目標

を達成するために必要な授業科目を開設し，教育プログラムとして，体系的に編成するものとする。 

2 授業科目は，教養教育科目及び専門教育科目に区分する。 

3 前項に規定する授業科目及びその履修方法は，教養教育に関する規則及び各学部細則で定める。 

4 教育課程の履修上の区分として，細目の区分を設ける必要があるときは，教養教育に関する規則及び各学部細

則の定めるところによる。 

5 教育プログラムに関し必要な事項は，別に定める。 

(授業の方法) 
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第19条の2 授業は，講義，演習，実験，実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うもの

とする。 

2 前項の授業は，文部科学大臣が別に定めるところにより，多様なメディアを高度に利用して，当該授業を行う

教室等以外の場所で履修させることができる。 

3 第1項の授業は，外国において履修させることができる。前項の規定により，多様なメディアを高度に利用し

て，当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても，同様とする。 

(単位数の計算の基準) 

第19条の3 各授業科目の単位数を定めるに当たっては，1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容を

もって構成することを標準とし，授業の方法に応じ，当該授業による教育効果，授業時間外に必要な学修等を

考慮して，次の基準により単位数を計算するものとする。 

(1) 講義及び演習については，15時間から30時間までの範囲で規則等(教養教育科目にあっては教養教育に関

する規則，専門教育科目にあっては各学部細則をいう。以下同じ。)で定める時間の授業をもって1単位とす

る。 

(2) 実験，実習及び実技については，30時間から45時間までの範囲で規則等で定める時間の授業をもって1

単位とする。ただし，芸術等の分野における個人指導による実技の授業については，規則等で定める時間の

授業をもって1単位とすることができる。 

(3) 一の授業科目について，講義，演習，実験，実習又は実技のうち二以上の方法の併用により行う場合につ

いては，その組み合わせに応じ，前2号に規定する基準を考慮して規則等で定める時間の授業をもって1単

位とする。 

2 前項の規定にかかわらず，卒業論文，卒業研究，卒業制作等の授業科目については，これらの学修の成果を評

価して単位を与えることが適切と認められる場合には，これらに必要な学修等を考慮して，単位数を定めるこ

とができる。 

(単位の授与) 

第19条の4 一の授業科目を履修した者に対しては，試験及び出席状況により所定の単位を与える。ただし，前

条第2項の授業科目については，各学部の定める適切な方法により学修の成果を評価して単位を与えることが

できる。 

(授業科目の成績評価) 

第19条の5 授業科目の成績の評価は，秀，優，良，可及び不可の5段階とし，秀，優，良及び可を合格，不可

を不合格とする。 

(履修科目の登録の上限) 

第20条 学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため，卒業の要件として学生が修得すべき単位数に

ついて，学生が1年間又は1学期に履修科目として登録することができる単位数の上限は，各学部細則の定め

るところによる。 

2 各学部細則の定めるところにより，所定の単位を優れた成績をもって修得した学生については，次学期に単位

数の上限を超えて履修科目の登録を認めることができる。 

(日本語科目及び日本事情に関する科目) 

第21条 外国人留学生及び外国人留学生以外の学生で外国において相当の期間中等教育を受けたもののために，

日本語科目及び日本事情に関する科目を置き，これらに関する授業科目を開設することができる。 

2 前項の授業科目は，国際センターにおいて開設するものとする。 

3 前項の規定により履修して単位を修得するときに，卒業の要件として修得すべき単位数のうち，当該授業科目

の単位で代えることができる授業科目及び単位数等については，各学部細則の定めるところによる。 

(長期にわたる教育課程の履修) 
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第22条 学生が，職業を有している等の事情により，修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を

履修し卒業することを希望する旨を申し出たときは，当該学部において支障のない場合に限り，その計画的な

履修(以下「長期履修」という。)を認めることができる。 

2 長期履修の取扱いに関し必要な事項は，別に定める。 

(教育課程の修了) 

第23条 学生は，在学中所定の教育課程を修了しなければならない。 

2 教育課程の修了は，所定の授業科目を履修の上，単位を修得することによる。 

(教員の免許状授与の所要資格の取得) 

第24条 教員の免許状授与の所要資格を取得しようとする者は，教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び教

育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に定める所要の単位を修得しなければならない。 

2 本学において当該所要資格を取得できる教員の免許状の種類等については，各学部細則の定めるところによる。 

(他学部等の授業科目の履修) 

第25条 学生は，第23条第2項の所定の授業科目(学部の学生を対象とするものに限る。以下この条において同

じ。)のほか，他の学部，研究科，附置研究所，教育本部，全国共同利用施設及び学内共同教育研究施設（以下

この条において「他学部等」という。）の授業科目(学部の学生を対象とするものに限る。以下この条において

同じ。)を履修することができる。 

2 学生が他学部等の授業科目を履修しようとするときは，所属学部及び当該他学部等の定めるところにより履修

するものとする。 

(大学院授業科目の履修) 

第26条 学生が，本学大学院に進学を志望し，所属学部が教育上有益と認めるときは，学生が進学を志望する研

究科の長の許可を得て，当該研究科の授業科目(大学院の学生を対象とするものに限る。以下この条において同

じ。)を履修することができる。 

2 学生が，本学大学院の授業科目を履修することに関し必要な事項は，別に定める。 

(教育内容等の改善のための組織的な研修等) 

第27条 本学は，授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施するものとする。 

第4章 他の大学等における授業科目の履修 

(学生交流) 

第28条 学生は，学長の許可を得て他の大学又は短期大学の授業科目を履修することができる。 

2 学部が教育上有益と認めるときは，学生が前項により修得した単位を，当該学部の教授会の議を経て，本学の

授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。 

3 前項の規定により修得したものとみなすことができる単位数は，次条第3項及び第4項，第30条第1項並びに

第31条第1項及び第2項の規定により修得したものとみなし，又は与えることができる単位数と合わせて60単

位を超えないものとする。 

4 他の大学又は短期大学の学生は，学長の許可を得て本学の授業科目を履修することができる。 

5 学生交流に関し必要な事項は，別に定める。 

(留学等) 

第 29 条 学生は，外国の大学又は短期大学で学修しようとするときは，学長の許可を得て留学することができる。 

2 前項の留学の期間は，本学の在学期間に算入する。 

3 学部が教育上有益と認めるときは，学生が第1項により修得した単位を，当該学部の教授会の議を経て，本学

の授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。 

4 前項の規定は，外国の大学又は短期大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合及び

外国の大学又は短期大学の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育

施設であって，文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修する

場合について準用する。 
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5 前2項の規定により修得したものとみなすことができる単位数は，前条第2項，次条第1項並びに第31条第1

項及び第2項の規定により修得したものとみなし，又は与えることができる単位数と合わせて60単位を超えな

いものとする。 

6 外国の大学若しくは短期大学又は外国の大学若しくは短期大学の教育課程を有するものとして当該外国の学校

教育制度において位置付けられた教育施設であって，文部科学大臣が別に指定するものの学生は，学長の許可

を得て本学の授業科目を履修することができる。 

7 留学等に関し必要な事項は，別に定める。 

(大学以外の教育施設等における学修) 

第30条 学部が教育上有益と認めるときは，学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他

文部科学大臣が別に定める学修を，当該学部の教授会の議を経て，本学における授業科目の履修とみなし，単

位を与えることができる。 

2 前項の規定により与えることができる単位数は，第28条第2項，前条第3項及び第4項並びに次条第1項及び

第2項の規定により修得したものとみなし，又は与えることができる単位数と合わせて60単位を超えないもの

とする。 

3 短期大学又は高等専門学校の専攻科等の学生は，学長の許可を得て本学の授業科目を履修することができる。 

4 大学以外の教育施設等における学修に関し必要な事項は，別に定める。 

(第1年次に入学した者の既修得単位等の認定) 

第31条 学部が教育上有益と認めるときは，本学の第1年次に入学した者が入学前に大学又は短期大学(外国の大

学若しくは短期大学又は外国の大学若しくは短期大学の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度

において位置付けられた教育施設であって，文部科学大臣が別に指定するものを含む。)において履修した授業

科目について修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)を，本学の授業科目の履修により修得

したものとみなすことができる。 

2 学部が教育上有益と認めるときは，本学の第1年次に入学した者が入学前に行った前条第1項に規定する学修

を，本学における授業科目の履修とみなし，単位を与えることができる。 

3 前2項の規定により修得したものとみなし，又は与えることができる単位数は，本学において修得した単位(科

目等履修生として修得した単位を含む。)を除き，第28条第2項，第29条第3項及び第4項並びに前条第1項

の規定により修得したものとみなし，又は与えることができる単位数と合わせて 60 単位を超えないものとする。 

4 前3項の規定による既修得単位等の認定に関し必要な事項は，別に定める。 

第5章 休学及び退学 

(休学) 

第32条 学生が疾病その他やむを得ない事由により引き続き3月以上修学できないときは，当該学部長の許可を

得て，休学することができる。 

2 休学の期間は，引き続き1年を超えることができない。ただし，特別の事情があるときは，更に1年以内の休

学を許可することがある。 

3 前2項の規定にかかわらず，医学部医学科の学生であって，広島大学大学院規則(平成20年1月15日規則第2

号)第17条第10号に該当する者が，大学院医歯薬保健学研究科医歯薬学専攻の博士課程に入学するときは，当

該学部長の許可を得て，休学することができる。 

4 前項の休学期間は，引き続き4年を超えることができない。ただし，特別の事情があるときは，更に1年以内

の休学を許可することがある。 

5 第1項及び第2項の規定にかかわらず，文部科学省が実施する日韓共同理工系学部留学生事業により受け入れ

た韓国人留学生が兵役に服するときは，当該学部長の許可を得て，休学することができる。 

6 前項の休学期間は，兵役に服する期間とする。 

7 休学期間内であっても，その事由が消滅したときは，当該学部長の許可を得て，復学することができる。 
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第33条 休学期間(前条第4項及び第6項に規定する休学期間を除く。)は，通算して所属学部の修業年限を超え

ることができない。 

第34条 休学期間は，在学期間に算入しない。 

(退学) 

第35条 学生が退学しようとするときは，学長に願い出て許可を受けなければならない。 

第6章 転学部，転学科及び転学 

(転学部) 

第36条 学生が他の学部に移ることを志望するときは，所属学部及び志望学部の教授会の議を経て，学長の許可

を受けなければならない。 

2 転学部の取扱いに関し必要な事項は，別に定める。 

(転学科等) 

第37条 学生が所属学部内の他の学科又は類に移ることを志望するときは，当該学部長の許可を受けなければな

らない。 

2 法学部又は経済学部の学生が所属学部内の他のコースに移ることを志望するときは，当該学部長の許可を受け

なければならない。 

(転学) 

第 38 条 他の大学から転学を志願する者については，当該学部の教授会の議を経て，学長が許可する。この場合，

既修得単位，修業年限及び在学年限の認定は，当該学部の教授会の議を経て，学部長が行う。 

2 学生が他の大学に転学しようとするときは，所属学部の教授会の議を経て，学長の許可を受けなければならな

い。 

第7章 賞罰及び除籍 

(表彰) 

第39条 学生に表彰に値する行為があるときは，学長は，これを表彰することができる。 

2 表彰に関し必要な事項は，別に定める。 

(懲戒) 

第40条 学生が本学の諸規則に違反し，学内の秩序を乱し，その他学生の本分に反する行為をしたときは，学長

は，これを懲戒する。 

2 懲戒の種類は，訓告，停学及び退学とする。 

3 懲戒に関し必要な事項は，別に定める。 

第41条 学生が次の各号のいずれかに該当するときは，懲戒により退学を命ずることができる。 

(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者 

(2) 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者 

(3) 正当の理由がなくて出席常でない者 

(4) 学内の秩序を著しく乱した者 

(5) 学生の本分に著しく反した者 

第42条 停学が3月以上にわたるときは，その期間は，修業年限に算入しない。 

(除籍) 

第43条 学生が次の各号のいずれかに該当するときは，学長は，当該学部の教授会の議を経てこれを除籍するこ

とができる。 

(1) 入学料の免除若しくは徴収猶予を不許可とされた者，半額免除若しくは徴収猶予を許可された者又はフェ

ニックス奨学生に不採用となった者であって，納付すべき入学料を納付しないもの 

(2) 所定の在学年限に達して，なお卒業の認定を得られない者 

(3) 授業料納付の義務を怠り督促を受けてもなお納付しない者 

第8章 卒業及び学位の授与 
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(卒業の要件) 

第44条 第4条に規定する修業年限以上在学し，かつ，所定の授業科目を履修し，各学部において定める卒業の

要件として修得すべき単位数(124単位以上。医学部医学科及び歯学部歯学科にあっては188単位以上，薬学部

薬学科にあっては186単位以上(将来の薬剤師としての実務に必要な薬学に関する臨床に係る実践的な能力を培

うことを目的として大学の附属病院その他の病院及び薬局で行う実習に係る20単位以上を含む。))を修得した

者には，当該学部の教授会の議を経て，学長が卒業を認定する。 

2 前項の規定による卒業の要件として修得すべき単位数のうち，第19条の2第2項の授業の方法により修得する

ことができる単位数は次のとおりとする。 

(1) 卒業の要件として修得すべき単位数が124単位(医学部医学科及び歯学部歯学科にあっては188単位，薬学

部薬学科にあっては186単位。以下同じ。)の場合は，60単位を超えないものとする。 

(2) 卒業の要件として修得すべき単位数が124単位を超える場合は，第19条の2第1項の授業の方法によって

64単位(医学部医学科及び歯学部歯学科にあっては128単位，薬学部薬学科にあっては126単位)以上の修得

がなされていれば，60単位を超えることができる。 

(早期卒業) 

第45条 本学の学生(医学部医学科，歯学部歯学科及び薬学部薬学科に在学する学生を除く。)で当該学部に3年

以上在学したもの(これに準ずるものとして文部科学大臣の定めるものを含む。)が，卒業の要件として修得す

べき単位を優秀な成績をもって修得したと認められ，かつ，当該学部において学校教育法施行規則(昭和22年

文部省令第11号)第147条に定める要件を満たしている場合には，第4条の規定にかかわらず当該学部の教授会

の議を経て，学長が卒業を認定することができる。 

(卒業証書及び学位の授与) 

第46条 卒業の認定を受けた者には，学長が卒業証書及び学士の学位を授与する。 

2 学士の学位の授与に関し必要な事項は，別に定める。 

第9章 授業料 

(授業料) 

第47条 授業料の年額は，535,800円(夜間主コースにあっては267,900円)とする。ただし，第22条により長期履

修を認められた者については，長期履修を認められた時点における残りの修業年限に相当する年数に授業料の

年額を乗じて得た額を当該長期履修の期間の年数で除した額(その額に10円未満の端数があるときは，これを

切り上げた額)とする。 

2 前項に定める授業料は，前期及び後期に区分し，各期ごとに年額の 2 分の 1 に相当する額を納付するものとし，

前期にあっては4月，後期にあっては10月に納付しなければならない。 

3 前項の規定にかかわらず，前期に係る授業料を納付するときに，当該年度の後期に係る授業料を併せて納付す

ることができる。 

4 入学年度の前期又は前期及び後期に係る授業料については，前2項の規定にかかわらず，入学を許可されると

きに納付することができる。 

5 第2項及び前項の規定にかかわらず，次の各号に掲げる者は，当該各号に掲げる日までに授業料を納付しなけ

ればならない。 

(1) 特別の事情により期の中途において入学，復学，転学，編入学又は再入学した者 月割計算によるその期

の額をそれぞれの許可日の属する月の末日 

(2) 学年の中途で卒業する者 月割計算によるその期の額を，第2項に定める各期の納付期日 

(3) 月割分納を許可された者 その月の末日。ただし，末日が休業期間中にある場合は，当該休業期間の開始

する日の前日 

(4) 免除，徴収猶予及び月割分納の許可を取り消され，又は猶予期間満了の者 許可の取消し，又は猶予期間

満了の日の属する月の末日 
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6 前項各号に定める月割の計算による額は，第1項に定める授業料の年額の12分の1に相当する額(その額に10

円未満の端数があるときは，これを切り上げた額)とする。 

7 既に長期履修を認められている者が長期履修の期間を短縮することを認められたときは，当該短縮後の期間に

応じて第1項ただし書の規定により定められた授業料に当該者が在学した期間の年数(その期間に1年に満たな

い端数があるときは，これを切り上げた年数。以下同じ。)を乗じて得た額から当該者が在学した期間(学年の

中途にあっては，当該学年の終了までの期間とする。以下同じ。)に納付すべき授業料の総額を控除した額を，

長期履修の期間の短縮を認められた時に納付するものとする。ただし，当該短縮後の期間が修業年限に相当す

る期間のときは，第1項本文に定める授業料に当該者が在学した期間の年数を乗じて得た額から当該者が在学

した期間に納付すべき授業料の総額を控除した額を納付するものとする。 

8 所定の期日までに授業料を納付しないときは，掲示等により本人及び父母等に督促する。 

(授業料の免除及び徴収猶予) 

第48条 経済的理由により納付が困難であり，かつ，学業優秀と認められる学生又は特別の事情により授業料の

納付が著しく困難であると認められる学生に対しては，授業料の全額若しくは半額を免除し，又はその徴収を

猶予し，若しくは月割分納を許可することができる。 

2 前項に定めるもののほか，フェニックス奨学生に対しては，授業料の全額を免除することができる。 

3 前2項に定めるもののほか，別に定める広島大学光り輝く奨学制度による奨学生に対しては，授業料の全額を

免除することができる。 

4 前3項に定めるもののほか，授業料の免除及び徴収猶予に関し必要な事項は，別に定める。 

(休学者の授業料) 

第49条 休学中は，授業料を免除する。 

(退学者等の授業料) 

第50条 退学又は懲戒退学の者もその期の授業料は，納付しなければならない。 

2 停学を命ぜられた者は，その期間中も授業料を納付しなければならない。 

(授業料の返還) 

第51条 既納の授業料は，返還しない。 

2 前項の規定にかかわらず，授業料を納付した者が次の各号のいずれかに該当するときは，納付した者の申出に

より，当該各号に規定する授業料に相当する額を返還する。 

(1) 入学の時期までに入学を辞退したとき 授業料の全額 

(2) 納付期限までに休学を許可されたとき その許可された期間の授業料に相当する額 

(3) 9月30日以前に退学を許可されたとき 後期分の授業料に相当する額 

第10章 研究生，科目等履修生及び外国人特別学生等 

(研究生) 

第52条 本学の学生以外の者で，本学において特定の事項について研究することを志願するものがあるときは，

教育研究に支障のない場合に限り，選考の上，研究生として入学を許可することができる。 

2 研究生に関し必要な事項は，別に定める。 

(科目等履修生) 

第52条の2 本学の学生以外の者で，本学において一又は複数の授業科目を履修することを志願するものがある

ときは，教育研究に支障のない場合に限り，選考の上，科目等履修生として入学を許可することができる。 

2 科目等履修生に関し必要な事項は，別に定める。 

(外国人特別学生) 

第53条 第13条，第14条及び第18条の規定によらないで入学を志願する外国人は，外国人特別学生として選考

の上，入学を許可することができる。 

(履修証明プログラム) 
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第53条の2 本学の教育研究上の資源を活かし，社会人等への学習の機会を積極的に提供するため，本学に学校

教育法第105条に規定する特別の課程として履修証明プログラムを開設することができる。 

2 履修証明プログラムに関し必要な事項は，別に定める。 

(公開講座) 

第54条 本学の教育研究を広く社会に開放し，地域住民への学習の機会を積極的に提供するため，本学に公開講

座を開設することができる。 

2 公開講座に関し必要な事項は，別に定める。 

第11章 厚生施設等 

(厚生施設) 

第55条 本学に，学生宿舎その他の厚生施設を設ける。 

2 前項の施設に関し必要な事項は，別に定める。 

(雑則) 

第56条 学部長は，学部細則を改正したときは，学長に報告するものとする。 

2 この通則に定めるもののほか，学部の学生の修学に関し必要な事項は，別に定める。 

附 則 

1 この通則は，平成16年4月1日から施行する。 

2 法学部夜間主コース及び学部の収容定員並びに全学部の収容定員は，別表の規定にかかわらず，平成16年度か

ら平成18年度までにあっては，次の表のとおりとする。 

学部名 学科等名 収容定員 

平成16年度 平成17年度 平成18年度 

法学部 法学科夜間主コース 270 240 210 

計 850 820 790 

総 計 9,840 9,790 9,760 

3 経済学部夜間主コース及び学部の収容定員，生物生産学部の収容定員並びに全学部の収容定員は，別表の規定

にかかわらず，平成16年度にあっては，次の表のとおりとする。 

学部名 学科等名 収容定員 

経済学部 経済学科夜間主コース 270 

計 890 

生物生産学部 生物生産学科 390 

計 390 

総  計 9,840 

4 平成15年度以前に入学した学生の教育課程及び卒業要件等については，この通則の規定にかかわらず，なお従

前の例による。 

5 平成16年4月1日以降において在学者の属する年次に編入学，学士入学，転入学又は再入学する者の教育課程

における旧広島大学通則(昭和26年10月1日制定。以下「旧規程」という。)については，この通則の施行後も

なおその効力を有する。 

6 この通則の施行の際旧規程附則により存続するものとされた学部，学科及び課程については，なお存続するも

のとする。 

(略) 

附 則(平成21年3月31日規則第14号) 

1 この規則は，平成21年4月1日から施行する。 
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2 医学部の医学科及び学部並びに全学部の入学定員並びにその収容定員は，この規則による改正後の広島大学通

則(以下「新通則」という。)別表の規定にかかわらず，平成21年度から平成36年度までにあっては，次の表の

とおりとする。 

年 度 
入学定員 収容定員 

医学科 医学部計 総計 医学科 医学部計 総計 

平成21年度 110 230 2,350 610 1,130 9,905 

平成22年度 117 237 2,357 627 1,147 9,960 

平成23年度 117 237 2,357 644 1,164 10,015 

平成24年度 117 237 2,357 661 1,181 10,032 

平成25年度 120 240 2,357 681 1,201 10,049 

平成26年度 120 240 2,357 701 1,221 10,066 

平成27年度 120 240 2,357 711 1,231 10,073 

平成28年度 120 240 2,357 714 1,234 10,073 

平成29年度 120 240 2,357 717 1,237 10,073 

平成30年度 115 235 2,352 715 1,235 10,068 

平成31年度 115 235 2,352 710 1,230 10,063 

平成32年度 
   

695 1,215 10,051 

平成33年度 
   

680 1,200 10,039 

平成34年度 
   

665 1,185 10,027 

平成35年度 
   

650 1,170 10,015 

平成36年度 
   

640 1,160 10,008 

3 歯学部の口腔保健学科は，新通則第2条第1項の規定にかかわらず，平成21年3月31日に当該学科に在学す

る者が当該学科に在学しなくなる日までの間，存続するものとする。 

4 歯学部の口腔保健学科及び口腔健康科学科の収容定員は，新通則別表の規定にかかわらず，平成21年度から平

成23年度までにあっては，次の表のとおりとする。 

学部名 学科等名 
収容定員 

平成21年度 平成22年度 平成23年度 

歯学部 口腔保健学科 120 80 40 

  口腔健康科学科 40 80 120 

5 新通則第26条の規定は，平成20年度以前に入学した学生には適用しない。 

(略) 

附 則(平成23年3月31日規則第13号) 

1 この規則は，平成23年4月1日から施行する。 

2 全学部の入学定員並びに歯学部の歯学科及び学部の収容定員並びに全学部の収容定員は，この規則による改正

後の広島大学通則別表の規定にかかわらず，平成23年度から平成36年度までにあっては，次の表のとおりと

する。 

 年度 
 入学定員  収容定員 

 総計  歯学科  歯学部計  総計 

 平成23年度  2,355  348  508  10,008 

 平成24年度  2,355  341  501  10,018 

 平成25年度 2,358  334  494 10,031 

 平成26年度 2,358  327  487 10,044 

 平成27年度 2,358  320  480 10,047 

 平成28年度 2,358     10,048 
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 平成29年度 2,358     10,051 

 平成30年度 2,353     10,049 

 平成31年度 2,353     10,044 

 平成32年度       10,029 

 平成33年度       10,014 

 平成34年度       9,999 

 平成35年度       9,984 

 平成36年度       9,974 

(略) 

附 則(平成27年3月31日規則第50号) 

1 この規則は，平成27年4月1日から施行する。 

2 医学部の保健学科及び学部並びに全学部の収容定員は，この規則による改正後の広島大学通則別表の規定にか

かわらず，平成27年度から平成36年度までにあっては，次の表のとおりとする。 

 年度 
 収容定員 

 保健学科  医学部計  総計 

 平成27年度  500  1,211  10,027 

 平成28年度    1,194  10,008 

 平成29年度    1,197  10,011 

 平成30年度    1,195  10,009 

 平成31年度    1,190  10,004 

 平成32年度    1,175  9,989 

 平成33年度    1,160  9,974 

 平成34年度    1,145  9,959 

 平成35年度    1,130  9,944 

 平成36年度    1,120  9,934 

附 則(平成28年3月31日規則第51号) 

1 この規則は，平成28年4月1日から施行する。 

2 全学部の入学定員並びに教育学部の第一類(学校教育系)及び学部の収容定員並びに全学部の収容定員は，この

規則による改正後の広島大学通則別表の規定にかかわらず，平成28年度から平成36年度までにあっては，次

の表のとおりとする。 

年度 
入学定員 収容定員 

総計 第一類(学校教育系) 教育学部計 総計 

平成28年度 2,338 700 1,960 9,988 

平成29年度 2,338 680 1,940 9,971 

平成30年度 2,333 660 1,920 9,949 

平成31年度 2,333     9,924 

平成32年度       9,909 

平成33年度       9,894 

平成34年度       9,879 

平成35年度       9,864 

平成36年度       9,854 

(略) 

―専門13―



附 則(平成29年3月14日規則第18号) 

1 この規則は，平成29年4月1日から施行する。 

2 理学部の物理科学科は，この規則による改正後の広島大学通則(以下「新規則」という。)第2条第1項の規定

にかかわらず，平成29年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間，存続す

るものとする。 

3 理学部の物理科学科及び物理学科の収容定員は，新規則別表の規定にかかわらず，平成29年度から平成31年

度までにあっては，次の表のとおりとする。 

 学部名  学科等名 
収容定員 

平成29年度 平成30年度 平成31年度 

理学部 
物理科学科 198 132 66 

物理学科 66 132 198 

   附 則 

1 この規則は，平成30年4月1日から施行する。 

2 この規則による改正前の広島大学通則第2条に規定する工学部の第一類(機械システム工学系)，第二類(電気・

電子・システム・情報系)，第三類(化学・バイオ・プロセス系)は，この規則による改正後の広島大学通則(以

下(新規則)という。)第2条及び別表の規定にかかわらず，平成32年3月31日に当該類に在学する者が当該類

に在学しなくなる日までの間，存続するものとする。 

3 医学部医学科及び学部の入学定員並びに全学部の入学定員並びに工学部及び情報科学部の編入学定員並びに全

学部の編入学定員並びに総合科学部，文学部，教育学部，法学部，経済学部，医学部，工学部及び情報科学部

の収容定員並びに全学部の収容定員は，新規則別表の規定にかかわらず，平成30年度から平成36年度までに

あっては，次の表のとおりとする。 

学

部

名 

学科等名 入学定員 編入学定員 収容定員 

平成30

年度 

平成31

年度 

平成30

年度 

平成31

年度 

平成30

年度 

平成31

年度 

平成32

年度 

平成33

年度 

平成34

年度 

平成35

年度 

平成36

年度 

総

合

科

学

部 

総合科学科     510 500 490         

国際共創学科     40 80 120         

計 
    

550 580 610         

文

学

部 

人文学科     570 560 550         

計     570 560 550         

教

育

学

部 

第一類(学校教育

系) 

    
657 634 631     

第二類(科学文化

教育系) 

    
346 340 334     

 第三類(言語文化

教育系) 

    
325 314 303     

第四類(生涯活動

教育系) 

    
345 338 331     

 第五類(人間形成

基礎系) 

    
217 214 211     

 計     1,890 1,840 1,810     
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法

学

部 

夜間主コース     170 160 150         

計     750 740 730         

経

済

学

部 

昼間コース     615             

夜間主コース     240 220 205         

計     855 830 815         

医

学

部 

医学科 120 120   720 720 705 690 675 660 645 

計 240 240   1,200 1,200 1,185 1,170 1,155 1,140 1,125 

工

学

部 

第一類(機械・輸

送・材料・エネ

ルギー系) 

  

0 0 150 300 455         

第二類(電気電

子・システム情

報系) 

  

0 0 90 180 273         

第三類(応用化

学・生物工学・

化学工学系) 

  

0 0 115 230 349         

第四類(建設・環

境系) 

    
495 450 408         

第一類(機械シス

テム工学系) 

    
315 210 105         

第二類(電気・電

子・システム・

情報系) 

  10 10 

405 270 135         

第三類(化学・バ

イオ・プロセス

系) 

    

345 230 115 
  

  

  

  

  

  

  

  

計   10 10 1,935 1,890 1,850         

情

報

科

学

部 

情報科学科   0 0 80 160 245         

計 

  0 0 

80 160 245         

総 計 2,338 2，338 70 70 9,944 9,914 9,909 9,904 9,889 9,874 9,859 

別表(第3条関係) 

収容定員 

学部名 学科等名 入学定員 編入学定員 収容定員 

総合科学部 総合科学科 120   480 

国際共創学科 40   160 

計 160   640 

文学部 人文学科 130 10 540 

計 130 10 540 
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教育学部 第一類(学校教育系) 157   628 

第二類(科学文化教育系) 82   328 

第三類(言語文化教育系) 73   292 

第四類(生涯活動教育系) 81   324 

第五類(人間形成基礎系) 52   208 

計 445   1,780 

法学部 法学科 昼間コース 140 10 580 

夜間主コース 30 10 140 

計 170 20 720 

経済学部 経済学科 昼間コース 150 5 610 

夜間主コース 45 5 190 

計 195 10 800 

理学部           

数学科 47   10 188 

物理学科 66 264 

化学科 59 236 

生物科学科 34 136 

地球惑星システム学科 24 96 

          

計 230 10 940 

医学部 医学科 105   630 

保健学科 120  480 

計 225  1,110 

歯学部 歯学科 53  318 

口腔健康科学科 40   160 

計 93  478 

薬学部 薬学科 38   228 

薬科学科 22   88 

計 60   316 

工学部           

第一類(機械・輸送・材料・

エネルギー系) 

150   5 610 

第二類(電気電子・システム

情報系) 

90 
  3 

366 

第三類(応用化学・生物工

学・化学工学系) 

115 
  4 

468 

第四類(建設・環境系) 90   3 366 

          

計 445 15 1,810 
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生物生産学部 生物生産学科 90 10 380 

計 90 10 380 

情報科学部 情報科学科 80 5 330 

総   計 2,323 80 9,844 
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  ２ 大  

 

平成１６．４．１ 

学 部 長 決 裁 
 

 

  （総則） 

第１条 広島大学教育学部（以下「本学部」という。）における教育課程，履修方法，単位の授与及び卒業の認定

等については，広島大学通則（平成16年4月1日規則第2号。以下「通則」という。），広島大学教育プログラ

ム規則（平成18年2月14日規則第5号）及び広島大学教養教育科目履修規則（平成23年2月15日規則第3

号。以下「教養教育科目履修規則」という。）に定めるもののほか，この細則の定めるところによる。 

   （コース） 

第２条 本学部の各類に，次のコースを置く。 

類 コ     ー     ス 

第一類（学 校 教 育 系） 初等教育教員養成コース，特別支援教育教員養成コース 

第二類（科学文化教育系） 自然系コース，数理系コース，技術・情報系コース，社会系コース 

第三類（言語文化教育系） 国語文化系コース，英語文化系コース，日本語教育系コース 

第四類（生涯活動教育系） 
健康スポーツ系コース，人間生活系コース，音楽文化系コース， 

造形芸術系コース 

第五類（人間形成基礎系） 教育学系コース，心理学系コース 

（教育研究上の目的） 

第３条 本学部及び各コースの人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的は，次の表に掲げるとおりと

する。 

コース 等 教育研究上の目的 

学   部 

本学部は，教育諸問題を理論と実践の統合という視点から学際的，総合的に探究すると共に，

「学習者」の視点に立つ新しい教育諸科学の教育・研究を行い，２１世紀にふさわしい学校教

育や学習社会づくりに貢献できる，幅広い社会的視野と豊かな課題探究力を有する指導的な人

材の育成をめざす。 

初等教育教員養成コース 
小学校教員に等しく求められる資質や専門的力量を備えた人材を育成し，初等教育の充実，

進展に貢献することを目的とする。 

特別支援教育教員養成コース 

特別支援教育の基礎として必要な初等教育に関する知識・技能・態度を修得するとともに，

障害に関する基礎的な事項，検査法，心理・生理，指導法等に関する幅広い知識を修め，高度

な専門性と優れた教育実践力及び特別支援教育の発展に寄与する創造力・研究能力を有する特

別支援教育教員を養成することを目的とする。 

自然系コース 

中等理科教育の原理，内容，方法についての専門的な素養と教育実践力を有し，理論と実践

を融合した教育研究を行うことができる中学校及び高等学校の理科教員の養成を主目的とし，

併せて，教育関係の機関，施設等において中等理科教育に関連する業務に携わる専門的人材を

養成する。 

数理系コース 

中等数学教育の原理，内容，方法についての専門的な素養と教育実践力を有し，理論と実践

を統合した教育研究を行うことができる中学校及び高等学校の数学教員の養成を主目的とし，

併せて，教育関係の機関，施設等において中等数学教育に関連する業務に携わる専門的人材を

養成する。 

技術・情報系コース 

情報技術も含めた幅広い生産技術に支えられた「ものづくり」の基盤となる技術・情報教育

の目標，内容，方法等に関する教育と研究を通して，IT社会に対応した技術的教養（Technology 

Literacy）の形成を促すとともに，学校教育を始めとした生涯学習を支援できる中学校及び高

等学校の教員や企業における技術者等，技術・情報教育の内容と方法に関わる幅広い分野で指

導的な役割を担える人材の養成を行うことを目的とする。 

社会系コース 
中学校社会科，高等学校地理歴史科・公民科に関する専門的資質を育成し，中等社会系教育

に関連する業務に携わる人材を養成する。 
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国語文化系コース 

中等国語科教育の原理，内容，及び方法についての専門的な素養と教育実践力を有し，理論

と実践を融合した教育研究を行うことができる中学校及び高等学校の国語科教員の養成を主目

的とし，併せて，教育関係の機関，施設等において国語文化に関連する業務に携わる専門的職

員を養成する。 

英語文化系コース 

中等英語教育の原理，内容及び方法についての専門的な素養と教育実践力を有し，理論と実

践を融合した教育研究を行うことができる中学校及び高等学校の英語教員の養成を主目的と

し，併せて，教育関係の機関，施設等において中等英語教育に関連する業務に携わる専門的人

材を養成する。 

日本語教育系コース 質の高い日本語教育者の養成と国際社会で活躍できる人材の育成を目的とする。 

健康スポーツ系コース 
健康やスポーツに関する専門的資質を育成し，学校教員，社会体育指導者及び研究者などの

人材養成を通して，生涯学習社会に貢献することを目的とする。 

人間生活系コース 

個人や家族の生活を衣食住環境，生活経営及び発達科学等の多様な視点から考え，研究し，

中学校及び高等学校の家庭科教員，公務員及び人間生活・生涯教育関連の企業や団体等におい

て専門業務に従事する，人間生活教育学の専門家の養成を目的とする。 

音楽文化系コース 

多様化する現代社会に対応して，学校教育はもとより，生涯教育にもわたる広い視野に立っ

て，音楽専門技術，教育方法を習得させながら，音楽教育を研究し，実践する人材を育成する

ことを目的とする。 

造形芸術系コース 
生涯教育及び中学校及び高等学校の造形芸術（美術）教育を推進できる指導者や，造形表現

活動によって社会貢献できる人材を育成することを目的とする。 

教育学系コース 
教育諸科学の体系的知識を提供し，教育に関する高い識見と総合的な判断力をもつ専門的人

材を育成することを目的とする。 

心理学系コース 
心の仕組みや働きについて理解し，現代社会における人間の心に関わる問題を発見し，解決

する能力を備えた人材を養成することを目的とする。 

第４条 学生は，第２条に規定するコースのいずれか一つに所属し，所定の教育課程を履修しなければならない。 

  （専修） 

第５条 前条に定めるもののほか，学生の履修組織として，初等教育教員養成コースに初等カリキュラム専修及

び学習開発実践専修を，特別支援教育教員養成コースに第一専修（視覚障害教育），第二専修（聴覚障害教育）

及び第三専修（知的障害・肢体不自由・病弱教育）を置く。 

２ 前項に定める専修への配属は，学生の希望を調査の上，入学後に決定する。 

  （教育課程） 

第６条 本学部の教育課程は，教育上の到達目標を達成するために必要な授業科目により，主専攻プログラムと

して，体系的に編成する。 

２ 本学部が開設する主専攻プログラムは，次の表のとおりとする。 

コ  ー  ス 主 専 攻 プ ロ グ ラ ム 

初等教育教員養成コース 初等教育教員養成プログラム 

特別支援教育教員養成コース 特別支援教育教員養成プログラム 

自然系コース 中等教育科学（理科）プログラム 

数理系コース 中等教育科学（数学）プログラム 

技術・情報系コース 中等教育科学（技術・情報）プログラム 

社会系コース 中等教育科学（社会・地理歴史・公民）プログラム 

国語文化系コース 中等教育科学（国語）プログラム 

英語文化系コース 中等教育科学（英語）プログラム 

日本語教育系コース 日本語教育プログラム 

健康スポーツ系コース 健康スポーツ教育プログラム 

人間生活系コース 人間生活教育プログラム 

音楽文化系コース 音楽文化教育プログラム 

造形芸術系コース 造形芸術教育プログラム 

教育学系コース 教育学プログラム 

心理学系コース 心理学プログラム 
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（授業科目及び履修方法） 

第７条 授業科目は，教養教育科目及び専門教育科目に区分する。 

２ 教養教育科目の授業科目及び履修方法は，教養教育科目履修規則及び別表第１のとおりとする。 

３ 専門教育科目の授業科目及び履修方法は，別表第２のとおりとする。 

 （単位数の計算の基準） 

第８条 各授業科目の単位数は，授業の方法に応じ，次の基準により計算するものとする。 

  （１）講義は，１５時間の授業をもって１単位とする。 

  （２）演習は，１５時間又は３０時間の授業をもって１単位とする。 

  （３）実験，実習及び実技は，３０時間又は４５時間の授業をもって１単位とする。 

２ 一の授業科目について，二以上の方法の併用により授業を行う場合の単位数の計算は，１単位の授業科目を

４５時間の学修を必要とする内容をもって構成することとなるよう，前項の基準を考慮してそれらの方法ごと

に時間を定めるものとする。 

  （履修手続） 

第９条 授業時間割は，学年の始めに発表する。 

２ 学生は，履修しようとする授業科目について，各学期の指定する期間に所定の手続をしなければならない。 

３ 指定する期間に所定の手続をしない者には，履修を認めない。ただし，特別の事由がある場合に限り，当該

授業担当教員の承認を経て，履修を認めることがある。 

４ 学生は，他の学部の授業科目を履修しようとするときは，当該学部の定めるところにより履修するものとす

る。 

 （履修単位数の少ない学生の履修指導） 

第１０条 指導教員は，修得単位数の少ない学生に対し，履修促進のための適切な指導を行うものとする。 

 （第1年次に入学した者の既修得単位等の認定） 

第１１条 広島大学既修得単位等の認定に関する細則(平成16年4月1日副学長(教育・学生担当)決裁)第２条第

１項の規定に基づき定める第１年次に入学した者の既修得単位等の認定単位数は，６０単位とする。 

２ 前項の規定にかかわらず，広島大学での既修得単位（科目等履修生として修得した単位を含む。）について

は，教授会の議を経て学部長が認めることができる。 

 （日本語科目及び日本事情に関する科目） 

第１２条 外国人留学生及び外国人留学生以外の学生で，外国において相当の期間中等教育を受けたものが，日

本語科目及び日本事情に関する科目に係る授業科目を履修して単位を修得した場合には，当該授業科目の単位

を卒業の要件として修得すべき教養教育科目の単位に代えることができる。 
２ 前項の授業科目及び単位数については，別に定める。 

 （長期にわたる教育課程の履修） 

第１３条 長期にわたる教育課程の履修については，広島大学長期履修の取扱いに関する細則（平成16年4月1
日副学長（教育・学生担当）決裁）の定めるところにより取り扱う。 

２  長期履修の期間の最長年限は，８年とする。 

 （試験） 

第１４条 試験は，原則として毎ターム末に行う。 

２ 試験の方法及び期日は，あらかじめ発表する。 

３ 授業実施時間数の１／３以上を欠席した者は，試験を受けることができない。ただし，その欠席が病気その

他やむを得ない事由によると認められる場合は，当該授業科目担当教員の判断に従うものとする。 

 （追試験） 

第１５条 次の各号のいずれかにより試験を受けることができなかった者は，追試験を受けることができる。 

  （１）配偶者又は３親等内の親族の死亡による忌引 

  （２）負傷又は疾病（入院又はこれに準ずる場合に限る。） 

  （３）天災その他の非常災害 

（４）交通機関の突発事故 

（５）その他やむを得ない事情 

２ 追試験を受けようとする者は，原則として当該授業科目の試験実施後１週間以内に所定の追試験受験願にそ

の理由書を添えて所属学部長に願い出なければならない。 

３ 追試験受験を許可された者は，原則として担当教員の指定する日時に追試験を受験しなければならない。 

４ 追試験の実施期間は，当該授業科目の試験実施後３週間以内とする。 
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 （平均評価点） 

第１６条 学生が受講した個々の授業の成績評価を総合した達成度の測定は，次の算式で求める平均評価点（Ｇ

ＰＡ：Grade Point Average）によって行う。 

  平均評価点＝（（秀の単位数×４＋優の単位数×３＋良の単位数×２＋可の単位数×１）／（総登録単位数

×４））×１００ 

 （到達度の評価） 

第１７条 通則第１９条の５に規定する成績評価のほか，教育プログラムの到達目標への到達度の評価を行う。 

２ 前項の到達度の評価は，別に定める教育プログラムの学習の成果の評価項目と評価基準に基づき，「極めて優

秀」，「優秀」及び「良好」の３段階で行う。 

 （教育実習） 

第１８条 教育実習は，３年次及び４年次に行う。 

２ 教育実習の時期，実施方法その他教育実習に関し必要な事項は，あらかじめ発表する。 

３ 教育実習の受講資格については，別に定める。 

  （卒業研究） 

第１９条 卒業論文（以下「論文」という。）は，別表第１及び別表第２の教育課程における卒業要件単位（論文

を除く。）を修得見込の者に限り提出することができる。 

２ 論文作成のための指導教員は，本学部専任の授業科目担当教員の中から定めなければならない。 

３ コースによっては，論文に加えて演奏又は制作を課すこともできる。 

４ 論文を提出しようとする者は，あらかじめ指導教員を定め，当該指導教員の承認を得て，論文題目届及び論

文を，次の各提出期限（当該期日が土曜日又は日曜日の場合は月曜日）までに所属のコース主任に提出しなけ

ればならない。 

    論文題目届 １０月３１日（学年中途卒業者にあっては，４月３０日） 

    論   文  １月３１日（学年中途卒業者にあっては，７月３１日） 

  （卒業） 

第２０条 卒業の認定は，本学部に４年以上在学し，かつ，別表第１及び別表第２の教育課程における所定の単

位を修得した者について行う。 

  （教育職員免許状） 

第２１条 卒業の認定を受ける学生は，教育職員免許法（昭和24年法律第147号）及び教育職員免許法施行規則

（昭和29年文部省令第26号）に定める所定の科目を履修し，その単位を修得したときは，次の表に掲げる免

許状及び免許教科の種類に応じ，教育職員の普通免許状の授与の所要資格を取得することができる。 

 

類 コース 免許状の種類 免許教科の種類 

第  一  類 

（学 校 教 育 系） 

初等教育教員養成コース 
小学校教諭一種免許状  

幼稚園教諭一種免許状 

特別支援教育教員養成コース 

特別支援学校教諭一種免許状 

（視覚障害者に関する教育の領域） 

（聴覚障害者に関する教育の領域） 
（知的障害者に関する教育の領域） 
（肢体不自由者に関する教育の領域）  

（病弱者に関する教育の領域）  

 

第  二  類 

（科学文化教育系） 

自然系コース 
中学校教諭一種免許状 

理科 
高等学校教諭一種免許状 

数理系コース 
中学校教諭一種免許状 

数学 
高等学校教諭一種免許状 

技術・情報系コース 
中学校教諭一種免許状 技術 

高等学校教諭一種免許状 情報，工業 

社会系コース 
中学校教諭一種免許状 社会 

高等学校教諭一種免許状 地理歴史，公民 

第  三  類 

（言語文化教育系） 
国語文化系コース 

中学校教諭一種免許状 
国語 

高等学校教諭一種免許状 
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1ｾﾒ 2ｾﾒ 3ｾﾒ 4ｾﾒ 5ｾﾒ 6ｾﾒ 7ｾﾒ 8ｾﾒ
2 2 選択必修 ○

2 大学教育入門 2 必修 ○

2 教養ゼミ 2 必修 ○

人文社会科学系科目群 4 (注4) 1又は2 選択必修 ○ ○ ○ ○

自然科学系科目群 4 1又は2 選択必修 ○ ○ ○ ○

コミュニケーション基礎Ⅰ 1 ○

コミュニケーション基礎Ⅱ 1 ○

コミュニケーションⅠA 1 ○

コミュニケーションⅠB 1 ○

コミュニケーションⅡA 1 ○

コミュニケーションⅡB 1 ○

コミュニケーションⅢA 1
コミュニケーションⅢB 1
コミュニケーションⅢC 1

ベーシック外国語Ⅰ 1 ○

ベーシック外国語Ⅱ 1 ○

2 情報活用基礎 2 必修 ○

(0) 情報活用演習 2 自由選択 ○

2 1又は2 選択必修 ○ ○

(0) 1又は2 自由選択 ○ ○

微分積分学Ⅰ 2 ○

微分積分学Ⅱ 2 ○

基礎物理学Ⅰ 2 ○

一般化学 2 ○

種生物学 2 ○

物理学実験法・同実験Ⅰ 1 ○

物理学実験法・同実験Ⅱ 1 ○

化学実験法・同実験Ⅰ 1 ○

化学実験法・同実験Ⅱ 1 ○

生物学実験法・同実験Ⅰ 1 ○

生物学実験法・同実験Ⅱ 1 ○

地学実験法・同実験Ⅰ 1 ○

地学実験法・同実験Ⅱ 1 ○

8 （注7） 1～3 選択必修 ○ ○ ○ ○

40

注5： ドイツ語，フランス語，スペイン語，ロシア語，中国語，韓国語，アラビア語のうちから1言語選択すること。

情報科目

教 養 教 育 科 目 履 修 基 準 表

第二類 自然系コース（中等教育科学（理科）プログラム）

区
分

科目区分
要修
得単
位数

授業科目等
単位
数

履修区分

履修セメスター(注1)

1年次 2年次 3年次 4年次

上記3科目から2科目

コミュニケーション
Ⅲ

2 選択必修 ○ ○

選択必修

コミュニケーション
Ⅱ(注3)

上記4科目から2科目以上

コミュニケーション
基礎

計

(0) 自由選択

健康スポーツ科目

基盤科目(注6) 6 選択必修

共
通
科
目

領域科目

社会連携科目

外
国
語
科
目

英
語
 

(

注
２

)

初修外国語(注5)

2 必修

4

平和科目
大
学
教
育
基

礎
科
目

大学教育入門

教養ゼミ

自由選択科目

コミュニケーション
Ⅰ(注3)

注3： 時間割編成の都合上，1セメスターは「コミュニケーションⅠA」及び「コミュニケーションⅠB」が，2セメスターは「コ
ミュニケーションⅡA」及び「コミュニケーションⅡB」が指定されている。

注7： 領域科目，外国語科目（初修外国語），情報科目，社会連携科目，基盤科目を対象とする。

注4： 教育職員免許状を取得するためには，「日本国憲法」の2単位を修得する必要がある。
なお，「コミュニケーション上級英語」，「インテンシブ外国語」，「海外語学演習」の履修により修得した単位を，卒
業に必要な領域科目（人文社会科学系科目群）の単位に代えることができる。

注6： ・少なくとも実験科目を2単位以上修得すること。なお，同一科目の「実験法・同実験Ⅰ（1単位）」と「実験法・同実験
Ⅱ（1単位）」を履修すること。ⅠまたはⅡのみの履修は認められない。

・講義科目については高等学校で履修していない科目も履修することが望ましい。

注1： ○印は標準履修セメスターを表している。なお，当該セメスターで単位を修得できなかった場合はこれ以降に履修するこ
とも可能である。授業科目により実際に開講するセメスターが異なる場合があるので，毎年度発行する教養教育科目授業
時間割等で確認すること。

注2： 短期語学留学等による「英語圏フィールドリサーチ」又は自学自習による「オンライン英語演習Ｉ・Ⅱ・Ⅲ」の履修によ
り修得した単位を，卒業に必要な英語の単位に代えることが可能である。また，外国語技能検定試験，語学研修による単
位認定制度もある。詳細については，学生便覧の教養教育の英語に関する項及び「外国語技能検定試験等による単位認定
の取扱いについて」を参照すること。

教
養
教
育
科
目

―専門25―





1ｾﾒ 2ｾﾒ 3ｾﾒ 4ｾﾒ 5ｾﾒ 6ｾﾒ 7ｾﾒ 8ｾﾒ
2 2 選択必修 ○

2 大学教育入門 2 必修 ○

2 教養ゼミ 2 必修 ○

人文社会科学系科目群 4 (注4) 1又は2 選択必修 ○ ○ ○ ○

自然科学系科目群 4 1又は2 選択必修 ○ ○ ○ ○

コミュニケーション基礎Ⅰ 1 ○

コミュニケーション基礎Ⅱ 1 ○

コミュニケーションⅠA 1 ○

コミュニケーションⅠB 1 ○

コミュニケーションⅡA 1 ○

コミュニケーションⅡB 1 ○

コミュニケーションⅢA 1
コミュニケーションⅢB 1
コミュニケーションⅢC 1

- (0) コミュニケーション上級英語 1 自由選択 ○ ○

(0) 1 自由選択 ○ ○

2 (注5) 2 選択必修 ○

2 1又は2 選択必修 ○ ○

(0) 1又は2 自由選択 ○ ○

(0) 1～3 自由選択 ○ ○ ○ ○

16 (注6) 1～3 選択必修 ○ ○ ○ ○
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教 養 教 育 科 目 履 修 基 準 表

第二類 技術・情報系コース（中等教育科学（技術・情報）プログラム）

区
分

科目区分
要修
得単
位数

授業科目等
単位
数

履修区分

履修セメスター(注1)

1年次 2年次 3年次 4年次

上記3科目から2科目

コミュニケー
ションⅢ

2 選択必修 ○ ○

(0) 自由選択

コミュニケーショ
ンⅠ(注3)

4 選択必修

コミュニケーショ
ンⅡ(注3)

上記4科目から2科目以上

コミュニケーショ
ン基礎

領域科目

社会連携科目

初修外国語

英
語
 

(

注
２

)

外
国
語
科
目

注1： ○印は標準履修セメスターを表している。なお，当該セメスターで単位を修得できなかった場合はこれ以降に
履修することも可能である。授業科目により実際に開講するセメスターが異なる場合があるので，毎年度発行
する教養教育科目授業時間割等で確認すること。

注2： 短期語学留学等による「英語圏フィールドリサーチ」又は自学自習による「オンライン英語演習Ｉ・Ⅱ・Ⅲ」
の履修により修得した単位を，卒業に必要な英語の単位に代えることが可能である。また，外国語技能検定試
験，語学研修による単位認定制度もある。詳細については，学生便覧の教養教育の英語に関する項及び「外国
語技能検定試験等による単位認定の取扱いについて」を参照すること。

教
養
教
育
科
目

平和科目
大
学
教
育
基
礎
科
目

大学教育入門

教養ゼミ

自由選択科目

計

情報科目

健康スポーツ科目

基盤科目

共
通
科
目

注5： 1セメスター開設の「情報活用基礎」を履修すること。なお，「情報活用基礎」の単位を修得できなかった場合
は，2セメスター開設の「情報活用演習」を履修することができる。

注6： 領域科目，外国語科目，情報科目，健康スポーツ科目，社会連携科目，基盤科目を対象とする。

注3： 時間割編成の都合上，1セメスターは「コミュニケーションⅠA」及び「コミュニケーションⅠB」が，2セメス
ターは「コミュニケーションⅡA」及び「コミュニケーションⅡB」が指定されている。

注4： 教育職員免許状を取得するためには，「日本国憲法」の2単位を修得する必要がある。

―専門27―















1ｾﾒ 2ｾﾒ 3ｾﾒ 4ｾﾒ 5ｾﾒ 6ｾﾒ 7ｾﾒ 8ｾﾒ
2 2 選択必修 ○

2 大学教育入門 2 必修 ○

2 教養ゼミ 2 必修 ○

人文社会科学系科目群 4 (注4) 1又は2 選択必修 ○ ○ ○ ○

自然科学系科目群 4 1又は2 選択必修 ○ ○ ○ ○

コミュニケーション基礎Ⅰ 1 ○

コミュニケーション基礎Ⅱ 1 ○

コミュニケーションⅠA 1 ○

コミュニケーションⅠB 1 ○

コミュニケーションⅡA 1 ○

コミュニケーションⅡB 1 ○

コミュニケーションⅢA 1
コミュニケーションⅢB 1
コミュニケーションⅢC 1

- (0) コミュニケーション上級英語 1 自由選択 ○ ○

ベーシック外国語Ⅰから2科目（注5） 1 ○

ベーシック外国語Ⅱから2科目（注5） 1 ○

(0) インテンシブ外国語Ｉ 1 自由選択 ○

(0) インテンシブ外国語Ⅱ 1 自由選択 ○

(0) 海外語学演習 1 自由選択

2 (注6) 2 選択必修 ○

2 1又は2 選択必修 ○ ○

(0) 1又は2 自由選択 ○ ○

(0) 1～3 自由選択 ○ ○ ○ ○

8 (注7) 1～3 選択必修 ○ ○ ○ ○
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注3： 時間割編成の都合上，1セメスターは「コミュニケーションⅠA」及び「コミュニケーションⅠB」が，2セメス
ターは「コミュニケーションⅡA」及び「コミュニケーションⅡB」が指定されている。

注4： 教育職員免許状を取得するためには，「日本国憲法」の2単位を修得する必要がある。

注6： 1セメスター開設の「情報活用基礎」を履修すること。なお，「情報活用基礎」の単位を修得できなかった場合
は，2セメスター開設の「情報活用演習」を履修することができる。

注7： 領域科目，外国語科目，情報科目，健康スポーツ科目，社会連携科目，基盤科目を対象とする。

注5： ドイツ語，フランス語，スペイン語，ロシア語，中国語，韓国語，アラビア語のうちから1言語選択すること。

注1： ○印は標準履修セメスターを表している。なお，当該セメスターで単位を修得できなかった場合はこれ以降に
履修することも可能である。授業科目により実際に開講するセメスターが異なる場合があるので，毎年度発行
する教養教育科目授業時間割等で確認すること。

注2： 短期語学留学等による「英語圏フィールドリサーチ」又は自学自習による「オンライン英語演習Ｉ・Ⅱ・Ⅲ」
の履修により修得した単位を，卒業に必要な英語の単位に代えることが可能である。また，外国語技能検定試
験，語学研修による単位認定制度もある。詳細については，学生便覧の教養教育の英語に関する項及び「外国
語技能検定試験等による単位認定の取扱いについて」を参照すること。

教
養
教
育
科
目

平和科目
大
学
教
育
基
礎
科
目

大学教育入門

教養ゼミ

自由選択科目

計

4 選択必修

情報科目

健康スポーツ科目

基盤科目

共
通
科
目

領域科目

社会連携科目

外
国
語
科
目

英
語
 

(

注
２

)

初修外国語

(0) 自由選択

コミュニケーショ
ンⅠ(注3)

4
選択必修

コミュニケーショ
ンⅡ(注3)

上記4科目から2科目以上

コミュニケーショ
ン基礎

上記3科目から2科目

コミュニケー
ションⅢ

2
選択必修 ○ ○

教 養 教 育 科 目 履 修 基 準 表

第四類 音楽文化系コース（音楽文化教育プログラム）

区
分

科目区分
要修
得単
位数

授業科目等
単位
数

履修区分

履修セメスター(注1)

1年次 2年次 3年次 4年次

―専門34―





1ｾﾒ 2ｾﾒ 3ｾﾒ 4ｾﾒ 5ｾﾒ 6ｾﾒ 7ｾﾒ 8ｾﾒ
2 2 選択必修 ○

2 大学教育入門 2 必修 ○

2 教養ゼミ 2 必修 ○

人文社会科学系科目群 4 (注4) 1又は2 選択必修 ○ ○ ○ ○

自然科学系科目群 4 1又は2 選択必修 ○ ○ ○ ○

コミュニケーション基礎Ⅰ 1 ○

コミュニケーション基礎Ⅱ 1 ○

コミュニケーションⅠA 1 ○

コミュニケーションⅠB 1 ○

コミュニケーションⅡA 1 ○

コミュニケーションⅡB 1 ○

コミュニケーションⅢA 1
コミュニケーションⅢB 1
コミュニケーションⅢC 1

- （0） コミュニケーション上級英語 1 自由選択 ○ ○

ベーシック外国語Ⅰから2科目（注5） 1 ○

ベーシック外国語Ⅱから2科目（注5） 1 ○

（0） インテンシブ外国語Ｉ 1 自由選択 ○

（0） インテンシブ外国語Ⅱ 1 自由選択 ○

（0） 海外語学演習 1 自由選択

2 (注6) 2 選択必修 ○

2 1又は2 選択必修 ○

（0） 1又は2 自由選択 ○ ○ ○ ○

（0） 1～3 自由選択 ○ ○ ○ ○

16 (注7） 1～3 選択必修 ○ ○ ○ ○
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基盤科目

自由選択科目

教 養 教 育 科 目 履 修 基 準 表

第五類 教育学系コース（教育学プログラム）

区
分

科目区分
要修
得単
位数

授業科目等
単位
数

履修区分

履修セメスター(注1)

1年次 2年次 3年次 4年次

平和科目
大
学
教
育
基
礎
科
目

大学教育入門

教養ゼミ

共
通
科
目

領域科目

コミュニケー
ションⅢ

外
国
語
科
目

英
語
 

(

注
２

)

必修

コミュニケーショ
ンⅠ(注3)

4 選択必修

コミュニケーショ
ンⅡ(注3)

コミュニケーショ
ン基礎

2

上記4科目から2科目以上

1セメスター開設の「情報活用基礎」を履修すること。なお，「情報活用基礎」の単位を修得できなかった場合
は，2セメスター開設の「情報活用演習」を履修することができる。

教
養
教
育
科
目

4 選択必修

情報科目

健康スポーツ科目

社会連携科目

2 選択必修 ○

上記3科目から2科目

○

領域科目，外国語科目，社会連携科目，基盤科目を対象とする。

注5： ドイツ語，フランス語，スペイン語，ロシア語，中国語，韓国語，アラビア語のうちから1言語選択すること。

初修外国語

注7：

注1： ○印は標準履修セメスターを表している。なお，当該セメスターで単位を修得できなかった場合はこれ以降に
履修することも可能である。授業科目により実際に開講するセメスターが異なる場合があるので，毎年度発行
する教養教育科目授業時間割等で確認すること。

注2： 短期語学留学等による「英語圏フィールドリサーチ」又は自学自習による「オンライン英語演習Ｉ・Ⅱ・Ⅲ」
の履修により修得した単位を，卒業に必要な英語の単位に代えることが可能である。また，外国語技能検定試
験，語学研修による単位認定制度もある。詳細については，学生便覧の教養教育の英語に関する項及び「外国
語技能検定試験等による単位認定の取扱いについて」を参照すること。

注3： 時間割編成の都合上，1セメスターは「コミュニケーションⅠA」及び「コミュニケーションⅠB」が，2セメス
ターは「コミュニケーションⅡA」及び「コミュニケーションⅡB」が指定されている。

計

注4： 教育職員免許状を取得するためには，「日本国憲法」の2単位を修得する必要がある。

注6：

―専門36―



1ｾﾒ 2ｾﾒ 3ｾﾒ 4ｾﾒ 5ｾﾒ 6ｾﾒ 7ｾﾒ 8ｾﾒ
2 2 選択必修 ○

2 大学教育入門 2 必修 ○

2 教養ゼミ 2 必修 ○

心理学概論A（注4） 2 ○

心理学概論B（注4） 2 ○

自然科学系科目群 4 1又は2 選択必修 ○ ○ ○ ○

コミュニケーション基礎Ⅰ 1 ○

コミュニケーション基礎Ⅱ 1 ○

コミュニケーションⅠA 1 ○

コミュニケーションⅠB 1 ○

コミュニケーションⅡA 1 ○

コミュニケーションⅡB 1 ○

コミュニケーションⅢA 1
コミュニケーションⅢB 1
コミュニケーションⅢC 1

- (0) コミュニケーション上級英語 1 自由選択 ○ ○

(0) 1 自由選択 ○

(0) 2 自由選択 ○

(0) 1又は2 自由選択 ○ ○

(0) 1又は2 自由選択 ○ ○

(0) 1～3 自由選択 ○ ○ ○ ○

12 （注5） 1～3 選択必修 ○ ○ ○ ○

34計

教 養 教 育 科 目 履 修 基 準 表

第五類 心理学系コース（心理学プログラム）

区
分

科目区分
要修
得単
位数

授業科目等
単位
数

履修区分

履修セメスター(注1)

1年次 2年次 3年次 4年次

4 必修

コミュニケーショ
ン基礎

2 必修

コミュニケーショ
ンⅠ(注3)

領域科目

人文社会科学系
科目群

外
国
語
科
目

英
語
 

(

注
２

)

初修外国語

上記3科目から2科目

4 選択必修

コミュニケーショ
ンⅡ(注3)

上記4科目から2科目以上

コミュニケー
ションⅢ

2 選択必修 ○ ○

注1： ○印は標準履修セメスターを表している。なお，当該セメスターで単位を修得できなかった場合はこれ以降に
履修することも可能である。授業科目により実際に開講するセメスターが異なる場合があるので，毎年度発行
する教養教育科目授業時間割等で確認すること。

注2： 短期語学留学等による「英語圏フィールドリサーチ」又は自学自習による「オンライン英語演習Ｉ・Ⅱ・Ⅲ」
の履修により修得した単位を，卒業に必要な英語の単位に代えることが可能である。また，外国語技能検定試
験，語学研修による単位認定制度もある。詳細については，学生便覧の教養教育の英語に関する項及び「外国
語技能検定試験等による単位認定の取扱いについて」を参照すること。

教
養
教
育
科
目

平和科目
大
学
教
育
基
礎
科
目

大学教育入門

教養ゼミ

共
通
科
目

社会連携科目

情報科目

健康スポーツ科目

基盤科目

自由選択科目

注5： 領域科目，外国語科目，情報科目，健康スポーツ科目，社会連携科目，基盤科目を対象とする。

注6： 教育職員免許状を取得するためには，「日本国憲法」2単位，情報科目2単位，健康スポーツ科目2単位を修得する必要が
ある。情報科目は，1セメスター開設の「情報活用基礎」を履修すること。なお，「情報活用基礎」の単位を修得できなかった
場合は，2セメスター開設の「情報活用演習」を履修することができる。

注3： 時間割編成の都合上，1セメスターは「コミュニケーションⅠA」及び「コミュニケーションⅠB」が，2セメス
ターは「コミュニケーションⅡA」及び「コミュニケーションⅡB」が指定されている。

注4： 時間割編成の都合上，1セメスターは「心理学概論A」が，2セメスターは「心理学概論B」が指定されている。
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区

 

分

 授 業 科 目 

単

 

位

 

数

 

開

 
 

設

 

履 修 セ メ ス タ ー 

免許法該当科目 備 考 １
セ
メ

 

２
セ
メ

 

３
セ
メ

 

４
セ
メ

 

５
セ
メ

 

６
セ
メ

 

７
セ
メ

 

８
セ
メ

 

発

 

展

 

科

 

目

 

特別支援教育教育課程総論 ２      ○     

視覚管理 ２      ○     

視覚障害教材作成法 ２       ○    

視覚障害教育授業法 ２     ○      

聴覚障害教育授業法Ⅱ ２     ○      

聴覚障害乳幼児指導法 ２     ○      

特別支援教育教材開発演習 ２   ○ ○       

知的障害職業教育実践演習 ２     ○ ○     

知的障害測定・評価実践演習 ２      ○     

教
育
実
習

 

特
別
支
援

 

特別支援学校教育実習入門 １ ○          

特別支援学校教育実習観察 １    ○       

特別支援学校教育実習 ③      ○   心身に障害のある幼児，児童又は生徒についての教育実習  

特別支援学級教育演習 １        ○   

卒
業
研
究 

特別支援教育研究法Ⅰ ①     ○      

特別支援教育研究法Ⅱ ①      ○     

卒業論文 ④           
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 文 ス（ 文 プ グラム  

  開設単位数欄の○印数字は必修 
     履修ｾﾒｽﾀｰ欄の○印は標準履修ｾﾒｽﾀｰ 

区 

分 

授 業 科 目 
単
位
数 

開 

設 

履 修 セ メ ス タ ー 

免許法該当科目 備 考 １
セ
メ 

２
セ
メ 

３
セ
メ 

４
セ
メ 

５
セ
メ 

６
セ
メ 

７
セ
メ 

８
セ
メ 

専 

門 

基 

礎 

科 

目 

生涯活動教育論 ②       ○           類共通科目 

音楽教育学概論 ②     ○           教科の指導法（音楽）   
音楽文化（音楽科）カリキュラムデザイン論 ②     ○            〃   
西洋音楽史 ②     ○         音楽理論，作曲法及び音楽史  

声楽基礎研究Ⅰ ② ○        声楽  
声楽基礎研究Ⅱ ②  ○       声楽  
鍵盤楽器基礎研究Ⅰ ② ○        器楽  
鍵盤楽器基礎研究Ⅱ ②  ○       器楽  
作曲基礎研究Ⅰ ② ○        音楽理論，作曲法及び音楽史  
合唱Ⅰ ①     ○           声楽  
合唱Ⅱ ①       ○          〃  
器楽基礎研究Ⅰ ② ○               〃  
器楽基礎研究Ⅱ ②   ○             〃  
ソルフェージュⅠ ① ○            ソルフェージュ  
アンサンブルＡ（管弦楽）Ⅰ ①     ○           器楽  

コンサート・マネージメントⅠ ①        ○          
コンサート・マネージメントⅡ ①          ○         
音楽文化教育研究法 ②    ○       

専 
 

門 
 

科 
 

目 

音楽文化教育史 ２           ○     教科又は教職に関する科目   
音楽科授業論 ２       ○         教科の指導法（音楽）   
音楽科実践論 ２         ○        〃   
音楽教育方法・評価論 ２         ○       〃 隔年開講 

音楽教育教材構成論 ２       ○          〃   
日本音楽概論 ２        ○      音楽理論，作曲法及び音楽史  
中等音楽科教育法（日本音楽・民族音楽） ２         ○        〃  

ソルフェージュⅡ １   ○             ソルフェージュ   
声楽１ １      ○           声楽  
声楽２ １        ○          〃  
声楽３ １          ○        〃  
声楽４ １            ○      〃  
声楽５ １       ○  〃  
声楽６ １               ○ 〃  
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区 

分 

授 業 科 目 
単
位
数 

開 

設 

履 修 セ メ ス タ ー 

免許法該当科目 備 考 １
セ
メ 

２
セ
メ 

３
セ
メ 

４
セ
メ 

５
セ
メ 

６
セ
メ 

７
セ
メ 

８
セ
メ 

専 
 

門 
 

科 
 

目 

オペラ実習Ⅰ １     ○           声楽  
オペラ実習Ⅱ １       ○          〃  
オペラ実習Ⅲ １         ○        〃  
オペラ実習Ⅳ １           ○      〃  
オペラ実習Ⅴ １       ○   〃  

オペラ実習Ⅵ １        ○  〃  

合唱Ⅲ １         ○        〃  

合唱Ⅳ １           ○      〃  

合唱Ⅴ １       ○   〃  

合唱Ⅵ １        ○  〃  
ピアノ１ １   ○      器楽  
ピアノ２ １       ○          〃  
ピアノ３ １         ○        〃  
ピアノ４ １           ○      〃  
ピアノ５ １              ○    〃  
ピアノ６ １                ○  〃  
弦楽器１ １      ○            〃  
弦楽器２ １        ○          〃  
弦楽器３ １          ○        〃  
弦楽器４ １            ○      〃  
弦楽器５ １              ○   〃  

弦楽器６ １                ○ 〃  
作曲基礎研究Ⅱ ２   ○            音楽理論，作曲法及び音楽史  
作曲１ １     ○           〃  
作曲２ １        ○          〃  
作曲３ １          ○        〃  
作曲４ １            ○      〃  
作曲５ １              ○    〃  
作曲６ １                ○  〃  
指揮法 １      ○         指揮法  
管弦打楽器Ⅰ １     ○           器楽  
管弦打楽器Ⅱ １       ○          〃  
管弦打楽器Ⅲ １         ○        〃  
管弦打楽器Ⅳ １           ○      〃  
管弦打楽器Ⅴ １            ○    〃  
管弦打楽器Ⅵ １              ○ 器楽  
アンサンブルＡ（管弦楽）Ⅱ １       ○          〃  
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区 

分 

授 業 科 目 
単
位
数 

開 

設 

履 修 セ メ ス タ ー 

免許法該当科目 備 考 １
セ
メ 

２
セ
メ 

３
セ
メ 

４
セ
メ 

５
セ
メ 

６
セ
メ 

７
セ
メ 

８
セ
メ 

専 
 

門 
 

科 
 

目 

アンサンブルＡ（管弦楽）Ⅲ １         ○       器楽  
アンサンブルＡ（管弦楽）Ⅳ １           ○      〃  
アンサンブルＡ（管弦楽）Ⅴ １             ○    〃  
アンサンブルＡ（管弦楽）Ⅵ １               ○  〃  
アンサンブルＢⅠ １     ○       〃  
アンサンブルＢⅡ １       ○          〃  
アンサンブルＢⅢ １         ○        〃  
アンサンブルＢⅣ １           ○      〃  
アンサンブルＢⅤ １             ○    〃  
アンサンブルＢⅥ １               ○  〃  
芸術社会論 ２     ○           総合科学部 

専 

門 

選 

択 

科 

目 

教職入門 ２   ○      
教職の意義及び教員の役割，教員の職務内容， 

進路選択に資する各種の機会の提供等 
 

教育の思想と原理 ２   ○      教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想   

児童・青年期発達論 ２     ○    幼児，児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程  

教育と社会・制度 ２    ○     教育に関する社会的，制度的又は経営的事項  

教育課程論 ２     ○    教育課程の意義及び編成の方法   

道徳教育指導法 ２     ○    道徳の指導法  

特別活動指導法 ２    ○     特別活動の指導法  

教育方法・技術論 ２      ○   教育の方法及び技術  

生徒・進路指導論 ２    ○     生徒指導の理論及び方法，進路指導の理論及び方法   

教育相談 ２      ○   教育相談  

中・高等学校教育実習入門 ２ ○        教育実習（事前指導）  

中・高等学校教育実習観察 １    ○     教育実習（事前指導）  

教育実習指導Ｂ １     ○    教育実習（事前指導）  

中・高等学校教育実習Ⅰ ４      ○   教育実習（中学校本免用）  

中・高等学校教育実習Ⅱ ２       ○  教育実習（高等学校本免用）  

教職実践演習（中・高） ２        ○ 教職実践演習  

介護等体験事前指導 １   ○      教科又は教職に関する科目  

自由 

選択科目 

本コース，本学部他コース，特別科

目及び他学部等が開設する専門教

育科目（副専攻プログラム及び特定

プログラムを含む。） 

           

卒業研究 卒業論文 ⑥                     
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３ 広 大 外 人 の 

の 例 

 

広島大学教育学部細則第１２条第２項の規定に基づき，教育学部外国人留学生及び外国人留学生以外の学

生で，外国において相当の期間中等教育を受けたもののための授業科目履修上の特例を次のとおり定める。 

 

（特 例） 

 外国人留学生及び外国人留学生以外の学生で，外国において相当の期間中等教育を受けたものが，日本語

科目及び日本事情に関する授業科目を履修した場合に，卒業の要件として修得すべき単位数のうち，当該授

業科目の単位で代えることができる授業科目及び単位数は，下記のとおりとする。 

 

 

記 

 

１ 領域科目又は基盤科目                         １６単位まで 

 

２ 外国語科目（英語）                           ６単位まで 

 

 

 

 

 

 究（ 文 いて 

 

１ 卒業研究（卒業論文）は，各コースにおいて定められた作成要領に従って作成すること。 

   

提出にかかわる諸手続きは次のとおりである。 

      論文題目提出  １０月３１日（学年中途卒業者は，４月３０日） 

      論 文 提 出   １月３１日（学年中途卒業者は，７月３１日） 

 

２ 第一類の「初等教育教員養成コース」に所属する学生は，同一類内の他専修及び第二類から第五類の

各コースにおいて指導を受け，卒業論文を作成することができる。 

   各コースの受入指導体制の詳細については，卒業論文作成のための基礎的ガイダンス（１セメ終了時）

及び卒業論文作成のための個別ガイダンス（４セメ終了時）において説明する。 

   なお，同一類内の他専修及び第二類から第五類の各コースにおいて卒業研究を履修する者は，それぞ

れのコースの指定に従って履修すること。 
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 修 いて 

 

 １ 長期履修学生制度とは 

    職業を有している等の事情により，通常の修業年限を超えて一定の期間にわたり，計画的に教育課

程を履修して卒業することができる制度です。 

    この制度による授業料は，通常の修業年限分の授業料総額を計画的に履修することを認められた一

定の期間の年数で分割して納めることとなります。 

 

 ２ 対象となる学生 

    長期履修を願い出できる者は，職業（定職）を有している者又は本学フェニックス入学制度により

入学した者で長期履修を希望する者です。 

 

 ３ 長期履修の期間 

    長期履修の期間は，在学年限の範囲内で本学部が定める年数（８年）を限度とします。 

 

 ４ 申請手続き等 

    長期履修を希望する場合は，入学後の履修ガイダンスを受けた後，チューターと相談のうえ履修計

画を立てる必要があります。 

    なお，手続期間や提出書類等詳細は，本学部学士課程担当に照会してください。 
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７ 類 の て 

 

（専修への配属） 

１ 初等教育教員養成コースに所属する学生は，「初等カリキュラム専修」又は「学習開発実践専修」の

いずれか一つを専攻しなければならない。 

２ 特別支援教育教員養成コースに所属する学生は，「第一専修（視覚障害教育）」，「第二専修（聴覚障害

教育）」又は「第三専修（知的障害・肢体不自由・病弱教育）」のいずれか一つを専攻しなければならな

い。 

３ 専修への所属の方法については，新入生オリエンテーション行事の中でガイダンスを行う。 

 

 

（ 基 礎 資 格 ） 

  特別支援教育教員養成コースを専攻する学生が，特別支援学校教諭免許状を取得する場合は，小学校教

諭一種免許状を有することが「基礎資格」として必要である。 
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        の スで卒業 望 る 

      類の 対 る 条 ( ) 

 
 第一類「初等教育教員養成コース」学生の卒業研究の履修については，全コースが協力するという趣旨から，

学生が第二類～第五類のコースで卒業研究を希望する場合には，下記の履修条件の範囲内で履修を認める。なお，

これらのことは第二類～第五類の教育部会委員が中心となり対応する。 

 

 ●自然系コース 

  【受入学生数】 ６名まで 

  【履修要望授業科目】（１～３セメスター開設授業科目） 

    自然システムの理解（物理，化学，生物，地学），自然システム理解実験（生物，地学）， 

    自然システム（理科）教育法Ⅰ 

  【合計修得単位数】 １２単位 

  【その他】１．４セメスター開設授業科目のうち，自然システム理解実験（物理，化学），及び自然システム 

         （理科）教育法Ⅱを履修すること。 

       ２．５セメスター及び６セメスター開設の「自然システム教育研究法」を履修すること。 

       ３．卒業研究を行う分野および指導教員は，自然系コースのルールにしたがい決定するので，特

定の分野および指導教員をあらかじめ指定した履修は認めない。 

 

 ●数理系コース 

  【受入学生数】 ３名まで 

  【履修要望授業科目】（１～３セメスター開設授業科目） 

    （教養教育）線形代数学Ⅰ・Ⅱ，微分積分学Ⅰ・Ⅱ 

    （学部）数学教育方法論，数学教育学概論Ⅰ，代数学概論，幾何学概論，解析学概論， 

数理統計学概論，コンピュータ基礎演習Ⅰ 

  【合計修得単位数】上記科目のうちから １０単位以上 

  【その他】特になし 

 

 ●技術・情報系コース 

  【受入学生数】 特に制限しない 

  【履修要望授業科目】（１～３セメスター開設授業科目） 

    なし 

  【合計修得単位数】指定なし 

  【その他】希望するゼミの状況によっては，受け入れできない場合がある。 

 

 ●社会系コース 

  【受入学生数】 特に制限しない 

  【履修要望授業科目】（１～３セメスター開設授業科目） 

    経済学概説，法律学概説，社会認識教育学概論，社会科教育論，地理学概説Ⅰ・Ⅱ，日本史概説， 

世界史概説，現代倫理研究 

  【合計修得単位数】上記科目のうちから １０単位以上 

  【その他】所属ゼミは，５セメスターに開くゼミ分け説明会後決定する。 

 

 ●国語文化系コース 

  【受入学生数】 ９名まで 

  【履修要望授業科目】（１～３セメスター開設授業科目） 

    特に指定しない 

  【合計修得単位数】国語文化系コース開設科目のうちから ４単位以上 

  【その他】各教員一人あたり２名を上限とする。 
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 ●英語文化系コース 

  【受入学生数】 ５名まで 

  【履修要望授業科目】（１～３セメスター開設授業科目） 

    特に指定しない 

  【合計修得単位数】英語文化系コース開設科目のうちから １０単位以上 

  【その他】１．卒業論文は英語で書く。 

２．教員免許状（英語）の取得予定である。 

３．６セメスター開設の「英語教育研究法」を履修すること。 

４．所属ゼミは，６セメスター開設の「英語教育研究法」でのゼミ分け説明会後決定する 

（１月末頃）。 

 

 ●日本語教育系コース 

  【受入学生数】 ５名まで 

  【履修要望授業科目】（１～３セメスター開設授業科目） 

    指導教員予定者の開設科目を含めて日本語教育系コース専門科目 

  【合計修得単位数】上記科目のうちから ６単位以上 

  【その他】１．特定教員に希望が集中する場合は，受け入れを断る場合もある。 

２．指導教員予定者の演習系授業科目を４～６期で履修する必要がある。 

 

 ●健康スポーツ系コース 

  【受入学生数】 ５名まで 

  【履修要望授業科目】（１～３セメスター開設授業科目） 

    講義科目＜健康・スポーツ総論，バイオメカニクス，公衆衛生学，体育科教育概論＞ 

実技科目＜陸上競技，体つくり運動・器械運動，ダンス，水泳，武道Ａ（柔道），武道Ｂ（剣道）， 

球技Ａ（バレーボール），球技Ｂ（サッカー・ソフトボール），球技Ｃ（バスケットボール），

球技Ｄ（テニス）＞ 

  【合計修得単位数】上記科目のうちから ６単位以上 

  【その他】 １.教員免許状（保健体育）の取得を希望する。 

２.合計修得単位数の６単位のうち，４単位は実技科目を、２単位は講義科目を履修すること。

なお，実技科目は，ターム制により，2コマ続きの180分授業となっている。 

３.設備等の関係で，希望通りとならないこともある。 

 

 ●人間生活系コース 

  【受入学生数】 ５名まで 

  【履修要望授業科目】（１～３セメスター開設授業科目） 

    人間生活（家庭科）教育概論，家庭科教材構成論，生活経営学，生涯発達学， 

住居学，調理学実習Ⅰ 

  【合計修得単位数】上記科目のうちから ６単位以上 

  【その他】１．４セメスター開設の「食生活栄養学」及び「アパレル設計学」を履修すること。 

       ２．４セメスター開設授業科目のうち次の科目の履修を要望する。 

          住居環境学，食品科学，アパレル管理科学 

 

 ●音楽文化系コース 

  【受入学生数】 ５名まで 

  【履修要望授業科目】（１～３セメスター開設授業科目） 

 音楽教育学概論，音楽文化（音楽科）カリキュラムデザイン論，西洋音楽史，合唱Ⅰ， 

鍵盤楽器基礎研究Ⅱ，作曲基礎研究Ⅰ，アンサンブルＡ（管弦楽）Ⅰ 

  【合計修得単位数】上記科目のうちから １０単位以上 

  【その他】特になし 
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 ●造形芸術系コース 

  【受入学生数】 ３名まで 

  【履修要望授業科目】（１～３セメスター開設授業科目） 

    芸術教育学概論，絵画表現論，絵画表現実習基礎，彫刻表現論，彫刻表現実習基礎，デザイン概論， 

デザイン表現実習基礎，工芸表現実習基礎，造形芸術基礎論，美術科教育学概論 

  【合計修得単位数】上記科目のうちから １０単位以上 

  【その他】１．作品制作に多くの時間が必要となる。 

２．施設・設備の条件から希望の領域での研究ができないこともある。 

 

 ●教育学系コース 

  【受入学生数】 特に制限しない 

  【履修要望授業科目】（１～３セメスター開設授業科目） 

    なし 

  【合計修得単位数】指定なし 

  【その他】希望するゼミの状況によっては，受け入れできない場合がある。 

 

 ●心理学系コース 

  【受入学生数】 特に制限しない 

  【履修要望授業科目】（１～３セメスター開設授業科目） 

なし 

  【合計修得単位数】指定なし 

  【その他】 １．所属ゼミは，５セメスターに開くゼミ分け説明会後決定する。 

２．希望するゼミの状況によっては，受け入れできない場合がある。 
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      第二類 ら第五類の学生 対する小学校教諭 

       状 目の履修  
 

  小学校教諭免許状関係の下記の授業科目（初等教育教員養成コースの必修並びに選択必修科目及び教育

実習。以下「小免科目」という。）は，第二類から第五類の学生のうち，入学後２年を経過した時点におい

て学部が認めた学生に限り，３年次前期（５セメ）から履修をさせることができる。 
 
 対 る 科  

 ① 教職に関する科目 
   初等国語科教育法，初等社会科教育法，算数科教育法，初等理科教育法，生活科教育法， 

初等音楽科教育法，図画工作科教育法，初等体育科教育法，初等家庭科教育法 
 ② 教科に関する科目 
   初等国語，初等社会，算数，初等理科，生活，初等音楽，図画工作，初等体育，初等家庭 
 ③ 教科又は教職に関する科目 

   初等外国語教育法，初等外国語 
 ④ 教育実習 
   小学校教育実習Ⅱ（２単位） 
 
 入 る 「 る 「 又

関する科 の履修 る 法 
 ① 入学後４セメまでの取得単位数が７０単位以上の者であること。 
 ② コース主任は，当該学生グループのうちで，中学校教諭一種免許状に加えて小免科目の履修を希望す

る学生を調査する。 
 ③ コース主任は， 
  ア 学業成績 ： ４セメまでの単位の換算点（秀＝４，優＝３，良＝２，可＝１として計算した合計

点を科目数で除した数値） 
  イ 面 接 等 ： 小免科目を履修する動機と意欲，今後の学習計画，初等教育に関する抱負など 
          を総合し，履修学生を決定する。 
 ④ コース主任は，履修学生が入学した年度のコース受入予定数の２割を超えないように調整する。 
 ⑤ コース主任は，３月中旬までに履修学生名簿を教育学部長へ提出する。 
 ⑥ 履修学生は，３月下旬までに「履修科目届（所定の用紙）」を学生支援室に提出する。（該当科目は「も

みじ」による履修登録ができない。） 
 ⑦ 履修単位は，各コースの卒業要件に１０単位まで含めることができる。 
 
 る  

 ① 中・高等学校教育実習Ⅰの受講資格を満たしていること。 
 ② 小学校教育実習Ⅱを受講する学期の前までに次の単位を修得済であること。 
   ・上記１の①「教職に関する科目」及び③「教科又は教職に関する科目」の初等外国語教育法のうち

８単位以上 
   ・上記１の②「教科に関する科目」及び③「教科又は教職に関する科目」の初等外国語のうち４単位

以上 
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○ 教職入門 2  

地域教育実践支援実習Ⅰ 2 2

地域教育実践支援実習Ⅱ 2

○ 教育の思想と原理 2

人権･同和教育 2

○ 児童・青年期発達論 2

特別支援教育 2

○ 教育と社会・制度 2

学校教育総論 2

○ 教育課程論 2

総合的な学習構成論 2

初等教育カリキュラム開発論 2

○ 初等国語科教育法 2

初等国語科学習指導論 2

○ 初等社会科教育法 2

初等社会科学習指導論 2

○ 算数科教育法 2

算数科学習指導論 2

○ 初等理科教育法 2

初等理科学習指導論 2

○ 生活科教育法 2

生活科学習指導論 2

○ 初等音楽科教育法 2

初等音楽科学習指導論 2

○ 図画工作科教育法 2

図画工作科学習指導論 2

○ 初等体育科教育法 2

初等体育科学習指導論 2

○ 初等家庭科教育法 2

初等家庭科学習指導論 2

○ 道徳教育指導法 2

○ 特別活動指導法 2

野外活動実践 1

野外教育実践 1

地域教育実践Ⅰ 2

地域教育実践Ⅱ 2

○ 教育方法・技術論 2

学習指導･評価論 2

○ 教育相談 2

子どもの心と学び支援実習Ⅰ 2

子どもの心と学び支援実習Ⅱ 2

子どもの心と学び支援実習Ⅲ 2

小学校教育実習入門 2

小学校教育実習観察 1

△ 教育実習指導Ａ 1

△ 教育実習指導Ｂ 1

△ 小学校教育実習Ⅰ 5(4)

△ 小学校教育実習Ⅱ 2

○

単位数

理 科

22

各教科の指導法 国 語

社 会

算 数

  特別活動の指導法

家 庭

教育に関する社会的，制度的又は経営的事項

教育課程の意義及び編成の方法

  教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想

6

生 活

音 楽

体 育

図画工作

校 種免許状

教員の職務内容（研修，服務及び身分保障等を含む。）

進路選択に資する各種の機会の提供等

道徳の指導法

生徒指導，教育
相談及び進路指
導等に関する科
目

2

授 業 科 目科 目 の 区 分

幼児，児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程（障害
のある幼児，児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程
を含む。）

  教職の意義及び教員の役割
第
二
欄

第

三

欄

職

関

科

目

教職の意義等に
関する科目

教育の基礎理論
に関する科目

小 計 41

1

4

第
六
欄

  教職実践演習 教職実践演習（幼・小） 2

第
五
欄

  教育実習

・生徒指導の理論及び方法

・進路指導の理論及び方法
生徒・進路指導論 2

4
教育相談（カウンセリングに関する基礎的な知識を含

む。）の理論及び方法

教育の方法及び技術（情報機器及び教材の活用を含む。）

第

四

欄

教育課程及び指
導法に関する科
目

○

最低修得
単位数
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△ 初等国語 2

国語科学習材講義 2

△ 初等社会 2

社会科学習材講義 2

△ 算数 2

算数科学習材講義 2

△ 初等理科 2

理科学習材講義 2

△ 生活 2

生活科学習材講義 2

△ 初等音楽 2

音楽科学習材講義 2

△ 図画工作 2

図画工作科学習材講義 2

△ 初等家庭 2

家庭科学習材講義 2

△ 初等体育 2

体育科学習材講義 2

○ 介護等体験事前指導 1

初等外国語教育法 2

初等外国語 2

言語障害教育総論 2

ＬＤ等教育総論 2

重複障害教育総論 2

初等外国語学習指導論 2

初等外国語授業研究 2

備考

10

 小 計 10

 小 計 8

  教科又は教職に関する科目

 算 数

 音 楽

科

関

科
目

１ 第２類～第５類の学生にあっては，「教育実習」（第五欄）の単位は「中・高等学校教育実習Ⅰ」から
２単位，「教職実践演習」（第六欄）の単位は「教職実践演習（中・高）」から２単位もってあてること
ができる。

補足：「小学校教育実習Ⅱ（２単位）」では最低修得単位数４単位に対して２単位不足するため，
「中・高等学校教育実習Ⅰ（４単位）」から２単位を流用して合計４単位とすることができる。

                  同様に，「教職実践演習（中・高）（２単位）」から２単位を流用して最低修得単位数を満たす
                  ことができる。

 国 語（書写を含む。）

8

 社 会

科 目 の 区 分 授 業 科 目 単位数

 理 科

 生 活

59

 図画工作

 家 庭

 体 育

  ※右記科目又は最低修得単位を超えて履修した『教職に関する
    科目』若しくは『教科に関する科目』について，併せて１０
    単位以上を修得すること。

 合 計

科
又

職

関

科
目

２ 『教科に関する科目』は，国語（書写を含む。），社会，算数，理科，生活，音楽，図画工作，家庭及び
体育の教科に関する科目のうち，一以上の△印（選択必修）科目を含めて修得すること。

注：○印は免許状取得のための必修科目を，△印は選択必修科目を示す。

( )については，特別支援教育教員養成コースの単位数を示す。

最低修得
単位数
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○ 教育の思想と原理 2

人権・同和教育 2

○ 児童・青年期発達論 2

発達心理学 2

教育･学校心理学 2

学習･言語心理学 2

乳幼児心理学 2

幼児教育学 2

幼児教育学演習 2

○ 教育と社会・制度 2

比較教育学 2

教育経営学 2

比較教育学演習 2

教育経営学演習 2

○ 教育課程論 2

教育方法学 2

○ 国語教育学概論Ⅰ 2

○ 国語教育学概論Ⅱ 2

国語科教育方法論 2

国語科教材研究演習 2

国語科学習開発論 2

○ 社会科教育論 2

△ 地理歴史科教育論 2

社会系（地理歴史）カリキュラムデザイン論 2

社会系（公民）カリキュラムデザイン論 2

社会系（地理歴史）教科指導法 2

社会系（公民）教科指導法 2

△ 公民科教育論 2

○ 数学教育学概論Ⅰ 2

○ 数学教育学概論Ⅱ 2

数学教育方法論 2

数学教育学研究 2

数学教育カリキュラム論 2

○ 自然システム（理科）教育法Ⅰ 2

○ 自然システム（理科）教育法Ⅱ 2

自然システム（理科）教育実践論 2

理科カリキュラム論 2

理科授業プランニング論 2

理科教材プランニング論 2

○ 音楽教育学概論 2

○ 音楽文化（音楽科）カリキュラムデザイン論 2

音楽教育方法・評価論 2

音楽教育教材構成論 2

音楽科授業論 2

音楽科実践論 2

○ 芸術教育学概論 2

美術科教育学概論 2

芸術教育教材・構成論 2

美術科教育指導者論 2

○ 美術科教育方法・評価論 2

美術科授業プランニング基礎 2

美術科授業プランニング演習 2

芸術教育支援論 2

芸術教育思想 2

○ 体育科教育概論 2

体育科教育概論演習 2

○ 体育科カリキュラムデザイン論 2

体育科授業プランニング論演習 2

保健体育科教育方法・評価論 2

○ 技術教育概論Ⅰ 2

○ 技術教育概論Ⅱ 2

技術教育方法・評価論 2

技術教育研究法 2

技術教育プランニング論 2

科 目 の 区 分 授 業 科 目

教員の職務内容（研修，服務及び身分保障等を含む。）

教職の意義及び教員の役割第
二
欄

中 許状

単位数

2

各教科の指導法

6
教育の基礎理論
に関する科目

第

三

欄

教育課程の意義及び編成の方法

教育に関する社会的，制度的又は経営的事項

教育課程及び指
導法に関する科
目

国 語

社 会

数 学

理 科

美 術

保健体育

技 術

幼児，児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程（障害
のある幼児，児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程
を含む。）

教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想

職

関

科

目

第

四

欄

進路選択に資する各種の機会の提供等

教職の意義等に
関する科目

最低修得
単位数

○ 教職入門 2

音 楽

12
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○ 教育の思想と原理 2

人権･同和教育 2

○ 児童・青年期発達論 2

発達心理学 2

教育･学校心理学 2

学習･言語心理学 2

乳幼児心理学 2

幼児教育学 2

幼児教育学演習 2

○ 教育と社会・制度 2

比較教育学 2

教育経営学 2

比較教育学演習 2

教育経営学演習 2

○ 教育課程論 2

教育方法学 2

○ 国語教育学概論Ⅰ 2

○ 国語教育学概論Ⅱ 2

国語科教育方法論 2

国語科教材研究演習 2

国語科学習開発論 2

○ 地理歴史科教育論 2

社会系（地理歴史）カリキュラムデザイン論 2

社会系（地理歴史）教科指導法 2

○ 公民科教育論 2

社会系（公民）カリキュラムデザイン論 2

社会系（公民）教科指導法 2

○ 数学教育学概論Ⅰ 2

○ 数学教育学概論Ⅱ 2

数学教育方法論 2

数学教育学研究 2

数学教育カリキュラム論 2

○ 自然システム（理科）教育法Ⅰ 2

○ 自然システム（理科）教育法Ⅱ 2

自然システム（理科）教育実践論 2

理科カリキュラム論 2

理科授業プランニング論 2

理科教材プランニング論 2

○ 音楽教育学概論 2

○ 音楽文化（音楽科）カリキュラムデザイン論 2

音楽教育方法・評価論 2

音楽教育教材構成論 2

音楽科授業論 2

音楽科実践論 2

○ 芸術教育学概論 2

美術科教育学概論 2

芸術教育教材・構成論 2

美術科教育指導者論 2

○ 美術科教育方法・評価論 2

美術科授業プランニング基礎 2

美術科授業プランニング演習 2

芸術教育支援論 2

芸術教育思想 2

○ 体育科教育概論 2

体育科教育概論演習 2

○ 体育科カリキュラムデザイン論 2

体育科授業プランニング論演習 2

保健体育科教育方法・評価論 2

○ 人間生活（家庭科）教育概論 2

人間生活（家庭科）教育演習 2

○ 家庭科教材構成論

○

○

2

家庭科授業論Ⅰ 2

家庭科授業論Ⅱ 2

家庭科教育方法・評価論 2

○ 工業科教育方法論Ⅰ 2

○ 工業科教育方法論Ⅱ 2

2

授 業 科 目 単位数

6

第

三

欄

教育の基礎理論
に関する科目

教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想

家 庭

地理歴史

公 民

教育課程の意義及び編成の方法

国 語

教員の職務内容（研修，服務及び身分保障等を含む。）

進路選択に資する各種の機会の提供等

幼児，児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程（障害
のある幼児，児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程
を含む。）

教育に関する社会的，制度的又は経営的事項

教職の意義及び教員の役割

学校 種免許状

職

す

目

第

四

欄

教育課程及び指
導法に関する科
目

各教科の指導法

○ 教職入門 2
第
二
欄

6

音 楽

教職の意義等に
関する科目

最低修得
単位数

科 目 の 区 分

数 学

理 科

美 術

保健体育

工 業
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 ① 国 語 

 
 中 学 校 教 諭 一 種 免 許 状 高 等 学 校 教 諭 一 種 免 許 状 

 
 

 
 

第 二 欄 
 

第 二 欄 
  

授 業 科 目 
 

 
授 業 科 目 

 

  
 
 

教科に関する科目 開設ｺｰｽ等 教科に関する科目 開設ｺｰｽ等 
 
 

 
 
 
 
 

 国語学（音声言語及び 
 文章表現に関するもの 
 を含む。） 
 
 
 

 ○国語文化概論Ａ(国語文化とことば)  
 ○国語文化の歴史Ａ(国語の歴史) 
  古代国語文化研究Ａ(国語学分野) 
  現代国語文化研究Ａ(国語学分野) 

古代国語文化演習Ａ(国語学分野)  
現代国語文化演習Ａ(国語学分野) 

国語文化系ｺｰｽ 

 国語学（音声言語及び 
 文章表現に関するもの 
 を含む。） 
 
 
 

 ○国語文化概論Ａ(国語文化とことば)  
 ○国語文化の歴史Ａ(国語の歴史) 
 古代国語文化研究Ａ(国語学分野) 
  現代国語文化研究Ａ(国語学分野) 
  古代国語文化演習Ａ(国語学分野) 
  現代国語文化演習Ａ(国語学分野) 

国語文化系ｺｰｽ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  日本語教育と文法 
 ○日本語の音声と発音 
 ○日本語の構造 
   日本語の文法 
 ○日本語の表現と論理 
  日本語の語彙と意味 
  日本語文字･表記研究 
  日本語語彙論･意味論演習 
  日本語文法演習 
   表現法演習 
  日本語位相論 

日本語教育系ｺｰｽ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 国文学（国文学史を含 
 む。） 
 
 
 

 ○国語文化概論Ｂ(国語文化と文学) 
 ○国語文化の歴史Ｂ(国文学の歴史) 
  古代国語文化研究Ｂ(国文学分野) 
  現代国語文化研究Ｂ(国文学分野) 

古代国語文化演習Ｂ(国文学分野) 
 現代国語文化演習Ｂ(国文学分野) 

   古代中世文学概説 
  近世文学概説  
  古代中世文学演習Ⅰ 
  近世文学演習Ⅰ 
  古代中世文学研究法 
  近世文学研究法 

国語文化系ｺｰｽ 

 国文学（国文学史を含 
 む。） 
 
 
 
 

 ○国語文化概論Ｂ(国語文化と文学)  
 ○国語文化の歴史Ｂ(国文学の歴史)  
  古代国語文化研究Ｂ(国文学分野)  
  現代国語文化研究Ｂ(国文学分野) 
   古代国語文化演習Ｂ(国文学分野) 
 現代国語文化演習Ｂ(国文学分野)  

  古代中世文学概説 
  近世文学概説  
  古代中世文学演習Ⅰ 
  近世文学演習Ⅰ 
  古代中世文学研究法 
  近世文学研究法 

国語文化系ｺｰｽ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 ○日本文学と文化 
 ○近代日本文学史 
  日本の近現代文学 

日本語教育系ｺｰｽ 
 
 
 

 
 
 
 

 漢文学 
 
 

 ○国語文化概論Ｃ(国語文化と漢文) 
  国語文化の歴史Ｃ(漢文学の歴史) 
  漢字漢語文化研究 

中国古典散文演習 

中国古典韻文演習 

国語文化系ｺｰｽ  
漢文学 

 
 

 ○国語文化概論Ｃ(国語文化と漢文) 

 ○国語文化の歴史Ｃ(漢文学の歴史) 
  

漢字漢語文化研究 

中国古典散文演習 

中国古典韻文演習 

国語文化系ｺｰｽ  
 
 

日本語教育系ｺｰｽ 

 

国語文化系ｺｰｽ 

 

 
 
 

 書道（書写を中心とす 
 る。） 

 ○国語文化概論Ｄ(国語文化と書写書道) 
  書写書道演習 国語文化系ｺｰｽ  

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 最低修得単位数 ２０ 最低修得単位数 ２０ 

 
 

 
 
 教科又は教職に 

関する科目 

 国語教育史 

  国語科教育評価論    
国語文化系ｺｰｽ  

教科又は教職に 

関する科目 

  国語教育史 

  国語科教育評価論    
国語文化系ｺｰｽ  

 
 
 

 
  ○介護等体験事前指導 

 

 
 
 

  道徳教育指導法 
 

 
 
 

 
 
 

 
 最低修得単位数 ８ 最低修得単位数 １６ 

 
 

 備考 
  １ ○印は，免許状取得のための必修科目を示す。ただし，高等学校教諭免許状を取得する場合で，第二欄に掲げる国語学， 
    国文学，漢文学の○印は開設コース単位での必修科目を示す。 
  ２ 『教科又は教職に関する科目』は，上記科目又は最低修得単位を超えて履修した『教職に関する科目』若しくは『教科に 
   関する科目』について，所定の単位を修得すること。
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 ② 社 会                                               №１ 

 
 中 学 校 教 諭 一 種 免 許 状 

 
 

 
 

第 二 欄 
 

第 二 欄 
  

授 業 科 目 
 

 
授 業 科 目 

 

  
 
 

教科に関する科目 開設ｺｰｽ等 教科に関する科目 開設ｺｰｽ等 
 
 

 日本史及び外国史 
 

 ○日本史概説 
   日本中世研究Ａ 
  日本近世研究Ａ 
  考古学概説 
  社寺建築学研究 
  文字資料解析学Ａ 
  文字資料解析学Ｂ 
 ○世界史概説 
  中国政治史研究Ａ 
  中国経済史研究Ａ 

日本東洋教育史 
  日本東洋教育史演習 
   アジア海域システム研究 A（東洋史）  
  東ｱｼﾞｱ地域ｼｽﾃﾑ研究Ａ 

地中海地域システム研究 
地中海社会史研究 
異文化交流史研究(西洋史) 
ヨーロッパ社会経済史研究     
ヨーロッパ海域システム研究 
ヨーロッパ社会経済史文書解析学Ａ  
ヨーロッパ社会経済史文書解析学Ｂ  

 ヨーロッパ政治文化論史料演習Ａ  
ヨ ー ロ ッ パ 政 治 文 化 論 史 料 演 習 Ｂ  
西洋教育史 

  西洋教育史演習 

 
 
 
 

社会系ｺｰｽ 
 
 
 
 

 

 「社会学，経済学」 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ○経済学概説 
  経済学各論Ⅰ 
  経済学各論Ⅱ 
  経済学各論Ⅲ 
  国際経済学１ 
  国際経済学２ 
  社会学１ 
  社会学２ 

社会調査論 
  教育社会学 
  教育社会学演習 

 

 

 

社会系ｺｰｽ 

 
 

 

 

教育学系ｺｰｽ 

 

教育学系ｺｰｽ
 

 

 

 

社会系ｺｰｽ 

 

 

 

「哲学,倫理学,宗教学」 
 

 △哲学概論Ⅰ 
△哲学概論Ⅱ 
 △倫理学概説 
  仏教学概説 
  現代倫理研究 
  応用倫理学研究 
  現代倫理学演習 
  教育哲学 
  教育哲学演習 

 

 

 

社会系ｺｰｽ 

 
 

教育学系ｺｰｽ
教育学系ｺｰｽ 

 地理学（地誌を含む｡) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ○地理学概説Ⅰ 
 ○地理学概説Ⅱ 
  自然地理学研究 
  人文地理学研究 

自然地理学実習 
  人文地理学実習 

地域研究法Ⅰ 
  地域研究法Ⅱ 

世界地誌 
日本環境地誌   
ヨーロッパ環境地誌 

 地理情報システム学 
地理情報ｼｽﾃﾑ学実習 

 

 

社会系ｺｰｽ 

  

 

「法律学，政治学」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 △法律学概説 
 △政治学原論 
  国際法１ 

国際法２ 
  国際政治学 

国際政治経済学 
現代司法論 
法学研究 
法比較研究 

  教育行政学 
  教育行政学演習 

 

 

 

社会系ｺｰｽ 
 

教育学系ｺｰｽ 

最低修得単位数 ２０ 
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№２ 
 
 中 学 校 教 諭 一 種 免 許 状 

 

 
 
 
 
 
 

 
   教科又は教職に 

   関する科目 
 

社会教育学 

  社会教育学演習 
教育学系ｺｰｽ 

 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 ○介護等体験事前指導 

 

 
 最低修得単位数 ８ 

 
 

備考 

   １ ○印は免許状取得のための必修科目を，△印は第二欄に掲げる各区分内での選択必修科目を示す。 
  ２ 『教科又は教職に関する科目』は，上記科目又は最低修得単位を超えて履修した『教職に関する科目』若しくは『教科に 

   関する科目』について，所定の単位を修得すること。 
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 ③ 地理歴史 

 
 高 等 学 校 教 諭 一 種 免 許 状 

 

 
 

第 二 欄 
 

第 二 欄 
  

授 業 科 目 
 

 
授 業 科 目 

 

  
 
 

教科に関する科目 開設ｺｰｽ等 教科に関する科目 開設ｺｰｽ等 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 日本史 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ○日本史概説 
  日本中世研究Ａ 
  日本近世研究Ａ 
  考古学概説 
  社寺建築学研究 
  文字資料解析学Ａ 
  文字資料解析学Ｂ 
   社会系ｺｰｽ 

 人文地理学及び自然地 
 理学 
 
 
 
 
 
 

 ○地理学概説Ⅰ 
 ○地理学概説Ⅱ 
  自然地理学研究 
  人文地理学研究 
  自然地理学実習 
  人文地理学実習 
   地理情報システム学 
  地理情報システム学実習 

社会系ｺｰｽ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 地誌 
 

○世界地誌 
日本環境地誌 

   ヨーロッパ環境地誌 
地域研究法Ⅰ 

 地域研究法Ⅱ 

社会系ｺｰｽ 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 外国史 
 
 
 
 
 
 
 

 ○世界史概説 
  中国政治史研究Ａ 
   中国経済史研究Ａ 
  アジア海域システム研究 A（東洋史）  
   東ｱｼﾞｱ地域ｼｽﾃﾑ研究Ａ  

地中海地域システム研究 
地中海社会史研究 
異文化交流史研究(西洋史) 
ヨーロッパ社会経済史研究    
ヨーロッパ海域システム研究 
ヨーロッパ社会経済史文書解析学Ａ  
ヨーロッパ社会経済史文書解析学Ｂ  
ヨーロッパ政治文化論史料演習Ａ
ヨーロッパ政治文化論史料演習Ｂ 

 

社会系ｺｰｽ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
最低修得単位数 ２０  

 
 
 
 

教科又は教職に 

関する科目 

  道徳教育指導法      

 
最低修得単位数 １６ 

 

 備考 

   １ ○印は免許状取得のための必修科目を示す。 

  ２ 『教科又は教職に関する科目』は，上記科目又は最低修得単位を超えて履修した『教職に関する科目』若しくは『教科に 

   関する科目』について，所定の単位を修得すること。 
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 ④ 公 民 

 
 高 等 学 校 教 諭 一 種 免 許 状 

 

 
 

第 二 欄 
 

第 二 欄 
  

授 業 科 目 
 

 
授 業 科 目 

 

  
 
 

教科に関する科目 開設ｺｰｽ等 教科に関する科目 開設ｺｰｽ等 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 「法律学（国際法を含 
 む。），政治学（国際 
 政治を含む。）」 
 
 
 
 
 
 
 

 △法律学概説 
 △政治学原論 
  国際法１ 

国際法２ 
  国際政治学 

国際政治経済学 
現代司法論 
法学研究 
法比較研究 

  教育行政学 

  教育行政学演習 

社会系ｺｰｽ 

 

 「哲学，倫理学，宗教 
 学，心理学」 
 
 
 
 
 
 

  心理学基礎実習Ⅰ 
  心理学基礎実習Ⅱ 
  心理学基礎実習Ⅲ 

心理学基礎実習Ⅳ 
心理学統計法Ⅰ 

  心理学統計法Ⅱ 
  心理学研究法 
  心理学実験 
  臨床心理学概論 
  対人心理学 
  心理演習 
  知覚･認知心理学 
  心理学外書講読演習Ⅰ 
  心理学外書講読演習Ⅱ 
  心理学外書講読演習Ⅲ 
  心理学外書講読演習Ⅳ 
  心理的アセスメント 

心理学研究法演習 
  認知心理学課題研究Ⅰ 
  認知心理学課題研究Ⅱ 
  学習心理学課題研究Ⅰ 
  学習心理学課題研究Ⅱ 
  社会心理学課題研究Ⅰ 
  社会心理学課題研究Ⅱ 
  教育心理学課題研究Ⅰ 
  教育心理学課題研究Ⅱ 
  発達心理学課題研究Ⅰ 
  発達心理学課題研究Ⅱ 
  臨床心理学課題研究Ⅰ 
  臨床心理学課題研究Ⅱ 

心理学系ｺｰｽ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

教育学系ｺｰｽ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 「社会学，経済学（国 
 際経済を含む。）」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ○経済学概説 
  経済学各論Ⅰ 
  経済学各論Ⅱ 
  経済学各論Ⅲ 
  国際経済学１ 
  国際経済学２ 
  社会学１ 
  社会学２ 

社会調査論 
教育社会学 

  教育社会学演習 
  社会･集団･家族心理学 
  心理社会調査法 

社会系ｺｰｽ 

 
 
 

教育学系ｺｰｽ 

心理学系ｺｰｽ 

 
 

 
 
 
 
 

 「哲学，倫理学，宗教 
 学，心理学」 
 
 
 
 
 
 

 △哲学概論Ⅰ 
△哲学概論Ⅱ 
 △倫理学概説 
  仏教学概説 
  現代倫理研究 
  応用倫理学研究 
  現代倫理学演習 
  教育哲学 
  教育哲学演習 

社会系ｺｰｽ 

  
 

 

 
教育学系ｺｰｽ 

 
最低修得単位数 ２０ 

 
 
 
 

教科又は教職に 

関する科目 

  
  社会教育学演習 教育学系ｺｰｽ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
  

 
 

  道徳教育指導法 
 

 
 

 
最低修得単位数 １６ 

 

 備考 

   １ ○印は免許状取得のための必修科目を，△印は第二欄に掲げる各区分内での選択必修科目を示す。 

   ２ 『教科又は教職に関する科目』は，上記科目又は最低修得単位を超えて履修した『教職に関する科目』若しくは『教科に 

   関する科目』について，所定の単位を修得すること。 
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 ⑤ 数 学 

 
 中 学 校 教 諭 一 種 免 許 状 高 等 学 校 教 諭 一 種 免 許 状 

 

 
 

第 二 欄 
 

第 二 欄 
  

授 業 科 目 
 

 
授 業 科 目 

 

  
 
 

教科に関する科目 開設ｺｰｽ等 教科に関する科目 開設ｺｰｽ等 
 
 

 
 
 
 
 
 

 代数学 
 
 
 
 
 

 ○代数学概論 
  代数学概論演習 
  代数内容研究 
  代数学研究法Ⅰ 

代数学Ａ 
代数学Ｂ 

数理系ｺｰｽ 

 代数学 
 
 
 
 
 

 ○代数学概論 
  代数学概論演習 
  代数内容研究 
  代数学研究法Ⅰ 
  代数学Ａ 
  代数学Ｂ 

数理系ｺｰｽ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 幾何学 
 
 
 
 
 

 ○幾何学概論 
  幾何学概論演習 
  幾何内容研究 
  幾何学研究法Ⅰ 
   幾何学研究法Ⅱ 
  幾何学Ａ 
  幾何学Ｂ 

数理系ｺｰｽ 

 幾何学 
 
 
 
 
 

 ○幾何学概論 
  幾何学概論演習 
  幾何内容研究 
  幾何学研究法Ⅰ 
  幾何学研究法Ⅱ 
  幾何学Ａ 
  幾何学Ｂ 

数理系ｺｰｽ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 解析学 
 
 
 
 
 

 ○解析学概論 
  解析学概論演習 
  解析内容研究 
  解析学研究法Ⅰ 
  解析学研究法Ⅱ 
   解析学Ａ 
  解析学Ｃ 

数理系ｺｰｽ 

 解析学 
 
 
 
 
 

 ○解析学概論 
  解析学概論演習 
  解析内容研究 
  解析学研究法Ⅰ 
  解析学研究法Ⅱ 
  解析学Ａ 
  解析学Ｃ 

数理系ｺｰｽ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 「確率論，統計学」 
 
 
 

 ○数理統計学概論 
  確率・統計Ａ 
  確率・統計Ｂ 

数理系ｺｰｽ 

 「確率論，統計学」 
 
 
 

 ○数理統計学概論 
  確率・統計Ａ 
  確率・統計Ｂ 

数理系ｺｰｽ 

 
 
 
 

 
 
 コンピュータ 
 

 ○ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ基礎演習Ⅰ 
  ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ基礎演習Ⅱ 数理系ｺｰｽ 

 コンピュータ 
 

 ○ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ基礎演習Ⅰ 
  ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ基礎演習Ⅱ 数理系ｺｰｽ 

 
 
 

 
 最低修得単位数 ２０ 最低修得単位数 ２０ 

 
 

 
 
 教科又は教職に 

関する科目 

  数学教育史  数理系ｺｰｽ 
教科又は教職に 

関する科目 

  数学教育史  数理系ｺｰｽ 
 
 
 

 
 ○介護等体験事前指導 
 

 
 
 

  道徳教育指導法 
 

 
 
 

 
 
 

 
 最低修得単位数 ８ 最低修得単位数 １６ 

 
 

 備考 

   １ ○印は，免許状取得のための必修科目を示す。 

  ２ 『教科又は教職に関する科目』は，上記科目又は最低修得単位を超えて履修した『教職に関する科目』若しくは『教科に 

   関する科目』について，所定の単位を修得すること。 

―専門132―





 ⑦ 音 楽                                                №１ 

 
 中 学 校 教 諭 一 種 免 許 状 高 等 学 校 教 諭 一 種 免 許 状 

 

 
 

第 二 欄 
 

第 二 欄 
  

授 業 科 目 
 

 
授 業 科 目 

 

  
 
 

教科に関する科目 開設ｺｰｽ等 教科に関する科目 開設ｺｰｽ等 
 
 

 
 
 ソルフェージュ 
 

 ○ソルフェージュⅠ 
 ○ソルフェージュⅡ 

音楽文化系ｺｰｽ  
 ソルフェージュ 
 

 ○ソルフェージュⅠ 
 ○ソルフェージュⅡ 

音楽文化系ｺｰｽ  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 声楽（合唱及び日本の 
 伝統的な歌唱を含む｡) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ○声楽基礎研究Ⅰ 
 ○声楽基礎研究Ⅱ 
  声楽１ 
  声楽２ 
  声楽３ 
  声楽４ 
  声楽５ 
  声楽６ 
 ○合唱Ⅰ 
 ○合唱Ⅱ 
  合唱Ⅲ 
  合唱Ⅳ 
 合唱Ⅴ 
 合唱Ⅵ 

  オペラ実習Ⅰ 
  オペラ実習Ⅱ 
  オペラ実習Ⅲ 
  オペラ実習Ⅳ 
 オペラ実習Ⅴ 
 オペラ実習Ⅵ 

音楽文化系ｺｰｽ 

 声楽（合唱及び日本の 
 伝統的な歌唱を含む｡) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ○声楽基礎研究Ⅰ 
 ○声楽基礎研究Ⅱ 
  声楽１ 
  声楽２ 
  声楽３ 
  声楽４ 
  声楽５ 
  声楽６ 
 ○合唱Ⅰ 
 ○合唱Ⅱ 
  合唱Ⅲ 
  合唱Ⅳ 
 合唱Ⅴ 
 合唱Ⅵ 

  オペラ実習Ⅰ 
  オペラ実習Ⅱ 
  オペラ実習Ⅲ 
  オペラ実習Ⅳ 
 オペラ実習Ⅴ 
 オペラ実習Ⅵ 

音楽文化系ｺｰｽ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 器楽（合奏及び伴奏並 
 びに和楽器を含む。） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ○鍵盤楽器基礎研究Ⅰ 
 ○鍵盤楽器基礎研究Ⅱ 
  ピアノ１ 
  ピアノ２ 
  ピアノ３ 
  ピアノ４ 
  ピアノ５ 
  ピアノ６ 
  器楽基礎研究Ⅰ 
  器楽基礎研究Ⅱ 
  弦楽器１ 
  弦楽器２ 
  弦楽器３ 
  弦楽器４ 
  弦楽器５ 
  弦楽器６ 
 ○ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙA(管弦楽)Ⅰ 
  ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙA(管弦楽)Ⅱ 
  ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙA(管弦楽)Ⅲ 
  ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙA(管弦楽)Ⅳ 
  ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙA(管弦楽)Ⅴ 
  ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙA(管弦楽)Ⅵ 
  アンサンブルＢⅠ 
  アンサンブルＢⅡ 
  アンサンブルＢⅢ 
  アンサンブルＢⅣ 
  アンサンブルＢⅤ 
  アンサンブルＢⅥ 
  管弦打楽器Ⅰ 
  管弦打楽器Ⅱ 
  管弦打楽器Ⅲ 
  管弦打楽器Ⅳ 
  管弦打楽器Ⅴ 
  管弦打楽器Ⅵ 

音楽文化系ｺｰｽ 

 器楽（合奏及び伴奏並 
 びに和楽器を含む。） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ○鍵盤楽器基礎研究Ⅰ 
 ○鍵盤楽器基礎研究Ⅱ 
  ピアノ１ 
  ピアノ２ 
  ピアノ３ 
  ピアノ４ 
  ピアノ５ 
  ピアノ６ 
  器楽基礎研究Ⅰ 
  器楽基礎研究Ⅱ 
  弦楽器１ 
  弦楽器２ 
  弦楽器３ 
  弦楽器４ 
  弦楽器５ 
  弦楽器６ 
 ○ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙA(管弦楽)Ⅰ 
  ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙA(管弦楽)Ⅱ 
  ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙA(管弦楽)Ⅲ 
  ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙA(管弦楽)Ⅳ 
  ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙA(管弦楽)Ⅴ 
  ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙA(管弦楽)Ⅵ 
  アンサンブルＢⅠ 
  アンサンブルＢⅡ 
  アンサンブルＢⅢ 
  アンサンブルＢⅣ 
  アンサンブルＢⅤ 
  アンサンブルＢⅥ 
  管弦打楽器Ⅰ 
  管弦打楽器Ⅱ 
  管弦打楽器Ⅲ 
  管弦打楽器Ⅳ 
  管弦打楽器Ⅴ 
  管弦打楽器Ⅵ 

音楽文化系ｺｰｽ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 指揮法 
 

 ○指揮法 
  

音楽文化系ｺｰｽ  
 指揮法 
 

 ○指揮法 
  

音楽文化系ｺｰｽ  
 
 

        

―専門134―





 ⑧ 美 術 

 
 中 学 校 教 諭 一 種 免 許 状 高 等 学 校 教 諭 一 種 免 許 状 

 

 
 

第 二 欄 
 

第 二 欄 
  

授 業 科 目 
 

 
授 業 科 目 

 

  
 
 

教科に関する科目 開設ｺｰｽ等 教科に関する科目 開設ｺｰｽ等 
 
 

 
 
 
 
 

 絵画（映像メディア表 
 現を含む。） 
 
 
 
 

○絵画表現実習基礎 
○絵画表現論 
 絵画表現研究 

  絵画表現演習 
  絵画表現実習Ⅰ 
  絵画表現実習Ⅱ 

造形芸術系ｺｰｽ  

 絵画（映像メディア表 
 現を含む。） 
 
 
 

○絵画表現実習基礎 
○絵画表現論 
 絵画表現研究 

  絵画表現演習 
  絵画表現実習Ⅰ 
  絵画表現実習Ⅱ 

造形芸術系ｺｰｽ  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 彫刻 
 
 
 
 
 

 ○彫刻表現実習基礎 
 ○彫刻表現論 
  彫刻表現演習 
  彫刻教育素材実習 
  彫刻表現実習 
  彫刻表現総合演習 

造形芸術系ｺｰｽ  

 彫刻 
 
 
 

○彫刻表現実習基礎 
 ○彫刻表現論 
  彫刻表現演習 
  彫刻教育素材実習 
  彫刻表現実習 
  彫刻表現総合演習 

造形芸術系ｺｰｽ  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 デザイン（映像メディ 
 ア表現を含む。） 
 
 
 
 

 ○デザイン表現実習基礎 
 ○デザイン概論 
  立体デザイン教育演習 
  色彩学演習 
  ＣＧ基礎演習 
  平面デザイン教育演習 

造形芸術系ｺｰｽ 

 デザイン（映像メディ 
 ア表現を含む。） 
 
 
 
 

○デザイン表現実習基礎 
 ○デザイン概論 
  立体デザイン教育演習 
  色彩学演習 
  ＣＧ基礎演習 
  平面デザイン教育演習 

造形芸術系ｺｰｽ  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 工芸 

 
 ○工芸表現実習基礎 

 ○工芸表現論 

  工芸教育素材研究Ⅰ 

  工芸教育素材研究Ⅱ 

  工芸表現演習 

造形芸術系ｺｰｽ  

 
 

  
  

 
 

 

 
 
 
 
 

 美術理論及び美術史 
 （鑑賞並びに日本の伝 
 統美術及びアジアの美 
 術を含む。） 

 ○造形芸術基礎論 
  日本美術史概説 
  西洋美術史概説 
  造形芸術学演習 

造形芸術系ｺｰｽ  

 美術理論及び美術史 
 （鑑賞並びに日本の伝 
 統美術及びアジアの美 
 術を含む。） 

○造形芸術基礎論 
  日本美術史概説 
  西洋美術史概説 
  造形芸術学演習 

造形芸術系ｺｰｽ  

 
 
 
 

 
 最低修得単位数 ２０ 最低修得単位数 ２０ 

 
 

 
 
 

教科又は教職に 

関する科目 

 ○介護等体験事前指導 

 
 

 
 
 

教科又は教職に 

関する科目 

  道徳教育指導法 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 最低修得単位数 ８ 最低修得単位数 １６ 

 
 

 備考 
   １ ○印は，免許状取得のための必修科目を示す。 

  ２ 『教科又は教職に関する科目』は，上記科目又は最低修得単位を超えて履修した『教職に関する科目』若しくは『教科に 

   関する科目』について，所定の単位を修得すること。

―専門136―



  ⑨ 保健体育                                              №１ 

 
 中 学 校 教 諭 一 種 免 許 状 高 等 学 校 教 諭 一 種 免 許 状 

 

 
 

第 二 欄 
 

第 二 欄 
  

授 業 科 目 
 

 
授 業 科 目 

 

  
 
 

教科に関する科目 開設ｺｰｽ等 教科に関する科目 開設ｺｰｽ等 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 体育実技 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ○体つくり運動・器械運動 
  器械運動指導演習 
○陸上競技 

  陸上競技指導演習 
 ○水泳 
  水泳指導演習 
△球技 A(ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ)  

  球技指導演習 A(ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ)  
 △球技 B (ｻｯｶｰ・ソフト

ボール) 
  球技指導演習 B(ゴール

型・ベースボール型) 
 △球技 C(ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ) 
  球技指導演習Ｃ(ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ)  
 △球技 D(ﾃﾆｽ) 
 ▲武道 A（柔道） 
  武道指導演習 A（柔道） 
 ▲武道 B（剣道） 
  武道指導演習 B（剣道） 
 ○ダンス 
  ダンス指導演習 

野外活動演習(登山･ｷｬﾝﾌﾟ) 
  野外活動演習(アクアスポーツ) 
   野外活動演習(ウィンタースポーツ) 
   トレーニング実習Ⅰ 
  トレーニング実習Ⅱ 

健康ｽﾎﾟｰﾂ系ｺｰｽ  

 体育実技 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○体つくり運動・器械運動 
  器械運動指導演習 
○陸上競技 

  陸上競技指導演習 
 ○水泳 
  水泳指導演習 
△球技 A(ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ)  

  球技指導演習 A(ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ)  
 △球技 B (ｻｯｶｰ・ソフト

ボール) 
  球技指導演習 B(ゴール

型・ベースボール型) 
 △球技 C(ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ) 
  球技指導演習Ｃ(ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ)  
 △球技 D(ﾃﾆｽ) 
 ▲武道 A（柔道） 
  武道指導演習 A（柔道） 
 ▲武道 B（剣道） 
  武道指導演習 B（剣道） 
○ダンス 

  ダンス指導演習 
野外活動演習(登山･ｷｬﾝﾌﾟ) 

  野外活動演習(アクアスポーツ) 
   野外活動演習(ウィンタースポーツ) 
   トレーニング実習Ⅰ 
  トレーニング実習Ⅱ 

健康ｽﾎﾟｰﾂ系ｺｰｽ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 「体育原理，体育心理 
 学，体育経営管理学， 
 体育社会学，体育史」
及び運動学（運動方法
学を含む。） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 △スポーツ社会学 
  スポーツ社会学演習 
 △スポーツ経営学 
  スポーツ経営学演習 
 △スポーツ心理学 
 ▲身体表現論 
  身体表現論演習 
 ▲運動技術論 
  運動技術論演習 
▲コーチング論 

  コーチング論演習 
 ▲トレーニングと評価 
    

健康ｽﾎﾟｰﾂ系ｺｰｽ 

 「体育原理，体育心理 
 学，体育経営管理学， 
 体育社会学，体育史」
及び運動学（運動方法
学を含む。） 

 
 
 
 
 
 
 

 △スポーツ社会学 
  スポーツ社会学演習 
 △スポーツ経営学 
  スポーツ経営学演習 
 △スポーツ心理学 
 ▲身体表現論 
  身体表現論演習 
 ▲運動技術論 
  運動技術論演習 
▲コーチング論 

  コーチング論演習 
 ▲トレーニングと評価 

健康ｽﾎﾟｰﾂ系ｺｰｽ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 生理学（運動生理学を 
 含む。） 
 

 ○スポーツ生理学 
  スポーツ生理学演習 
  バイオメカニクス 

健康ｽﾎﾟｰﾂ系ｺｰｽ  
 生理学（運動生理学を 
 含む。） 

 ○スポーツ生理学 
  スポーツ生理学演習 
  バイオメカニクス 

健康ｽﾎﾟｰﾂ系ｺｰｽ  

 
 
 

 
 
 

 衛生学及び公衆衛生学 
 
 

   スポーツ医学(スポーツ栄養学を含む｡) 
○公衆衛生学 健康ｽﾎﾟｰﾂ系ｺｰｽ  

 衛生学及び公衆衛生学 
 
 

   スポーツ医学(スポーツ栄養学を含む｡) 
○公衆衛生学 健康ｽﾎﾟｰﾂ系ｺｰｽ  

 
 
 

 
 
 

 学校保健（小児保健， 
 精神保健，学校安全及 
 び救急処置を含む。） 

 ○学校保健 
○救急看護法 健康ｽﾎﾟｰﾂ系ｺｰｽ  

 学校保健（小児保健， 
 精神保健，学校安全及 
 び救急処置を含む。） 

 ○学校保健 
○救急看護法 健康ｽﾎﾟｰﾂ系ｺｰｽ  

 
 
 

 
 最低修得単位数 ２０ 最低修得単位数 ２０ 

 
 

―専門137―



 

                                                       №２ 
 
 中 学 校 教 諭 一 種 免 許 状 高 等 学 校 教 諭 一 種 免 許 状 

 

 
 
 
 
 

 
   教科又は教職に 

   関する科目 
 

 ○介護等体験事前指導 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
   教科又は教職に 

   関する科目 
 

  道徳教育指導法 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 最低修得単位数 ８ 最低修得単位数 １６ 

 
 

 備考 

  １ ○印は免許状取得のための必修科目を，△印及び▲印は第二欄に掲げる各区分内での選択必修科目を示す。 

  ２ 「体育実技」について，以下の条件で単位を修得すること。 

・○印は，必修科目として履修すること。 

・△印は球技の３つの型＜ゴール型（サッカー，バスケットボール）・ネット型（バレーボール，テニス）・ベースボー

ル型（ソフトボール）＞から１種目ずつ３単位以上を履修すること。 

・▲印は，2種目 1単位以上を履修すること。 

３ 「体育原理，体育心理学，体育経営管理学，体育社会学，体育史」及び運動学（運動方法学を含む。）については，△印

から１科目２単位以上，▲印から１科目２単位以上を修得すること。 

  ４ 『教科又は教職に関する科目』は，上記科目又は最低修得単位を超えて履修した『教職に関する科目』若しくは『教科に 

   関する科目』について，所定の単位を修得すること。 

 

 

                                                       

―専門138―



 ⑩ 技 術（中学校）・工 業（高等学校） 

 
 中 学 校 教 諭 一 種 免 許 状 高 等 学 校 教 諭 一 種 免 許 状 

 

 
 

第 二 欄 
 

第 二 欄 
  

授 業 科 目 
 

 
授 業 科 目 

 

  
 
 

教科に関する科目 開設ｺｰｽ等 教科に関する科目 開設ｺｰｽ等 
 
 

 

 

 

 

 

 

 木材加工（製図及び実 

 習を含む。） 

 

 

 

 

 ○木材活用概論 

 ○木材活用教材演習Ⅰ 

  木材活用教材演習Ⅱ 

  木材活用教材演習Ⅲ 

  木材機械加工概論 

 ○基礎製図 

技術･情報系ｺｰｽ  

 工業の関係科目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○木材活用概論 

   木材活用教材演習Ⅰ 

  木材活用教材演習Ⅱ 

  木材活用教材演習Ⅲ 

  木材機械加工概論 

   基礎製図 

○金属活用概論 

  金属活用教材演習Ⅰ 

  金属活用教材演習Ⅱ 

金属機械加工概論 

 ○機械活用概論 

  エネルギー活用論 
  メカトロニクス教材演習 

  メカトロニクス設計製図 

  メカトロニクス基礎実習 

  メカトロニクス創造実習 

 ○電気電子活用概論Ⅰ 

  電気電子活用概論Ⅱ 

 栽培活用概論 

  栽培活用教材演習 

 ○ハードウェア概論 

  ハードウェア教材演習 

 ○工業教育の数理   

技術･情報系ｺｰｽ 

 

 

 

 

 金属加工（製図及び実 

 習を含む。） 

 ○金属活用概論 

 ○金属活用教材演習Ⅰ 

金属活用教材演習Ⅱ 

金属機械加工概論 

技術･情報系ｺｰｽ 

 

 

 

 

 

 

 

 機械（実習を含む。） 

 

 

 

 

 

 ○機械活用概論 

  エネルギー活用論 

 ○メカトロニクス教材演習 

  メカトロニクス設計製図 

  メカトロニクス基礎実習 

メカトロニクス創造実習 

 

技術･情報系ｺｰｽ 

 

 

 

 電気（実習を含む。） 

 

 ○電気電子活用概論Ⅰ 

  電気電子活用概論Ⅱ 

 

技術･情報系ｺｰｽ  

 

 
 栽培（実習を含む。） 

 

 ○栽培活用概論 

 ○栽培活用教材演習 
技術･情報系ｺｰｽ 

 

 
 情報とコンピュータ 

 （実習を含む。） 

 ○ハードウェア概論 

 ○ハードウェア教材演習 
技術･情報系ｺｰｽ   職業指導  ○職業指導 技術･情報系ｺｰｽ  

 

 

 
 最低修得単位数 ２０ 最低修得単位数 ２０ 

 
 

 
 
 
 
 

教科又は教職に 

関する科目 

 ○介護等体験事前指導 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

教科又は教職に 

関する科目 

 

  道徳教育指導法 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

最低修得単位数 ８ 最低修得単位数 １６ 
 
 

 備考 

  １ ○印は，免許状取得のための必修科目を示す。 

  ２ 『教科又は教職に関する科目』は，上記科目又は最低修得単位を超えて履修した『教職に関する科目』若しくは『教科に 

   関する科目』について，所定の単位を修得すること。 
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 ⑪ 情 報 

 
高 等 学 校 教 諭 一 種 免 許 状  

 
  
 

第 二 欄 
 

 
  

授 業 科 目 
 

 
 

  
 

教科に関する科目 開設ｺｰｽ等   
 
 

  情報社会及び情報倫理  ○情報社会論 技術･情報系ｺｰｽ      

 
 
 
 
 
 

 コンピュータ及び情報 
 処理（実習を含む。） 
 
 
 

 ○情報活用概論Ⅰ 
 ○情報活用概論Ⅱ 
   情報活用概論Ⅲ 
○プログラミングの学習 
○アルゴリズム論 
 システム制御Ⅰ 
 システム制御Ⅱ 

 ○ディジタル制御 
  モデリングとシミュレーション 

  ハードウエア研究法 

  ソフトウエア研究法 

技術･情報系ｺｰｽ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 情報システム（実習を 
 含む。） 

 ○情報システム概論 
  データベース 

技術･情報系ｺｰｽ  
 
 
 

 
 
 情報通信ネットワーク 
 （実習を含む。） 

○情報ネットワーク概論 

 ネットワーク研究法 
技術･情報系ｺｰｽ  

 
 

 
 
 マルチメディア表現及 
 び技術（実習を含む｡）  

○マルチメディアの活用 

マルチメディア研究法 
技術･情報系ｺｰｽ  

 
 

 
 情報と職業  ○情報と職業 技術･情報系ｺｰｽ  

    

 
最低修得単位数 ２０  

 

 
 
 
 
 

教科又は教職に 

関する科目 

  道徳教育指導法 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
最低修得単位数 １６  

 

 備考 

   １ ○印は，免許状取得のための必修科目を示す。 

  ２ 『教科又は教職に関する科目』は，上記科目又は最低修得単位を超えて履修した『教職に関する科目』若しくは『教科に 

   関する科目』について，所定の単位を修得すること。 
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 ⑫ 家 庭 

 
 中 学 校 教 諭 一 種 免 許 状 高 等 学 校 教 諭 一 種 免 許 状 

 

 
 

第 二 欄 
 

第 二 欄 
  

授 業 科 目 
 

 
授 業 科 目 

 

  
 
 

教科に関する科目 開設ｺｰｽ等 教科に関する科目 開設ｺｰｽ等 
 
 

 
 
 
 
 
 

 家庭経営学（家族関係 
 学及び家庭経済学を含 
 む。） 
 
 

 ○生活経営学 
  生活経済学 
  家族関係学 
    
   

人間生活系ｺｰｽ  

 家庭経営学（家族関係 
 学及び家庭経済学を含 
 む。） 
 
 

 ○生活経営学 
  生活経済学 
  家族関係学 
    
   

人間生活系ｺｰｽ  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 被服学（被服製作実習 
 を含む。） 
 
 
 
 
 

 ○アパレル素材学 
 ○アパレル管理科学 
 ○アパレル設計学 
  アパレル設計学実習 
  服飾デザイン論 
  色彩論 
    

人間生活系ｺｰｽ  

 被服学（被服製作実習 
 を含む。） 
 
 
 
 
 

 ○アパレル素材学 
 ○アパレル管理科学 
 ○アパレル設計学 
  アパレル設計学実習 
  服飾デザイン論 
  色彩論 
   

人間生活系ｺｰｽ  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 食物学（栄養学，食品 
 学及び調理実習を含 
 む。） 
 
 
 
 
 
 

  ﾌ ｰ ﾄ ﾞ ｽ ﾍ ﾟ ｼ ｬ ﾘ ｽ ﾄ論  
 ○食生活栄養学 
  食品科学 
  食品材料学 
  食物学実験 
  調理科学 
  食品鑑別論 
 ○

調理学実習Ⅰ○
  調理学実習Ⅱ 
  ﾌ ｰ ﾄ ﾞ ｺ ｰ ﾃ ﾞ ｨ ﾈ ｰ ﾄ論  

人間生活系ｺｰｽ  

 食物学（栄養学，食品 
 学及び調理実習を含 
 む。） 
 
 
 
 
 
 
 

  ﾌ ｰ ﾄ ﾞ ｽ ﾍ ﾟ ｼ ｬ ﾘ ｽ ﾄ論  
 ○食生活栄養学 
  食品科学 
  食品材料学 
  食物学実験 
 ○調理科学 
  食品鑑別論 
 ○調理学実習Ⅰ 
  調理学実習Ⅱ 
  ﾌ ｰ ﾄ ﾞ ｺ ｰ ﾃ ﾞ ｨ ﾈ ｰ ﾄ論  

人間生活系ｺｰｽ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 住居学 
 
 
 
 
 
 
 

 ○住居学 
 ○住居環境学 
  住居計画学 
  設計製図 
  住居設計演習Ⅰ 
  住居設計演習Ⅱ 
  

人間生活系ｺｰｽ  

 住居学（製図を含む｡）  
 
 
 
 
 

 ○住居学 
○住居環境学 

  住居計画学 
 ○設計製図 
  住居設計演習Ⅰ 

住居設計演習Ⅱ 
 

人間生活系ｺｰｽ  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 保育学（実習を含む｡）  
 
 

  家庭看護学 
  生涯発達学 
 ○保育学   

人間生活系ｺｰｽ  
 保育学（実習及び家庭 
 看護を含む。） 
 
 

 ○家庭看護学 
  生涯発達学 
 ○保育学   

人間生活系ｺｰｽ  

 
 
 
 

     家庭電気・機械及び情 
 報処理 

 ○家庭機械及び家庭電気  
 ○情報処理 

人間生活系ｺｰｽ  
 

 
 最低修得単位数 ２０ 最低修得単位数 ２０ 

 
 

 
 
 
 

教科又は教職に 

関する科目 

 

  人間生活教育史 
  家庭機械及び家庭電気 

人間生活系ｺｰｽ  
教科又は教職に 

関する科目 

  人間生活教育史 
 人間生活系ｺｰｽ  

 
 

 
  ○介護等体験事前指導 

  

   道徳教育指導法 
 

 
 
 

 
 

 
 最低修得単位数 ８ 最低修得単位数 １６ 

 
 

 備考 
  １ ○印は，免許状取得のための必修科目を示す。 
  ２ 『教科又は教職に関する科目』は，上記科目又は最低修得単位を超えて履修した『教職に関する科目』若しくは『教科に 
   関する科目』について，所定の単位を修得すること。 
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 ⑬ 英 語 

 
 中 学 校 教 諭 一 種 免 許 状 高 等 学 校 教 諭 一 種 免 許 状 

 

 
 

第 二 欄 
 

第 二 欄 
  

授 業 科 目 
 

 
授 業 科 目 

 

  
 
 

教科に関する科目 開設ｺｰｽ等 教科に関する科目 開設ｺｰｽ等 
 
 

 
 
 
 
 
 

 英語学 
 
 
 
 
 

 ○英語学概説Ⅰ 
 ○英語学概説Ⅱ 
   英語教師のための音声学  
  英語語用法演習 
  英語教育文法 
  英語史 
  現代英語演習 

英語文化系ｺｰｽ  

 英語学 
 
 
 
 
 

○英語学概説Ⅰ 
 ○英語学概説Ⅱ 
   英語教師のための音声学 
  英語語用法演習 
  英語教育文法 
  英語史 
  現代英語演習 

英語文化系ｺｰｽ  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 英米文学 
 
 
 
 
 

 ○英語文学概説 
  イギリス文学史講義Ａ 
   イギリス文学史講義Ｂ 
  アメリカ文学史講義 
  英語教育と英語文学 
   IS 教科書基礎研究（英語） 

  英語テクスト分析 

英語文化系ｺｰｽ  

 英米文学 
 
 
 
 
 

○英語文学概説 
  イギリス文学史講義Ａ 
   イギリス文学史講義Ｂ 
  アメリカ文学史講義 
  英語教育と英語文学 
  IS 教科書基礎研究（英語） 
  英語テクスト分析 

英語文化系ｺｰｽ  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

英語コミュニケーション 
 
 
 
 
 
 
 

 ○英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ演習Ⅰ 
   英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ演習Ⅱ 
 ○ｺﾐｭﾆｶﾃｨﾌﾞﾗｲﾃｨﾝｸﾞⅠ 
   ｺﾐｭﾆｶﾃｨﾌﾞﾗｲﾃｨﾝｸﾞⅡ 
  英語ﾎﾞｷｬﾌﾞﾗﾘｰ演習 
  英語発音演習 
  ＣＡＬＬ演習 
   上級ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ演習 

英語文化系ｺｰｽ  

英語コミュニケーション 
 
 
 
 
 
 
 

○英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ演習Ⅰ 
   英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ演習Ⅱ 
 ○ｺﾐｭﾆｶﾃｨﾌﾞﾗｲﾃｨﾝｸﾞⅠ 
   ｺﾐｭﾆｶﾃｨﾌﾞﾗｲﾃｨﾝｸﾞⅡ 
  英語ﾎﾞｷｬﾌﾞﾗﾘｰ演習 
  英語発音演習 
  ＣＡＬＬ演習 
   上級ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ演習 

英語文化系ｺｰｽ  

 
 
 
 
 
 
 
 

  異文化理解  ○英語教育のための異文化理解 
  英語圏の文化と社会 

英語文化系ｺｰｽ  
 異文化理解 
 

○英語教育のための異文化理解 
  英語圏の文化と社会 

英語文化系ｺｰｽ  
 
 

 
 最低修得単位数 ２０ 最低修得単位数 ２０ 

 
 

 

教科又は教職に 

関する科目 

  英語教育史 
  英語教育評価論 

英語文化系ｺｰｽ  
教科又は教職に 

関する科目 

  英語教育史 
  英語教育評価論 

英語文化系ｺｰｽ  
 
 

  ○介護等体験事前指導    道徳教育指導法   

 
 最低修得単位数 ８ 最低修得単位数 １６ 

 
 

 備考 
  １ ○印は，免許状取得のための必修科目を示す。 
  ２ 『教科又は教職に関する科目』は，上記科目又は最低修得単位を超えて履修した『教職に関する科目』若しくは『教科に 
   関する科目』について，所定の単位を修得すること。 
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大脳生理・病理 2
○ 視覚障害心理学 2

視覚障害測定・評価演習 1
○ 聴覚障害心理学 2

聴覚障害測定・評価演習 1
○ 知的障害心理学 2

知的障害測定・評価演習 1
○ 肢体不自由心理学 2
○ 病弱心理学 2

○ 視覚障害教育基礎論 2

視覚障害「自立活動」指導法Ⅰ 2
点字の理論と実際Ⅰ 2
視覚障害「自立活動」指導法Ⅱ 2
点字の理論と実際Ⅱ 2

○ 聴覚障害教育基礎論 2
聴覚障害「自立活動」指導法 2
聴覚障害教育授業法Ⅰ 2
聴覚障害コミュニケーションⅠ 2
聴覚障害コミュニケーションⅡ 2

○ 知的障害教育基礎論 2
知的障害指導法Ⅰ 2
知的障害指導法Ⅱ 2

○ 肢体不自由教育基礎論 2
肢体不自由指導法Ⅰ 2
肢体不自由指導法Ⅱ 2

○ 病弱教育基礎論 2
病弱指導法Ⅰ 2
病弱指導法Ⅱ 2

○ 言語障害教育総論 2

○ ＬＤ等教育総論 2

○ 重複障害教育総論 2

第
四
欄

○ 特別支援学校教育実習 3 3

38

注２：第二欄については，「視覚障害測定・評価演習」「視覚障害「自立活動」指導法Ⅰ」「点字の理論と実際Ⅰ」「視覚障害
「自立活動」指導法Ⅱ」「点字の理論と実際Ⅱ」の中から４単位以上及び「聴覚障害測定・評価演習」「聴覚障害
「自立活動」指導法」「聴覚障害教育授業法Ⅰ」「聴覚障害コミュニケーションⅠ」「聴覚障害コミュニケーションⅡ」
の中から４単位以上を修得すること。

特

援

育

関
す

科
目

第
三
欄

第
二
欄

心身に障害のある幼児，児童又は生徒についての教育実習

合 計

28

5

注１：○印は，免許状取得のための必修科目を示す。

・心身に障害のある幼児，児童又は生徒の
  心理，生理及び病理に関する科目
・心身に障害のある幼児，児童又は生徒の
  教育課程及び指導法に関する科目

免許状に定められる
こととなる特別支援
教育領域以外の領域
に関する科目

特別支援学校教諭一種免許状（5領域）

第
一
欄

2

科目の区分 授業科目

 特別支援教育の基礎理論に関する科目 ○ 特別支援教育総論 2

最低修得
単位数

単位数

心身に障害のある幼児，児童又は生徒の
  心理，生理及び病理に関する科目

心身に障害のある幼児，児童又は生徒の
  教育課程及び指導法に関する科目

特別支援教育領域に
関する科目
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備考 １ 特別支援学校教育実習以外は本学附属学校園で実施する。 

ただし，法学部夜間主コース及び経済学部の学生のうち，教育学部において特に認めた者については， 
母校又は協力校の高等学校で履修させることがある。 

        ２ 注１：（ ）は特別支援教育教員養成コースの小学校教育実習Ⅰ（４単位）を示す。 

 

 

  ６ 教育実習（本実習）受講資格 

     

① 小学校教育実習Ⅰ（５単位） 

      1) 教育実習指導Ａの単位を修得していること。 

      2) 介護等体験を終了していること。 

      3) ２年生後期終了時点で次の単位を修得していること。ただし，本学で用意している「単位互換」が可能な留学制度に

より留学した者は，「３年生前期終了時点」とする。（該当する学生は，必ず留学前に申し出ること） 

        

・教職入門２単位 

・初等教育教員養成コースで開設されている各教科の指導法及び初等外国語教育法から４単位以上，教育の思想と

原理，教育課程論，教育と社会・制度，児童・青年期発達論，特別活動指導法，初等教育カリキュラム開発論及

び人権・同和教育のうち４単位以上 合計１２単位以上 

          ※ただし，本学で用意している「単位互換」が可能な留学制度により留学した者については，初等外国語授業

研究も選択肢に含まれる。 

 

        ・初等国語，初等社会，算数，初等理科，生活，初等音楽，図画工作，初等家庭，初等体育及び初等外国語のうち， 

         ６科目１２単位以上 

 

特別支援教育教員養成コースの学生用（４単位） 

       1) 教育実習指導Ａの単位を修得していること。 

       2) ２年生後期終了時点で次の単位を修得していること。ただし，本学で用意している「単位互換」が可能な留学制度に

より留学した者は，「３年生前期終了時点」とする。（該当する学生は，必ず留学前に申し出ること） 

 

・教職入門２単位 

・初等教育教員養成コースで開設されている各教科の指導法，初等外国語教育法，教育の思想と原理，教育課程論，

教育と社会・制度，児童・青年期発達論，特別活動指導法，初等教育カリキュラム開発論，人権・同和教育のうち，

８単位以上 

※ただし，本学で用意している「単位互換」が可能な留学制度により留学した者については，初等外国語授業

研究も選択肢に含まれる。 

        

        ・初等国語，初等社会，算数，初等理科，生活，初等音楽，図画工作，初等家庭，初等体育及び初等外国語のうち， 

         ４科目８単位以上 

 

 

 小学校教育実習Ⅱ（２単位） 

     1) 中・高等学校教育実習Ⅰの単位を修得していること。 

      2) ４年生前期終了時点で次の単位を修得していること。 

        

        ・初等国語科教育法，初等社会科教育法，算数科教育法，初等理科教育法，生活科教育法，初等音楽科教育法， 

図画工作科教育法，初等体育科教育法，初等家庭科教育法及び初等外国語教育法のうち， 

８単位以上 

        

        ・初等国語，初等社会，算数，初等理科，生活，初等音楽，図画工作，初等家庭，初等体育及び初等外国語のうち， 

２科目４単位以上 

 

 

 特別支援学校教育実習（３単位） 

     ２年生後期終了時点で「小学校教育実習Ⅰ特別支援教育教員養成コースの学生用」の受講資格 2)の単位，及び次の単位

を修得していること。 ただし，本学で用意している「単位互換」が可能な留学制度により留学した者は，「３年生前期

終了時点」とする。（該当する学生は，必ず留学前に申し出ること） 

〔必修科目群〕特別支援教育総論，視覚障害心理学，視覚障害教育基礎論， 聴覚障害心理学，聴覚障害教育基礎 

論，知的障害心理学，知的障害教育基礎論， 肢体不自由心理学，肢体不自由教育基礎論，病弱心理学，病弱教 

育基礎論，ＬＤ等教育総論 

〔選択科目群〕 

（共通選択科目群）大脳生理･病理，特別支援学校教育実習入門，特別支援学校教育実習観察 

（視覚障害教育領域選択科目群）視覚障害測定・評価演習，視覚障害「自立活動」指導法Ⅰ，点字の理論と実際Ⅰ 

（聴覚障害教育領域選択科目群） 

聴覚障害測定・評価演習，聴覚障害「自立活動」指導法，聴覚障害教育授業法Ⅰ，聴覚障害コミュニケーションⅠ  
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１２ 取 につい  

 

 

 下記に示す資格取得については，各資格取得特定プログラムへ登録手続きを行うことによって履修することに

なっているので，詳細については，学生便覧に掲載の「Ⅰ 広島大学の到達目標型教育プログラム

「HiPROSPECTS®」」に関する項（p.ハイプロ１～22）や次のホームページで確認してください。 

 http://www.hiroshima-u.ac.jp/prog/ 

 

 

●社会教育主事 

（社会教育主事の職務） 

１ 社会教育主事は，社会教育を行う者に専門的技術的な助言と指導を与える。ただし，命令及び監督をしては

ならない。 

２ 社会教育主事補は，社会教育主事の職務を助ける。 

 

（社会教育主事となる資格） 

１ 大学に２年以上在学して，６２単位以上を修得し，かつ，大学において文部科学省令で定める社会教育に関

する科目の単位を修得した者で，１年以上社会教育主事補の職にあったもの。 

２ その他（略） 

 

（社会教育主事となるため大学において修得すべき科目並びに単位数） 

 社会教育主事講習等規定（昭和２６年文部省令第１２号）第１１条第１項の規定により大学において修得すべ

き社会教育に関する科目の単位並びに本学部において開講される科目との関係については，上記ホームページに

掲載の説明書により確認すること。 

 

 

●学芸員 

（学芸員の職務） 

 学芸員は，博物館法に基づき，博物館に置かれる専門的職員であり，博物館資料の収集，保管，展示，調査研

究，教育普及活動などの多様な博物館活動の推進のために重要な役割を担っている。 

 

（学芸員の資格） 

 学芸員となる資格は，博物館法第５条に規定されており，学士の学位を有し，大学において文部科学省令で定

める博物館に関する科目の単位を修得することによって得ることができる。 

 ただし，ここでいう「資格」とは所要の要件を満たすことにより，学芸員となる資格を有するというものであ

り，教育職員免許状のように，免許状を得るものとは異なる。 

 

（大学において修得すべき博物館に関する科目の単位） 

 学芸員の資格取得に必要な科目とその単位数は，博物館法施行規則第１条に規定されており，本学において開

講される科目との関係については，上記ホームページに掲載の説明書により確認すること。 

 

 

●学校図書館司書教諭 

 

（学校図書館司書教諭の職務） 

 学校図書館は，学校教育において欠くことのできない基礎的な設備（学校図書館法第１条）であり，図書，視

聴覚教育の資料その他学校教育に必要な資料を収集，整理，保存して，これを児童生徒及び教員の利用に供する

ことによって，学校の教育課程の展開に寄与するとともに，児童生徒の健全な教養を育成することを目的として

設けられる学校の設備（学校図書館法第２条）である。 
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 学習指導要領においても，学校図書館を計画的に利用し，その機能の活用を図り，児童（生徒）の主体的，意

欲的な学習活動や読書活動を充実すること（第１章 総則第６の２(10)）とされ，重要視されているところであ

る。 

 司書教諭とは，その学校図書館の専門的職務をつかさどり，教諭を持って充てられる職員（学校図書館法第５

条）である。 

 

（学校図書館司書教諭の資格） 

 司書教諭となるためには，司書教諭の講習を修了したものでなければならない（学校図書館法第５条の２）が，

本学部において開設されている授業科目１０単位をあらかじめ履修しておくことによって，司書教諭講習の受講

資格を得た後，講習を受講する手続きを経て資格を取得することができる。 

 

注）卒業時に資格を得ようとする場合は，３年次に単位を修得し，４年次に司書教諭講習を受講する手続きを行

う必要がある。 
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３ 「広島大学学部生の大学院授業科目 履修に関する 

細則」に る履修（早期 修） 度に いて 
 

 

につ  

早期履修は，本学大学院に進学を志望する学業優秀な学部生に対して本学大学院教育課程の

授業科目を履修する機会を提供するとともに，大学院教育との連携を図ることを目的として実

施します。 

また，修得した単位については，早期履修者が卒業後当該研究科に入学した場合に限り，10

単位の範囲内で当該研究科が定める単位数を限度として修了要件単位に含めることができます。 

なお，平成30年度入学の学部生の申請手続に関するお知らせは，平成32年度に「Myもみじ」

で掲示します。 

 

 

○実施予定 平 3 年4月現在） 

総合科学研究科，社会科学研究科，理学研究科，先端物質科学研究科，工学研究科， 

生物圏科学研究科，国際協力研究科，法務研究科 

 

 

○ 修 格 

(1) 履修時に，所属する学部の卒業予定年次に在籍する者 

(2) 本学大学院に進学を志望する者 

(3) 履修しようとする年度の前年度（後期）までのGPAが，進学を志望する研究科（専攻）

が定める値を上回る者 

 

 

○早 に関 る 載場  

「もみじTop」 － 「学びのサポート」 － 「学士課程」のページに掲載しています。 
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 学位授与 定基準及 卒 論文 評価基 に いて 

 

広島大学教育学部では，学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）に基づき，学士の学位審査を行

い，適当と認められる者に対して，学士（教育学）または学士（心理学）の学位を授与する。卒業

論文は次に定める「卒業論文の評価基準」に基づき評価するとともに，これを関連する科目の成績

評価基準に含める。なお，卒業論文の提出の手続きについては，別に定める。 

 

〔卒業論文の評価基準〕 

（１）論文の審査項目 

１）当該専門領域における学士としての基礎的知識を修得し，問題を把握し，解明する基本的な能

力を身につけているか。 

２）研究テーマの設定が学士として妥当なものであり，論文作成にあたっての問題意識が明確であ

るか。 

３）論文の記述（本文，図，表，引用文献等）が適切であり，結論に至るまで首尾一貫した論理構

成になっており，論理的に妥当な結論が導かれているか。 

４）設定したテーマの研究に際して，適切な研究方法，観察・調査・実験方法，あるいは論証方法

を採用し，それに則って具体的な分析・考察がなされているか。 
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担当窓口 ：国際交流グループ（学生プラザ３Ｆ） 

 

 シ プ グ  

夏季休業中や春季休業中に協定校において，外国語学習や文化体験を中心に実施される短期のプロ

グラムである。 

渡航先 ：ロシア，中国，台湾，韓国など 

期間  ：夏期・春期休業期間中の２～３週間 

対象  ：全学部・研究科 

募集人数：各若干名 

単位認定：無 

費用  ：渡航費，海外旅行保険料，滞在費（総額約８～１５万円） 

募集時期：不定期 

 

半年～１年の留学プログラム 

 Ｓ ＳＡＣ交 プ グラム 

広島大学に在籍しながら，交換留学生として海外の協定大学に半年間もしくは１年間留学できるプ

ログラム。留学先では，現地の学生と同じ授業を受講し，取得した単位を広大の単位として認定で

きる。留学中の授業料は広島大学に納め，留学先大学への支払いは不要。協定大学は世界２９カ国

約８０大学に及ぶ。 

ＵＳＡＣプログラムは，アメリカのＮＰＯ法人が事務局として世界各国の大学生に留学の機会の提

供するプログラムで，世界各国からの留学生と共に，主に英語で行われる授業を受講する。 

渡航先 ：交流のバランスを取るため，年度により派遣先・派遣人数は異なる。 

期間  ：４ヶ月間から１０ヶ月間（１学期間または１年間） 

対象  ：全学部・研究科 

募集人数：８０名程度 

単位認定：単位互換による認定可 

費用  ：渡航費，滞在費，海外留学保険料，ビザ申請料 

     ※月額６～１０万円の奨学金（返済不要の給付型）への応募ができます。 

募集時期：派遣前年度１０～１１月 

担当窓口：国際交流グループ（学生プラザ３Ｆ） 

 

 ３大 アメリカ・ ンソ シアム プ グラム 

広島大学に在籍しながら，交換留学生としてアメリカノースカロライナ州３大学いずれかに留学す

ることができるプログラム。 

渡航先 ：ノースカロライナ大学ウィルミントン校，イーストカロライナ大学，ウェスタンカロラ 

イナ大学のいずれかの大学。 

期間  ：１学期間または１年間 

対象  ：教育学部生，教育学研究科の在学生 

募集人数：３名程度 

単位認定：認定可 

費用  ：８０～１１０万円程度（１学期の生活費および渡航費） 

募集時期：派遣前年度１１月 

担当窓口：教育学研究科支援室（大学院課程担当） 

  

(4   

    諸般の理由により退学を願い出る場合は，本人の自署及び父母等連署のうえ，指導教員又はチューター

等に了承（了承印が必要）を得て，退学願を提出しなければなりません。休学と同じく日付をさかのぼっ

て許可することはできないので，早めに願い出てください。学生証は返還してください。 

    なお，授業料等納付すべき金額が完納されていなければ退学は許可されません。 
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) コ ス 部  

    他の学部等へ移ることを希望する者は，指導教員と相談のうえ，所定の手続きを行い，許可を得なけれ

ばなりません。しかしながら，これらのケースにはそれぞれ種々の事情及び条件があるので，事前に詳細

を確認しておいてください。 

 

 上異 （改  

    改姓等は，学籍関係事項のうちもっとも基本的なものであると同時に，学生生活上日常的に必要な事項

です。変更が生じた場合は，戸籍謄本等を添えて速やかに届け出てください。 

 

    )  

    授業時間割は，前期開始時に発表するとともに，各自に配付します。 

    教養教育科目，他学部専門科目等を履修する場合は，それぞれの学部の指示に従ってください。 

 

担 届  

区   分 提 出 期 限 必 要 な 承 認 印 （署 名） 

休 学 願 その都度 父母等・コース主任・チューター（指導教員） 

復 学 願 〃 〃 

留 学 願 〃 父母等・チューター（指導教員） 

退 学 願 〃 〃 

転コース願 ２月１０日まで 父母等・コース主任・チューター（指導教員） 

転 学 部 願 〃 〃 

身上異動届 その都度 父母等・チューター（指導教員） 

論文題目届 
１０月３１日まで 

（９月卒業予定者は４月３０日まで ） 
指導教員 

 

 明 の交 届の  

 行 り る  

    ①在学証明書（和文・英文） 

     学部，大学院，専攻科の学生 

    ②卒業（修了）見込証明書（和文・英文） 

     学部・博士課程前期及び専門職学位課程の学生で卒業（修了）年次の学生，専攻科生 

    ③学業成績証明書（和文・英文） 

     学部，大学院，専攻科の学生 

    ④学割証（学校学生生徒旅客運賃割引証） 

     学部，大学院，専攻科の学生 

    ⑤健康診断証明書（和文） 

     学部，大学院，専攻科の学生（健康診断を受診し異常なしと診断された者） 

 

自  動  発  行  機  設  置  場  所 稼    働    時    間 

ンパス 

 総 合 科 学 部 

 文 学 部 

 教 育 学 部 

法学部 ・経済学部 

 理 学 部 

 工 学 部 

 生 物 生 産 学 部  

月～金曜日   ８:３０～１７:１５ 

      （土曜日は停止） 支援室入口付近 
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霞 ャンパス  医学部基礎・社会医学棟１Ｆ 

       歯学部Ｃ棟２Ｆ 

月～金曜日   ８:３０～２１:３０ 

土 曜 日   ８:３０～１７:００ 

ャンパス 

東千田総合校舎１Ｆロビー 

月～金曜日  ８:３０～２１:３０ 

土 曜 日  ９:４５～１８:３０ 

 

    使  

（ア）日，祝日，８月中旬及び１２月２９日～翌年１月３日は停止します。 

（イ）パスワードは「広大パスワード」を入力してください。パスワードが不明なときは，教育学研究

科支援室で変更手続きをしてください。 

（ウ）使用に際しては，画面の指示に従って操作してください。 

（エ）学生証を再発行したときは，旧学生証は使用できません。 

    （オ）故障等により自動発行機が使用できないとき及び発行された証明書等の内容について，上記証明

書の①～④は支援室，⑤は保健管理センターへ問い合わせてください。 

（カ）記載内容及び発行枚数が異なるときは，教育学研究科支援室（学士課程担当）へ連絡してくださ

い。 

 

(  担 付 ・届の  
    （証明書自動発行機で発行する証明書以外のもの） 

事    項 提  出  期  日 備     考 
学生証再交付願 その都度 再発行費用がかかる場合があります。 

住所・電話番号変更届 その都度 父母等の連絡先の変更を含む 
「住所変更届シート」提出 

教室使用願 使用予定の３日前 使用教室に制限あり 
ピアノ練習室使用願 使用予定の３日前 授業関連に限定 

＊学割証（船舶用） その都度 会社により取扱いが異なる 
 学生団体旅行割引 その都度 学生８人以上 要 引率教員 
＊通学証明書 その都度 居住地と大学間の通学のみ 

教育実習通学証明書 教育実習開始 
１か月前 居住地と実習校間の通学のみ 

事件・事故報告 その都度 警察署・チューターにも報告 
社会貢献活動証明書 その都度 活動内容等証明書類を添付 
学生団体結成届 その都度 教育室教育部学生生活支援グループ（学

生プラザ３Ｆ）へ届出 学生団体更新届 ５月末日 

教育学部貸出物品 使用予定の３日前 貸出物品一覧で確認すること 
個人への貸し出しはしない 

   （注）＊印＝学部１年次生は，総合科学部支援室で手続きを行う。 
 
   の他 から い い の い の い い

る てく さい  
 

 大 法人 館  

中国・四国地区に存置する各国立大学法人においては，学生・大学院生等の教育・研究環境のさらなる充実 

への支援の一環として，各大学附属図書館を相互に活用することが可能になりました。夏季休業等で帰省，旅 

行，長期遠征，合宿等の際には，本学学生証を持参のうえ，ふるって利用してください。 
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諸規則について 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





６  

） 大 交 規則 
(平成16年4月1日規則第7号) 

広島大学学生交流規則 

目次 

第1章 総則(第1条・第2条) 

第2章 派遣学生(第3条－第10条) 

第3章 特別聴講学生(第11条－第18条) 

第4章 雑則(第19条) 

附則 

 

第1章 総則 

(趣旨) 

第1条 この規則は，広島大学通則(平成16年4月1日規則第2号)第28条第5項，第29条第7項，第30条第4

項及び広島大学大学院規則(平成20年1月15日規則第2号)第35条第4項の規定に基づき，広島大学(以下「本

学」という。)における派遣学生及び特別聴講学生の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。 

(定義) 

第2条 この規則において「派遣学生」とは，本学に在学中の学生で，本学の教育課程の一環として他の大学等の

授業科目を履修するもの(外国の大学又は短期大学(大学以外の高等教育機関を含む。以下「外国の大学等」と

いう。)へ留学するもの，外国の大学又は短期大学の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度にお

いて位置付けられた教育施設であって，文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目を

我が国において履修するもの及び国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別

措置法(昭和51年法律第72号)第1条第2項に規定する1972年12月11日の国際連合総会決議に基づき設立され

た国際連合大学(以下「国際連合大学」という。)の教育課程における授業科目を履修するものを含む。)をいう。 

2 この規則において「特別聴講学生」とは，他の大学等に在学中の学生で，その大学等の教育課程の一環として

本学の授業科目を履修するものをいう。 

3 この規則において「他の大学等」とは，次の各号のいずれかに該当するものをいう。 

(1) 本学と学生の交流を行う大学，短期大学(専攻科を含む。以下同じ。)又は高等専門学校(専攻科を含む。以

下同じ。) 

(2) 外国の大学等又は外国の大学若しくは短期大学の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度に

おいて位置付けられた教育施設であって，文部科学大臣が別に指定するもの 

(3) 国際連合大学 

4 この規則において「大学間協議」とは，学生を交流するに当たって，あらかじめ本学と他の大学等との間で，

履修できる授業科目の範囲，対象となる学生数，単位の認定方法，授業料等の費用の取扱い方法，その他必要

とされる具体的な措置に関して行う協議をいう。 

5 この規則において「部局間協議」とは，学生を交流するに当たって，あらかじめ本学の学部又は研究科(以下

「学部等」という。)と他の大学等との間で，履修できる授業科目の範囲，対象となる学生数，単位の認定方法，

授業料等の費用の取扱い方法，その他必要とされる具体的な措置に関して行う協議をいう。 

第2章 派遣学生 

(取扱いの要件) 

第3条 派遣学生の取扱いは，原則として大学間協議又は部局間協議が成立したものについて行う。 
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2 前項の大学間協議は，学部にあっては学部の教授会，研究科にあっては研究科の教授会(以下「当該教授会」と

いう。)の議を経て，学長が行う。 

3 第1項の部局間協議は，当該教授会の議を経て，当該学部等の長が行う。 

(出願手続) 

第4条 派遣学生を志願する者は，所定の願書に大学間協議又は部局間協議により決定した事項を記載した書類を

添えて，学長に願い出なければならない。 

2 出願の時期は，大学間協議又は部局間協議の定めるところによる。 

(派遣の許可) 

第5条 派遣学生の願い出があったときは，当該教授会の議を経て，学長が派遣を許可する。 

2 学長は，他の大学等の授業科目を履修することを認めたときは，当該他の大学等の長に必要書類を添えて学生

の受入れを依頼するものとする。ただし，部局間協議によるものについては，当該学部等の長が当該他の大学

等の長に依頼するものとする。 

(履修期間) 

第6条 派遣学生の履修期間は，1学期又は1学年間とする。 

2 前項の規定にかかわらず，学長が事情やむを得ないと認めたときは，当該他の大学等の長と協議の上(部局間協

議によるものについては，当該学部等の長が当該他の大学等の長と協議の上)，履修期間を変更することができ

る。ただし，履修期間は，通算して2年を超えることができない。 

(在学期間への算入) 

第7条 前条に規定する履修期間は，本学の在学期間に算入する。 

(履修報告書の提出) 

第8条 派遣学生は，履修期間が終了したときは，直ちに(外国の大学等へ留学する学生については，帰国の日か

ら1月以内に)所属の学部等の長を経て，学長に履修報告書を提出しなければならない。 

(授業料等) 

第9条 派遣学生は，本学に正規の授業料を納付するものとする。 

2 派遣学生の受入大学等における授業料等の費用の取扱いは，大学間協議又は部局間協議により定めるものとす

る。 

3 前項の規定により，派遣学生が受入大学等における授業料等の費用を負担する場合は，第1項の規定にかかわ

らず，当該大学間協議又は部局間協議ごとに理事(国際・平和・基金担当)が定める期間，本学の授業料を徴収

しないことができる。 

(派遣の許可の取消し) 

第10条 学長は，派遣学生がその履修の実が上がらないと認められるとき，その本分に反する行為があると認め

られるとき，又は授業料等の納付の義務を怠ったときは，当該他の大学等の長と協議の上(部局間協議によるも

のについては，当該学部等の長が当該他の大学等の長と協議の上)，派遣の許可を取り消すことがある。 

第3章 特別聴講学生 

(取扱いの要件等の準用) 

第11条 第3条，第5条第1項，第6条及び第10条の規定は，特別聴講学生に準用する。この場合において，第

3条，第5条第1項，第6条及び第10条中「派遣学生」とあるのは「特別聴講学生」と，第5条中「派遣」と

あるのは「受入れ」と，第10条中「派遣の許可」とあるのは「受入れの許可」と読み替えるものとする。 

2 前項の場合において，特別聴講学生が歯学部と外国の大学との間で成立した部局間協議に基づき受入れる学生

であるときは，第6条第1項中「1学期又は1学年間」とあるのは「4学年間」と，同条第2項ただし書中「2

年」とあるのは「5年」と読み替えるものとする。 

(出願手続) 

第12条 特別聴講学生を志願する者(広島大学森戸高等教育学院3＋1プログラムに志願する者を除く。)は，次の

各号(他の大学等(外国の大学等及び国際連合大学を除く。)の学生にあっては第 4 号を除く。)に掲げる書類を，
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履修を希望する学期の始まる2月前(外国の大学等の学生の場合は，原則として6月前。ただし，外国の大学等

との大学間協議又は部局間協議において定めのある場合は，その期日)までに，所属大学等の長を通じて学長に

提出しなければならない。 

(1) 本学所定の特別聴講学生願 

(2) 在学証明書及び成績証明書 

(3) 所属大学等の長の推薦書 

(4) 医師の健康診断書 

(受入れの通知) 

第13条 学長は，特別聴講学生の受入れを許可したときは，その所属大学等の長を経て本人にその旨を通知する

ものとする。 

第14条 削除 

(学業成績証明書の交付) 

第15条 学部等の長は，特別聴講学生の学業成績証明書を交付するものとする。 

(学生証) 

第16条 特別聴講学生は，所定の学生証の交付を受け，常に携帯しなければならない。 

(検定料，入学料及び授業料) 

第17条 特別聴講学生に係る検定料及び入学料は，徴収しない。 

2 特別聴講学生が国立の大学，短期大学又は高等専門学校の学生であるときは，本学での授業料は，徴収しない。 

3 特別聴講学生が公立若しくは私立の大学，短期大学若しくは高等専門学校，外国の大学等又は国際連合大学の

学生であるときは，履修するそれぞれの学期(前期又は後期)ごとに1単位に相当する授業について14,800円の

授業料を所定の期日までに納付しなければならない。ただし，次の各号のいずれかに該当するときは，授業料

の納付を要しない。 

(1) 公立又は私立の大学，短期大学又は高等専門学校との間で締結した大学間相互単位互換協定において，当

該学生の授業料が相互に不徴収とされているとき。 

(2) 外国の大学等又は国際連合大学との間で締結した大学間交流協定，部局間交流協定又はこれらに準ずるも

のにおいて，当該学生の授業料が相互に不徴収とされているとき。 

4 前項の規定にかかわらず，特別聴講学生が広島大学森戸高等教育学院3＋１プログラムの大学間交流協定に基

づき受入れる学生であるときは，履修する期間に応じ次の各号に掲げる授業料を所定の期日までに納付しなけ

ればならない。 

(1) 3ターム 399,600円 

(2) 4ターム 532,800円 

5 既納の授業料は，返還しない。 

(費用の負担) 

第18条 実験，実習に要する費用は，必要に応じ特別聴講学生の負担とする。 

第4章 雑則 

(雑則) 

第19条 この規則に定めるもののほか，この規則の実施に関し必要な事項は，学部等が定める。 

2 この規則に定めるもののほか，広島大学森戸高等教育学院3＋１プログラムの特別聴講学生の取扱いに関し必

要な事項は，別に定める。 

附 則 

1 この規則は，平成16年4月1日から施行する。 

2 この規則の施行の際現に旧広島大学学生交流規程(昭和47年広島大学規程第32号)に基づき許可されている派

遣学生及び特別聴講学生については，この規則により許可された派遣学生及び特別聴講学生とみなす。 
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(略) 

附 則(平成28年9月21日規則第217号) 

この規則は，平成28年10月1日から施行する。 
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） 大  
(平成16年4月1日規則第8号) 

広島大学学位規則 
目次 

第1章 総則(第1条) 
第2章 学位授与の要件及び専攻分野(第2条・第3条) 
第3章 博士の学位授与の申請及び学位論文の審査方法等(第4条－第10条) 
第4章 博士の学位授与等(第11条－第14条) 
第5章 雑則(第15条－第17条) 
附則 

 
第1章 総則 

(趣旨) 
第1条 この規則は，学位規則(昭和28年文部省令第9号)第13条第1項，広島大学通則(平成16年4月1日規則

第2号)第46条第2項及び広島大学大学院規則(平成20年1月15日規則第2号)第46条第3項の規定に基づき，

広島大学(以下「本学」という。)が行う学位の授与に関し必要な事項を定めるものとする。 
第2章 学位授与の要件及び専攻分野 

(学位授与の要件) 
第2条 本学を卒業した者には，学士の学位を授与する。 
2 本学大学院の課程を修了した者には，修士若しくは博士の学位又は専門職学位を授与する。 
3 前2項に定めるもののほか，博士の学位は，本学大学院の博士課程を経ない者であっても学位論文を提出して

その審査に合格し，かつ，試問に合格したときにも授与する。 
(専攻分野の名称) 

第3条 学士の学位を授与するに当たっては，別表第1に掲げる専攻分野の名称を付記するものとする。 
2 修士及び博士の学位を授与するに当たっては，別表第2に掲げる専攻分野の名称を付記するものとする。 
3 専門職学位を授与するに当たっては，別表第3に掲げる学位の名称を付記するものとする。 

第3章 博士の学位授与の申請及び学位論文の審査方法等 
(博士の学位授与の申請及び受理) 

第4条 博士の学位の授与の申請に要する学位論文は1編とし，2通を提出するものとする。ただし，別に参考論

文を添付することができる。 
2 前項の学位論文の審査のため必要があるときは，論文の訳文，模型及び標本等を提出させることができる。 
3 第2条第3項に該当する者が，博士の学位の授与を申請する場合は，学位申請書に学位論文，論文目録，論文

の要旨，履歴書及び審査手数料57,000円を添え，学位に付記する専攻分野の名称を指定し，当該研究科の長を

経て学長に提出するものとする。ただし，本学大学院の博士課程に所定の修業年限以上在学し，所定の単位を

修得し(博士課程の後期の課程に単位の修得の定めがない場合は，単位の修得を要しない。)，かつ，学位論文の

作成等に対する指導を受けた後退学した者(以下「本学大学院博士課程の教育課程を終えて退学した者」とい

う。)が，再入学しないで，退学したときから1年以内に博士の学位の授与を申請するときは，審査手数料を免

除することができる。 
4 前項により学位論文の提出があったときは，学長は，学位に付記する専攻分野の名称により，適当と認める研

究科の教授会(以下「教授会」という。)に審査を付託する。 
5 受理した学位論文及び審査手数料は，いかなる理由があってもこれを返還しない。 

(審査委員会・試問委員会) 
第5条 教授会は，博士の学位論文の審査及び試験を行うため，審査委員3人以上からなる審査委員会を設ける。 
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2 教授会は，第2条第3項に定める試問を行うため，試問委員3人以上からなる試問委員会を設ける。 
3 教授会において必要と認めたときは，当該研究科若しくは他の研究科の教員又は他の大学院若しくは研究所等

の教員等を審査委員又は試問委員に加えることができる。 
(試験及び試問の方法) 

第6条 試験は，博士の学位論文を中心として，これに関連ある科目について行うものとする。 
2 試問は，筆答試問及び口頭試問により，専攻分野に関し本学大学院において博士課程を修了した者と同等以上

の学力を有することを確認するために行う。 
3 前項の試問については，外国語は2種類を課することを原則とする。ただし，教授会が特別な事由があると認

めたときは，1種類のみとすることができる。 
4 本学大学院博士課程の教育課程を終えて退学した者から各研究科が定める年限内に学位論文を受理したときは，

第2条第3項の規定にかかわらず，試問に代えて試験とする。 
(審査期間) 

第7条 博士の学位論文の審査及び試験又は試問は，学位論文を受理したときから1年以内に終了するものとする。

ただし，特別の事由があるときは，教授会の議を経て，その期間を1年以内に限り延長することができる。 
(審査委員会・試問委員会の報告) 

第8条 審査委員会は，学位論文の審査及び試験を終了したときは，直ちに論文の内容の要旨，論文審査の要旨

及び試験の結果の要旨を，文書をもって教授会に報告しなければならない。 
2 試問委員会は，試問を終了したときは，直ちにその結果の要旨を，文書をもって教授会に報告しなければなら

ない。 
(教授会の審議決定) 

第9条 教授会は，前条の報告に基づいて審議の上，博士の学位を授与すべきかどうかを議決する。 
2 前項の議決をするには，教授会の構成員(海外出張中及び長期療養中の者を除く。)の3分の2以上の出席を必

要とし，かつ，出席者の3分の2以上の賛成がなければならない。 
3 教授会において必要と認めたときは，当該研究科若しくは他の研究科の教員又は他の大学院若しくは研究所等

の教員等を，この審議に出席させることができる。ただし，その出席者は，議決に加わることはできない。 
(教授会の報告) 

第10条 教授会が博士の学位を授与できるものとしたときは，研究科の長は，学位論文とともに論文の内容の要

旨，論文審査の結果の要旨及び試験又は試問の結果の要旨を，文書をもって学長に報告しなければならない。 
2 教授会が博士の学位を授与できないものとしたときは，研究科の長は，その旨を文書をもって学長に報告しな

ければならない。 
第4章 博士の学位授与等 

(博士の学位授与) 
第11条 学長は，前条の報告を踏まえ，博士の学位を授与すべき者には，学位記を授与し，博士の学位を授与で

きない者には，その旨を通知する。 
(博士の学位登録) 

第12条 本学が博士の学位を授与したときは，学長は，学位簿に登録し，文部科学大臣に報告するものとする。 
(学位論文要旨の公表) 

第13条 本学が博士の学位を授与したときは，当該博士の学位を授与した日から3月以内に，当該博士の学位の

授与に係る論文の内容の要旨及び論文審査の結果の要旨をインターネットの利用により公表するものとする。 
(学位論文の公表) 

第14条 本学において博士の学位を授与された者は，当該博士の学位を授与された日から1年以内に，当該博士

の学位の授与に係る論文の全文を公表しなければならない。ただし，当該博士の学位を授与される前に既に公

表したときは，この限りでない。 
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2 前項の規定にかかわらず，博士の学位を授与された者は，やむを得ない事由がある場合には，学長の承認を受

けて，当該博士の学位の授与に係る論文の全文に代えてその内容を要約したものを公表することができる。こ

の場合において，学長は，その学位論文の全文を求めに応じて閲覧に供するものとする。 
3 博士の学位を授与された者が行う前2項の規定による公表は，本学の協力を得て，インターネットの利用によ

り行うものとする。 
4 前3項の規定により当該博士の学位の授与に係る論文を公表するときは，「広島大学審査学位論文」と明記し

なければならない。 
第5章 雑則 

(修士若しくは博士の学位又は専門職学位の授与の取消し) 
第15条 本学において修士若しくは博士の学位又は専門職学位を授与された者が，次の各号のいずれかに該当す

るときは，学長は，教育研究評議会(以下「評議会」という。)の議を経て，修士若しくは博士の学位又は専門職

学位の授与を取り消し，学位記を返還させるものとする。 
(1) 不正の方法により修士若しくは博士の学位又は専門職学位を受けたことが判明したとき。 
(2) その名誉を汚辱する行為があったとき。 

2 評議会において，前項の議決を行う場合は，評議員(海外出張中及び長期療養中の者を除く。)の3分の2以上

の出席を必要とし，かつ，出席者の4分の3以上の賛成がなければならない。 
3 学位の授与を取り消したときは，その旨の理由を付して本学学報に公表するものとする。 

(学位記及び申請書等の様式) 
第 16条 学位記及び第 4条第 3項の申請書等の様式は，別記様式第 1号から別記様式第 7号までのとおりとする。 

(その他) 
第17条 この規則に定めるもののほか，学位の授与に関し必要な事項は，各学部又は各研究科が定める。 

附 則 
1 この規則は，平成16年4月1日から施行する。 
2 平成15年度以前に入学した学生の学士の学位に付記する専攻分野の名称については，別表第1の規定にかか

わらず，なお従前の例による。 
3 平成15年度以前に入学した学生の修士又は博士の学位に付記する専攻分野の名称については，別表第2の規

定にかかわらず，なお従前の例による。 
4 第2条第3項の規定による博士の学位の授与は，本学大学院の博士課程を経た者に同種類の学位を授与した後

において取扱うものとする。 
 
(略) 

 
附 則 

 

この規則は，平成30年4月1日から施行する。 

別表第1(第3条第1項関係) 

学士の学位に付記する専攻分野の名称 
学部名 専攻分野の名称 備考 

総合科学部 総合科学   
文学部 文学   
教育学部 教育学 第五類(心理学系コース)を除く 

心理学 第五類(心理学系コース) 
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法学部 法学   
経済学部 経済学   
理学部 理学   
医学部 医学 医学科 

看護学 保健学科(看護学専攻) 
保健学 保健学科(理学療法学専攻及び作業療法学専攻) 

歯学部 歯学 歯学科 
口腔健康科学 口腔健康科学科 

薬学部 薬学 薬学科 
薬科学 薬科学科 

工学部 工学   
生物生産学部 農学   
情報科学部 情報科学  

 
(略) 

 

―規則 8 ―



広 大学授 等 除及 猶予規則 

(平成16年4月1日規則第9号) 

広島大学授業料等免除及び猶予規則 

(趣旨) 

第1条 この規則は，広島大学通則(平成16年4月1日規則第2号)第16条の2第3項及び第48条第4項(広島大

学大学院規則(平成20年1月15日規則第2号)第49条第5項及び広島大学特別支援教育特別専攻科規則(平成19

年3月20日規則第44号)第21条第1項において準用する場合を含む。)並びに広島大学大学院規則第22条第4

項の規定に基づき，広島大学(以下「本学」という。)の学部，研究科及び専攻科の学生の入学料及び授業料の

免除及び徴収猶予に関し必要な事項を定めるものとする。 

(経済的理由等に基づく入学料の免除，徴収猶予等) 

第2条 次の各号のいずれかに該当する者には，入学料の全額又は半額を免除することができる。 

(1) 本学の研究科又は専攻科の学生として入学する者であって経済的理由によって納付が困難であり，かつ，

学業が優秀と認められるもの 

(2) 本学の学部，研究科又は専攻科(以下「学部等」という。)に学生として入学する者であって，入学前1年

以内において学生の学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という。)が死亡した場合，本人若

しくは学資負担者が災害を受けた場合又はこれらに準ずる場合であって学長が相当と認める事由がある場合

で納付が著しく困難であると認められる者 

2 前項の免除を受けようとする者は，入学手続終了の日までに次の書類を学長に提出し，その許可を受けなけれ

ばならない。 

(1) 入学料免除申請書(別記様式第1号) 

(2) その他学長が必要と認める書類 

第3条 本学の学部等に学生として入学する者であって，次の各号のいずれかに該当するものには，入学料の徴収

を猶予することができる。 

(1) 経済的理由によって納付期限までに納付が困難であり，かつ，学業が優秀と認められる者 

(2) 入学前1年以内において，学資負担者が死亡した場合，本人若しくは学資負担者が災害を受けた場合又は

これらに準ずる場合であって学長が相当と認める事由がある場合で納付期限までに納付が困難であると認め

る者 

2 前項による徴収猶予を受けようとする者は，入学手続終了の日までに入学料徴収猶予申請書(別記様式第2号)

に前条第2項第2号の書類を添えて学長に提出し，その許可を受けなければならない。ただし，入学料免除を

申請し，免除を不許可とされた者及び半額免除を許可された者が徴収猶予を受けようとする場合は，免除の不

許可及び半額免除の許可を告知された日から起算して14日以内に提出しなければならない。 

3 第1項により徴収を猶予する期間は次のとおりとし，当該期間内に納付すべき入学料を納付しなければならな

い。 

(1) 4月入学者 当該年度の8月末日 

(2) 10月入学者 当該年度の2月末日 

4 免除又は徴収猶予を許可又は不許可とするまでの間は，免除又は徴収猶予を申請した者に係る入学料の徴収を

猶予する。 

5 免除若しくは徴収猶予を不許可とされた者又は半額免除を許可された者(第2項ただし書により徴収猶予の申請

をした者を除く。)は，免除若しくは徴収猶予の不許可又は半額免除の許可を告知された日から起算して14日

以内に，納付すべき入学料を納付しなければならない。 

(フェニックス奨学生に係る入学料の免除及び徴収猶予並びに光り輝く奨学生に係る入学料の免除) 
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第3条の2 広島大学フェニックス奨学制度による奨学生(以下「フェニックス奨学生」という。)に係る入学料の

免除及び徴収猶予並びに広島大学光り輝く奨学制度による奨学生(以下「光り輝く奨学生」という。)に係る入

学料の免除については，広島大学奨学制度に関する規則(平成20年1月15日規則第6号)の定めるところによる。 

(博士課程リーダー育成プログラム履修生に係る入学料の徴収猶予) 

第3条の3 広島大学大学院博士課程リーダー育成プログラムの履修を認められた者(以下「博士課程リーダー育

成プログラム履修生」という。)に係る入学料の徴収猶予については，広島大学大学院博士課程リーダー育成プ

ログラム規則(平成24年9月18日規則第122号)の定めるところによる。 

(死亡等による入学料の免除) 

第4条 入学料の徴収猶予を申請した者について，第3条第3項に規定する期間内において死亡した場合は，未納

の入学料の全額を免除する。 

2 入学料の免除又は徴収猶予を申請した者について，第3条第4項の規定により徴収を猶予している期間内にお

いて死亡した場合は，未納の入学料の全額を免除する。 

3 免除又は徴収猶予を不許可とされた者又は半額免除を許可された者について，第3条第5項に規定する期間内

において死亡した場合は，未納の入学料の全額を免除する。 

4 免除若しくは徴収猶予を不許可とされた者又は半額免除を許可された者であって，納付すべき入学料を納付し

ないことにより学籍を有しないこととなる場合は，その者に係る未納の入学料の全額を免除する。 

(経済的理由に基づく授業料免除) 

第5条 学資の支弁が困難であり，かつ，学業優秀と認められる場合は，各期ごとの授業料について全額又は半額

を免除することができる。 

2 前項の免除を受けようとする者は，納付期限までに次の書類を学長に提出し，その許可を受けなければならな

い。 

(1) 授業料免除申請書(別記様式第3号) 

(2) その他学長が必要と認める書類 

(成績優秀学生に対する授業料免除) 

第5条の2 成績優秀学生の授業料免除については，広島大学エクセレントスチューデントスカラシップ規則(平

成18年4月18日規則第91号)の定めるところによる。 

(フェニックス奨学生及び光り輝く奨学生に対する授業料免除) 

第5条の3 フェニックス奨学生及び光り輝く奨学生の授業料免除については，広島大学奨学制度に関する規則の

定めるところによる。 

(入学前奨学制度による奨学生に対する授業料免除) 

第5条の4 広島大学入学前奨学制度による奨学生の授業料免除については，広島大学入学前奨学制度規則(平成2

9年2月21日規則第6号)の定めるところによる。 

(給付奨学金制度による給付奨学生に対する授業料免除) 

第5条の5 独立行政法人日本学生支援機構の給付奨学金制度による給付奨学生の授業料については，全額免除と

する。 

(やむを得ない事情があると認められる場合の授業料免除) 

第6条 死亡，行方不明等やむを得ない事情があると認められる場合は，次のとおり授業料を免除することができ

る。 

(1) 死亡，行方不明のため学籍を除いた場合は，未納の授業料の全額 

(2) 授業料の各期ごとの納付月前6月以内(入学した日の属する期分の免除に係る場合は，入学前1年以内)に

おいて，学資負担者が死亡した場合，学生若しくは学資負担者が災害を受けた場合又はこれらに準ずる場合

であって学長が相当と認める事由がある場合で納付が著しく困難であると認められる場合は，当該事由の発

生した日の属する期の翌期に納付すべき授業料の全額又は半額。ただし，当該事由発生の時期が当該期の授
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業料の納付期限以前であり，かつ，当該学生が当該期分の授業料を納付していない場合においては，翌期に

納付すべき授業料に代えて当該期分の授業料の全額又は半額を免除することができる。 

(3) 授業料又は入学料未納のため除籍した場合は，未納の授業料の全額 

(4) 授業料の徴収猶予(月割分納による徴収猶予を含む。)を許可している者に対し，その願出により退学を許

可した場合は，月割計算による退学の翌月以降に納付すべき授業料の全額 

2 休学を許可した場合は，休学当月の翌月(休学開始日が月の初日の場合は休学当月)から復学当月の前月までの

月数に授業料年額の12分の1に相当する額を乗じて得た額の全額を免除する。ただし，授業料の納付期限経過

後休学を許可した場合は，その期の授業料は免除しない。 

3 第1項第2号の取扱手続については，第5条第2項の規定を準用する。 

(経済的理由等に基づく授業料の徴収猶予) 

第7条 学生が次の各号のいずれかに該当する場合は，各期ごとの授業料の全部又は一部を徴収猶予することがで

きる。 

(1) 経済的理由によって納付期限までに授業料の納付が困難であり，かつ，学業優秀と認められる場合 

(2) 行方不明の場合 

(3) 授業料の各期ごとの納付月前6月以内(入学した月の属する期分は入学前1年以内)において，学生又は学

資負担者が災害を受け，納付が困難であると認められる場合 

(4) その他やむを得ない事情があると認められる場合 

2 前項の取扱手続については，第5条第2項の規定を準用する。 

3 第1項により徴収を猶予する期間は次のとおりとし，当該期間内に納付すべき授業料を納付しなければならな

い。 

(1) 前期分 当該年度の8月末日 

(2) 後期分 当該年度の2月末日 

(博士課程リーダー育成プログラム履修生に係る授業料の徴収猶予) 

第7条の2 博士課程リーダー育成プログラム履修生に係る授業料の徴収猶予については，広島大学大学院博士課

程リーダー育成プログラム規則の定めるところによる。 

(授業料の月割分納) 

第8条 第7条第1項第3号又は第4号に該当する特別の事情があると認められる場合は，授業料の月割分納を許

可することができる。この場合の月割分納額は，年額の12分の1に相当する額とする。 

2 前項の月割分納の許可を受けようとする者は，納付期限までに授業料月割分納許可申請書(別記様式第4号)に

第5条第2項第2号の書類を添えて学長に提出し，その許可を受けなければならない。 

(許可された者の義務等) 

第9条 免除，徴収猶予及び月割分納を許可された者は，当該期間の中途においてその事由が消滅したときは，直

ちにその旨を学長に届け出なければならない。 

2 前項の者に対する許可は，届出の日からその効力を失う。 

3 許可された事由について虚偽の事実が判明したときは，その許可を取り消す。 

(雑則) 

第10条 この規則に定めるもののほか，学生の入学料及び授業料の免除及び徴収猶予に関し必要な事項は，別に

定める。 

附 則 

この規則は，平成16年4月1日から施行する。 

(略) 

附 則(平成30年3月19日規則第24号) 

この規則は，平成30年4月1日から施行する。 
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４ 大  
(平成16年4月1日副学長(教育・学生担当)決裁) 

広島大学長期履修の取扱いに関する細則 
(趣旨) 

第1条 この細則は，広島大学通則(平成16年4月1日規則第2号。以下「通則」という。)第22条第2項及び広

島大学大学院規則(平成20年1月15日規則第2号。以下「大学院規則」という。)第32条第2項の規定に基づ

き，広島大学(以下「本学」という。)における長期履修の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。 
(対象となる学生) 

第2条  長期履修を願い出できる者は，次の各号のいずれかに該当する者で，修業年限(研究科にあっては標準修

業年限)を超えて，一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修することを希望したものとする。 
(1) 職業を有し，かつ，就業している者(アルバイトとして就業する者を含む。)で，学修時間の確保が著しく困

難であるもの 
(2) 家庭において家事，育児及び介護を行う者で，学修時間の確保が著しく困難であるもの 
(3) 本学フェニックス入学制度により入学した者 
(長期履修の期間) 

第3条 長期履修の期間の最長年限は，通則第6条又は大学院規則第10条に規定する在学年限の範囲内で，各学

部又は各研究科において定める年数とする。 
(手続) 

第4条 長期履修を希望する者は，前期は4月1日から4月15日までに，後期は10月1日から10月15日までに，

所定の長期履修願を所属する学部又は研究科(以下「所属学部等」という。)を経て，学長に願い出なければなら

ない。 
2 前項の規定による願い出があったときは，当該学部又は当該研究科の教授会の議を経て，学長が許可する。 
3 学長は，前項の規定により許可したときは，所属学部等の長へ通知するとともに，本人へ許可書を交付する。 

(履修形態の変更) 
第5条 在学途中における長期履修への変更は，所属学部等の在学者数(長期履修学生の在学者数は指定の算式に

よる。)が収容定員を超えない範囲内で認めることができるものとする。ただし，卒業又は修了予定年次の者の

変更は認めないものとする。 
2 既に長期履修を許可されている者の履修期間の短縮(長期履修の取りやめを含む。以下同じ。)は認めることが

できるものとする。ただし，履修期間の延長は認めないものとする。 
3 在学途中における長期履修への変更及び既に長期履修を許可されている者の履修期間の短縮(以下「履修形態の

変更」という。)は1回に限るものとする。 
4 履修形態の変更に係る手続は，前条に準じて行うものとする。 

附 則 
この細則は，平成16年4月1日から施行する。 

 
(略) 
 
附 則(平成26年2月28日 一部改正) 

この細則は，平成26年4月1日から施行する。 
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５） 大 修 則 
(平成16年4月1日副学長(教育・学生担当)決裁) 

広島大学既修得単位等の認定に関する細則 
(趣旨) 

第1条 この細則は，広島大学通則(平成16年4月1日規則第2号。以下「通則」という。)第31条第4項及び広

島大学大学院規則(平成20年1月15日規則第2号。以下「大学院規則」という。)第36条第3項の規定に基づ

き，新たに広島大学(以下「本学」という。)の学部の第1年次に入学した者又は大学院に入学した者の既修得単

位等の認定に関し必要な事項を定めるものとする。 
(認定単位数等) 

第2条 通則第31条第1項及び第2項の規定による既修得単位等の認定単位数等については，通則第31条第3項
又は大学院規則第36条第2項に規定する範囲内で，学部又は研究科がそれぞれ定める。 

2 本学における既修得単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)の認定単位数等については，学部又は研

究科がそれぞれ定める。 
3 副専攻プログラム又は特定プログラムに係る既修得単位等の認定単位数等については，広島大学副専攻プログ

ラム履修細則(平成18年3月14日副学長(教育・研究担当)決裁)又は広島大学特定プログラム履修細則(平成18
年3月14日副学長(教育・研究担当)決裁)の定めるところによる。 
(手続) 

第3条 既修得単位等の認定を受けようとする者は，4月入学者にあっては入学した年度の6月30日までに，10
月入学者にあっては入学した年度の12月28日までに，副専攻プログラム又は特定プログラムを登録した者に

あっては登録した年度の6月30日までに，別記様式第1号の既修得単位等認定願に成績証明書その他必要な書

類を添えて，所属する学部又は研究科(以下「所属学部等」という。)の長に申請しなければならない。 
第4条 所属学部等の長は，前条の規定による申請があったときは，所属学部等の教授会の審査を経て，第2条第

1項及び第2項の規定に基づき定めた単位数等を超えないよう既修得単位等の認定を行うものとする。 
2 前項の場合において，認定を希望する本学の授業科目(教養教育科目を除く。)のうち，所属学部等以外が開設

するものについては，原則として関係する学部又は研究科等(研究科，附置研究所，全国共同利用施設又は学内

共同教育研究施設をいう。以下同じ。)と事前に協議するものとする。 
第5条 所属学部等の長は，前条第1項の審査の結果について，既修得単位等の認定を行ったときは別記様式第2

号又は別記様式第3号の既修得単位等認定通知書により，認定を行わなかったときは適宜な方法により，速や

かに申請した者に通知するものとする。 
2 所属学部等の長は，所属学部等以外が開設する授業科目(教養教育科目を除く。)の既修得単位等の認定を行っ

たときは，その旨を関係する学部又は研究科等の長に通知するものとする。 
(履修の指導) 

第6条 既修得単位等の認定を行ったときは，認定した単位に代えて他の選択科目等の履修を行わせるなど，所

属学部等において適切な指導を行うものとする。 
附 則 

この細則は，平成16年4月1日から施行する。 
 
(略) 

 
附 則(平成22年3月5日 一部改正) 

この細則は，平成22年4月1日から施行する。 
 

(略) 
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６ 広 大 い 関 則 
(平成16年4月1日副学長(教育・学生担当)決裁) 

広島大学転学部の取扱いに関する細則 
(趣旨) 

第1条 この細則は，広島大学通則(平成16年4月1日規則第2号)第36条第2項の規定に基づき，広島大学(以下

「本学」という。)における転学部の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。 
(資格) 

第2条 転学部は，本学に在学する学生で，所属学部及び志望学部の教授会が学生の適性上転学部させることに

よりその能力を伸長させることになると認められるときに，許可することがある。 
(公示) 

第3条 各学部長は，転学部を志望する者に対する当該年度の選考方法その他必要な事項を決定し，12月15日ま

でに学長へ届け出るものとする。 
2 学長は，1月10日までに各学部の選考方法等を公示するものとする。 

(手続) 
第4条 転学部を志望する者は，転学部願(別記様式第1号)を2月1日から2月10日までに所属学部のチューター

を経て所属学部の長に提出しなければならない。 
2 前項により出願できる学部は，一の学部に限るものとする。 
3 所属学部のチューターは，転学部を志望する者から志望理由を聴取の上，調査書(別記様式第2号)を作成する

ものとする。 
4 転学部の志望を認めた所属学部の長は，2月末日までに志望学部の長に転学部願及び調査書を送付するものと

する。 
(選考方法) 

第5条 転学部願を受理した志望学部は，志望の動機，入学試験の成績，学業成績，面接，小論文，筆記試験，

実技検査等を組み合わせて総合的に判定し，受入れの可否を決定するものとする。 
2 志望学部の長は，学長へ転学部許可の申請を3月31日までに終えるものとする。 

(許可の時期) 
第6条 転学部の許可の時期は，4月1日とする。 

(配属年次) 
第7条 転学部を許可された者のカリキュラム上の配属年次は，原則として2年次とする。 

(在学年限) 
第8条 転学部を許可された者の残りの在学年限は，転学部先の学部における所定の在学年限から当該者が既に

在学した期間を差し引いた期間とする。 
(転学部の制限) 

第9条 転学部を許可された者は，原則として再び転学部を願い出ることはできない。 
附 則 

この細則は，平成16年4月1日から施行する。 
附 則(平成18年2月20日 一部改正) 

1 この細則は，平成18年4月1日から施行する。 
2 平成17年度以前に入学した学生の転学部に関する取扱いについては，この細則による改正後の広島大学転学

部の取扱いに関する細則の規定にかかわらず，なお従前の例による。 
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７ 広 大 則 
(平成16年4月1日規則第12号) 

広島大学科目等履修生規則 
(趣旨) 

第1条 この規則は，広島大学通則(平成16年4月1日規則第2号。以下「通則」という。)第52条の2第2項及

び広島大学大学院規則(平成20年1月15日規則第2号。以下「大学院規則」という。)第54条第2項の規定に

基づき，広島大学(以下「本学」という。)の科目等履修生に関し必要な事項を定めるものとする。 
(履修期間) 

第2条 科目等履修生の履修の期間は，1学年又は1学期(前期又は後期)とする。 
(入学資格) 

第3条 科目等履修生として入学することができる者は，学部にあっては通則第11条各号に規定する者，大学院

にあっては大学院規則第 15条各号に規定する者で，本学において科目等履修生として適当と認めたものとする。 
2 前項の規定にかかわらず，本学の科目等履修生になることによって在留資格を得ようとする者は入学を認めな

い。 
(出願手続) 

第4条 科目等履修生として入学を志願する者(以下「入学志願者」という。)は，学年又は学期の始めの1月前ま

でに次に掲げる書類に検定料9,800円を添え，履修を希望する学部又は研究科を経て，学長に願い出なければな

らない。 
(1) 科目等履修生許可願(別記様式) 
(2) 履歴書 
(3) 最終学校の卒業証明書 
(4) 官公署又は会社等に在職している者は，その所属長の承諾書 
(5) 外国人で，既に日本に在住している者(永住者及び特別永住者は除く。)は，在留カードの写し 

2 前項の規定にかかわらず，入学志願者が現職教育職員で所轄庁の推薦派遣による者(以下「現職教育職員」とい

う。)であるときは，前項第1号及び第2号の書類に当該所轄庁の推薦派遣委託書を添付するものとする。 
(入学志願者の選考及び入学の許可) 

第 5 条 前条の入学志願者に対しては，当該学部又は当該研究科の教授会がその定める方法により，選考を行う。 
2 前項の選考の結果に基づき合格の通知を受けた者は，指定の期日までに誓約書を提出するとともに，入学料28,

200円を納付しなければならない。 
3 学長は，前項の手続を完了した者に入学を許可する。 

(履修期間の更新) 
第6条 前期の履修期間で入学を許可された科目等履修生が引き続き後期において履修することを志願するとき

は，第2条の規定にかかわらず，その期間を更新することができる。 
2 前項の更新手続は，前2条の規定を準用する。この場合において，入学料は，納付を要しない。 

(授業料) 
第7条 科目等履修生は，履修するそれぞれの学期(前期又は後期)ごとに，指定の期日までに1単位に相当する授

業について14,800円の授業料を納付しなければならない。 
2 指定の期日までに授業料を納付しないときは，掲示等により本人及び父母等に督促する。 
3 第1項の規定にかかわらず，科目等履修生が，広島大学履修証明プログラム規則(平成20年12月16日規則第

172号)に定める履修証明プログラム履修生であり，当該履修証明プログラムに登録されている授業科目の単位

を修得する場合は，当該授業科目に係る授業料は納付を要しない。 
(現職教育職員の検定料等) 
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第8条 現職教育職員については，第4条第1項及び第5条第2項の規定にかかわらず，検定料及び入学料は，納

付を要しない。 
2 現職教育職員で履修した授業科目について単位の認定を受けないものについては，前項に定めるもののほか，

前条の規定にかかわらず，授業料は，納付を要しない。 
(既納の検定料，入学料及び授業料の返還) 

第9条 既納の検定料，入学料及び授業料は，返還しない。 
(実験，実習等の費用) 

第10条 実験，実習等に要する費用は，必要に応じ科目等履修生の負担とする。 
(単位の授与) 

第11条 履修した授業科目について単位の認定を受けようとする者は，当該授業科目の試験を受けなければなら

ない。 
2 前項の試験及び出席状況により，所定の単位を与える。 

(証明書の交付) 
第12条 前条により授与された単位については，本人の請求により，単位を修得した旨の証明書を交付する。 

(大学の命ずる退学) 
第13条 学長は，科目等履修生がその本分に反する行為があると認めたときは，退学を命ずることができる。 

(履修許可の取消し) 
第14条 学長は，科目等履修生が履修の実が上がらないと認めたとき，又は授業料納付の義務を怠り督促を受け

てもなお納付しないときは，当該授業科目の履修の許可を取り消すことができる。 
(雑則) 

第15条 この規則に定めるもののほか，科目等履修生に関し必要な事項は，通則又は大学院規則の規定を準用す

る。 
附 則 

この規則は，平成16年4月1日から施行する。 
 
(略) 
 
附 則(平成24年8月30日規則第119号) 

この規則は，平成24年8月30日から施行し，この規則による改正後の広島大学科目等履修生規則の規定は，

平成24年7月9日から適用する。 
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大 則 
(平成16年4月1日規則第10号) 

広島大学研究生規則 
(趣旨) 

第1条 この規則は，広島大学通則(平成16年4月1日規則第2号。以下「通則」という。)第52条第2項及び広

島大学大学院規則(平成20年1月15日規則第2号。以下「大学院規則」という。)第53条第2項の規定に基づ

き，広島大学(以下「本学」という。)の学部，大学院，附置研究所，全国共同利用施設又は学内共同教育研究施

設(以下「学部等」という。)において1学期又は1学年間特定の事項を研究する研究生に関し必要な事項を定め

るものとする。 
(研究の願い出及び検定料) 

第2条 研究生として学部，附置研究所，全国共同利用施設又は学内共同教育研究施設に入学することのできる

者は，次の各号のいずれかに該当する者とする。 
(1) 大学を卒業した者 
(2) 短期大学又は高等専門学校を卒業した者 
(3) 本学において，相当の学力を有し研究生として適当と認めた者 

2 研究生として大学院に入学することのできる者は，次の各号のいずれかに該当する者とする。 
(1) 大学を卒業した者 
(2) 本学大学院において，相当の学力を有し研究生として適当と認めた者 

第3条 研究生を志願する者は，学期始めの1月前までに次に掲げる書類に検定料9,800円を添え，研究を希望す

る学部等を経て，学長に願い出なければならない。 
(1) 研究生許可願(別記様式) 
(2) 履歴書 
(3) 最終学校の卒業証明書 
(4) 官公署又は会社等に在職している者は，その所属長の承認書 

2 現職教育職員で所轄庁の推薦派遣による者は，前項第1号及び第2号の書類に当該所轄庁の推薦派遣委託書を

添付するものとする。ただし，検定料は，徴収しない。 
(受入れの許可) 

第4条 研究生の受入れは，当該学部等の教授会(全国共同利用施設及び学内共同教育研究施設にあっては運営委

員会。以下同じ。)の議を経て，学長が許可する。 
(研究期間及び願い出期限の特例) 

第5条 学長は，特別な事情があると認める場合は，第1条及び第3条第1項の規定にかかわらず，研究期間及び

願い出期限の特例を，当該学部等の教授会の議を経て認めることができる。 
(研究継続) 

第6条 研究生が研究期間終了後なお引き続き研究を希望するときは，研究終了日の15日前までに次に掲げる書

類により当該学部等を経て，学長に願い出てその許可を受けなければならない。この場合において，研究期間

については，第1条の規定を準用する。 
(1) 研究生研究継続許可願 
(2) 官公署又は会社等に在職している者は，その所属長の承認書 

2 前項の規定による研究継続をする者の検定料及び入学料は，徴収しない。 
(入学料) 

第7条 入学の許可を受けようとする者は，指定の期日までに入学料84,600円を納付しなければならない。ただ

し，第3条第2項の規定による者については，徴収しない。 
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(研究料) 
第8条 研究生は，1月につき29,700円の研究料を，研究期間に応じ6月分ずつ(研究期間が6月未満のときはそ

の期間分)指定の期日までに納付しなければならない。ただし，第3条第2項の規定による者については，徴収

しない。 
2 指定の期日までに研究料を納付しないときは，掲示等により本人及び父母等に督促する。 

(指導教員) 
第9条 当該学部等の長は，研究生に対する指導教員を定めなければならない。 

(費用の負担) 
第10条 研究に要する費用は，必要に応じ研究生の負担とする。 

(研究許可の取消し) 
第11条 学長は，研究生が次の各号のいずれかに該当するときは，研究の許可を取り消すことがある。 

(1) 研究の実があがらないと認められるとき。 
(2) その本分に反する行為があると認められるとき。 
(3) 研究料の納付の義務を怠ったとき。 
(既納の検定料，入学料及び研究料の返還) 

第12条 既納の検定料，入学料及び研究料は，返還しない。 
(雑則) 

第13条 この規則に定めるもののほか，研究生に関し必要な事項は，通則又は大学院規則の規定を準用する。 
附 則 

1 この規則は，平成16年4月1日から施行する。 
2 この規則の施行の際現に旧広島大学研究生規程(昭和51年広島大学規程第1号)により引き続き研究生として研

究を許可されている者は，この規則により引き続き研究生として研究を許可された者とみなす。 
3 本学大学院博士課程リーダー育成プログラムの履修を認められた者が，履修を開始するまでの間研究生として

学部等に入学を希望し，当該者の受入れを許可する場合は，第3条第1項，第7条及び第8条第1項の規定に

かかわらず，検定料，入学料及び研究料は，徴収しないものとする。 
 
(略) 
 
附 則(平成24年5月15日規則第103号) 

この規則は，平成24年5月15日から施行し，この規則による改正後の広島大学研究生規則附則第3項の規定

は，平成24年4月1日から適用する。 
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９ 広 大 人 則 
(平成16年4月1日規則第11号) 

広島大学外国人研究生規則 
(趣旨) 

第1条 この規則は，広島大学通則(平成16年4月1日規則第2号。以下「通則」という。)第52条第2項及び広

島大学大学院規則(平成20年1月15日規則第2号。以下「大学院規則」という。)第53条第2項の規定に基づ

き，広島大学(以下「本学」という。)の学部，大学院，附置研究所，全国共同利用施設又は学内共同教育研究施

設(以下「学部等」という。)において特定の事項を研究する外国人の研究生(国費外国人留学生制度実施要項(昭
和29年3月31日文部大臣裁定)に基づく研究留学生(以下「研究留学生」という。)を含む。以下「外国人研究

生」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。 
(研究の願い出及び検定料) 

第2条 外国人研究生として学部，附置研究所，全国共同利用施設又は学内共同教育研究施設に入学することの

できる者は，次の各号のいずれかに該当する者とする。 
(1) 外国において，学校教育における14年の課程を修了した者 
(2) 外国において，学校教育における12年の課程を修了し，日本の大学又は短期大学を卒業した者 
(3) 本学において，相当の学力を有し外国人研究生として適当と認めた者 

2 外国人研究生として大学院に入学することのできる者は，次の各号のいずれかに該当する者とする。 
(1) 外国において，学校教育における16年の課程を修了した者 
(2) 本学大学院において，相当の学力を有し外国人研究生として適当と認めた者 

第3条 外国人研究生を志願する者で，日本に居住する者については研究開始日の30日前までに，外国に居住す

る者については研究開始日の原則として4月前までに，次に掲げる書類に検定料9,800円を添えて，研究を希望

する学部等を経て学長に願い出なければならない。 
(1) 外国人研究生許可願 
(2) 履歴書 
(3) 最終学校の卒業証明書及び成績証明書 
(4) 住民票の写し又は在留資格を記載した住民票記載事項証明書(日本に居住している者の場合に限る。) 
(5) 出身学校長又は所属長の発行する推薦書 
(6) 医師の健康診断書 
(受入れの許可) 

第4条 外国人研究生の受入れは，当該学部等の教授会(全国共同利用施設及び学内共同教育研究施設にあっては

運営委員会)の議を経て，学長が許可する。 
2 学長は，前項の規定により許可する者のうち外国に居住する者には，あらかじめ承諾書を交付するものとする。 

(研究期間) 
第5条 外国人研究生の研究期間は，1学期又は1学年間とする。ただし，学長が特別の事情があると認めた場合

は，この限りでない。 
(研究継続) 

第6条 外国人研究生が研究期間終了後なお引き続き研究を希望するときは，研究終了日の30日前までに次に掲

げる書類により当該学部等を経て，学長に願い出てその許可を受けなければならない。この場合において，研

究期間については，前条の規定を準用する。 
(1) 外国人研究生研究継続許可願 
(2) 自国政府若しくは在日公館又は所属長の発行する承認書 

2 前項の規定による研究継続をする者の検定料及び入学料は，徴収しない。 
(入学料) 
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第7条 入学の許可を受けようとする者は，指定の期日までに入学料84,600円を納付しなければならない。 
(研究料) 

第8条 外国人研究生は，1月につき29,700円の研究料を研究期間に応じ6月分ずつ(研究期間が6月未満のとき

はその期間分)指定の期日までに納付しなければならない。 
2 指定の期日までに納付しないときは，掲示等により本人及び父母等に督促する。 

(指導教員) 
第9条 当該学部等の長は，外国人研究生に対する指導教員を定めなければならない。 

(費用の負担) 
第10条 研究，実験及び実習に要する費用は，必要に応じ外国人研究生の負担とする。 

(研究許可の取消し) 
第11条 学長は，外国人研究生が次の各号のいずれかに該当するときは，研究の許可を取り消すことがある。 

(1) 研究の実があがらないと認められるとき。 
(2) その本分に反する行為があると認められるとき。 

2 学長は，研究料納付の義務を怠り督促を受けてもなお納付しない外国人研究生について，本学が当該外国人研

究生に対し研究料の請求を行った日(郵送で請求を行った場合は請求書が到達した日)から起算して3月以内に納

付しないときは，研究の許可を取り消す。 
(研究修了証書) 

第12条 学長は，所定の研究を修了したと認めた者には，研究修了証書を授与する。 
(既納の検定料，入学料及び研究料の返還) 

第13条 既納の検定料，入学料及び研究料は，返還しない。 
(研究留学生等に対する特例) 

第14条 研究留学生については，第3条及び第6条第1項の規定にかかわらず，検定料の納付並びに第3条第3
号及び第5号に掲げる書類及び第6条第1項第2号に掲げる書類の提出を要しない。 

2 本学と外国の大学又は短期大学(大学以外の高等教育機関を含む。)との間で締結した大学間交流協定，部局間

交流協定又はこれらに準ずるもので検定料，入学料及び研究料を不徴収とする外国人研究生(以下「協定に基づ

き授業料等が不徴収となる外国人研究生」という。)については，第3条の規定にかかわらず，検定料の納付を

要しない。 
3 研究留学生及び協定に基づき授業料等が不徴収となる外国人研究生については，第7条及び第8条の規定を適

用しない。 
第14条の2 次の各号のいずれかに該当する特別聴講学生(広島大学学生交流規則(平成16年4月1日規則第7号)

第2条第2項に規定する特別聴講学生をいう。)が，履修期間終了後から当該学期末まで，外国人の研究生とし

て学部，附置研究所，全国共同利用施設又は学内共同利用施設に入学を希望し，受入れを許可された場合は，

当該者に係る検定料，入学料及び研究料は，第3条，第7条及び第8条第1項の規定にかかわらず，徴収しな

い。 
(1) 履修期間が終了するまでに本学大学院に入学するために入学試験を受験し，学生として本学大学院に入学

が認められた者又は試験の結果が出ていない者 
(2) 履修期間終了後から当該学期末までに学生として本学大学院に入学するために入学試験を受験する者 
(3) 履修期間を終了した次学期から外国人の研究生として本学大学院に入学する者(研究期間終了後，本学大学

院に学生として入学を希望する者に限る。) 
2 前項の外国人の研究生が次のいずれかに該当するに至ったときは，研究の許可を取り消す。 

(1) 本学大学院の入学出願手続又は研究の願い出を期日までに行わなかったとき。 
(2) 本学大学院の入学試験を受験しなかったとき。 
(3) 本学大学院の入学試験の結果が不合格となったとき。 
(4) 本学大学院への入学手続を期日までに行わなかったとき。 
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3 前項の規定にかかわらず，同項第3号に該当するに至った者が次学期から外国人の研究生として大学院に入学

を希望するときは，研究許可の取消しは行わない。 
(雑則) 

第15条 この規則に定めるもののほか，外国人研究生に関し必要な事項は，通則又は大学院規則の規定を準用す

る。 

附 則 
1 この規則は，平成16年4月1日から施行する。 
2 この規則の施行の際現に旧広島大学外国人研究生規程(昭和47年広島大学規程第5号)により外国人研究生とし

て受入れを許可されている者は，この規則により外国人研究生として受入れを許可された者とみなす。 
3 本学大学院博士課程リーダー育成プログラムの履修を認められた者が，履修を開始するまでの間外国人研究生

として学部等に入学を希望し，当該者の受入れを許可する場合は，第3条，第7条及び第8条第1項の規定に

かかわらず，検定料，入学料及び研究料は，徴収しないものとする。 
 
(略) 
 

附 則(平成29年2月27日規則第10号) 
この規則は，平成29年4月1日から施行する。 
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０） 大  
(平成 16 年 4 月 1 日規則第 14 号) 

広島大学学生表彰規則 
(趣旨) 

第 1 条 この規則は，広島大学通則(平成 16 年 4 月 1 日規則第 2 号)第 39 条第 2 項(広島大学大学

院規則(平成 20 年 1 月 15 日規則第 2 号)第 40 条及び広島大学特別支援教育特別専攻科規則(平
成 19 年 3 月 20 日規則第 44 号)第 16 条第 1 項において準用する場合を含む。)の規定に基づき，

広島大学(以下「本学」という。)の学生の表彰に関し必要な事項を定めるものとする。 
(表彰の基準) 

第 2 条 表彰は，次の各号のいずれかに該当する本学の学生又は学生を構成員とする団体につい

て行う。 
(1) 学術研究活動において，特に顕著な業績を挙げたと認められる者 
(2) 課外活動において，特に優秀な成績をおさめ，課外活動の振興に功績があったと認められ

る者 
(3) 社会活動において，特に顕著な功績を残し，社会的に高い評価を受けたと認められる者 
(4) その他前 3 号と同等以上の表彰に値する行為等があったと認められる者 
(表彰対象者の推薦) 

第 3 条 理事(教育・東千田担当)，副学長(学生支援担当)，学部長及び研究科長は，前条各号のい

ずれかに該当すると認めるものがあるときは，学長に推薦することができる。 
(表彰の審議) 

第 4 条 学長は，前条の推薦があったときは，審査会を設置する。 
2 審査会の構成員は，別に定める。 
3 表彰は，審査会の意見を聴き，教育研究評議会の議を経て行う。 

(表彰の方法) 
第 5 条 表彰は，学長が表彰状を授与することにより行う。 

(表彰の時期) 
第 6 条 表彰は，原則として次の日に行う。 

 入学式の日 
 学位記授与式の日 

2 前項の規定にかかわらず，表彰する必要があると判断されるときは，その都度行う。 
(公表) 

第 7 条 被表彰者は，学内に公表する。 
(事務) 

第 8 条 学生の表彰に関する事務は，学生総合支援センターにおいて処理する。 
(雑則) 

第 9 条 この規則に定めるもののほか，学生の表彰に関し必要な事項は，別に定める。 

附 則 
この規則は，平成 16 年 4 月 1 日から施行する。 
  (略) 

附 則(平成 28 年 4 月 1 日規則第 86 号) 

この規則は，平成 28 年 4 月 1 日から施行する。 
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広 大 戒 則 
(平成 28 年 3 月 7 日規則第 20 号) 

広島大学学生懲戒規則 
(趣旨) 

第 1 条 この規則は，広島大学通則(平成 16 年 4 月 1 日規則第 2 号)第 40 条第 3 項(広島大学大学院規

則(平成 20 年 1 月 15 日規則第 2 号)第 41 条において準用する場合を含む。)の規定に基づき，学生の

懲戒に関し必要な事項を定めるものとする。 
(懲戒の種類) 

第 2 条 懲戒の内容は，次の各号に掲げる懲戒の種類に応じ，当該各号に定めるとおりとする。 
(1) 訓告 文書により注意を与え，将来を戒めること。 
(2) 停学 一定の期間又は期間を定めずに登校を停止させること。 
イ 有期の停学 3 月未満の停学で，確定期限を付すもの 
ロ 無期の停学 3 月以上の停学で，確定期限を付さず，指導による効果等の状況を勘案しながら

その解除の時期を決定するもの 
(3) 退学 学生としての身分を失わせること。 
(懲戒の要否等の決定) 

第 3 条 懲戒に相当する行為の存否及び懲戒の処分量定は，学生による事件事故に係る原因行為の悪質

性，結果の重大性等を踏まえて，総合的に勘案して決定するものとする。 
2 原因行為の悪質性の認否に当たっては，学生の主観的態様，行為の性質，当該行為に至る動機及び

事後の対応等を勘案して判断するものとする。この場合において，過去に懲戒を受けた者又は次条に

規定する学部等の長の指導を受けた者による事件事故である場合は，より悪質性が高いものとみなす。 
3 結果の重大性の認否に当たっては，精神的損害を含めた人身損害の有無及びその程度，物的損害の

有無及びその程度，当該行為が社会に与えた影響等を勘案して判断するものとする。 
 (学部等の長の指導) 

第 4 条 学生による事件事故が懲戒に至らない程度のものである場合は，学部又は研究科 (以下「学部

等」という。)の長は，学生に対し，厳重注意その他の指導(以下「学部等の長の指導」という。)を行

うことができる。 
(懲戒の処分量定の標準例) 

第 5 条 懲戒の処分量定の標準例は，別表のとおりとする。 
 (事件事故の報告) 

第 6 条 学生による事件事故(ハラスメント及び不正受験を除く。)が発生した場合は，当該学生が所属

する学部等の長は，速やかに学長に通報するとともに，事実関係の調査を行い，その調査の結果を学

長に報告するものとする。 
(事実関係の調査) 

第 7 条 学部等の長は，事実関係の調査並びに事件事故に係る事実の存否及び周辺事情の認定に当たっ

ては，原則として，学生から事情聴取を行わなければならない。 
2 学生が刑事法上の身柄拘束等をされていることにより，事情聴取を行うことができない場合で，か

つ，学部等の長が事情聴取の必要性を認めるときは，事情聴取が可能となるまでの間，前条の調査結

果の報告を留保することができるものとする。 
3 事実を認定するための証拠が伝聞であり，かつ，学生が異議を述べている場合は，当該学生の供述
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よりも信用するに足るべき他者の供述が得られた場合など，特別な情況があるときに限り，当該事実

があったと認定できるものとする。 
(審査会) 

第 8 条 学長は，第 6 条の規定により報告があった事件事故について，懲戒を検討する必要があると認

めるとき(ハラスメントにあっては，広島大学ハラスメントの防止等に関する規則(平成 16 年 4 月 1
日規則第 111 号)第 6 条第 2 項の規定に基づき教育研究評議会(以下「評議会」という。)に付議した事

案において，評議会が学生の懲戒が相当と判断したとき)は，学生懲戒審査会(以下「審査会」という。)
を設置するものとする。 

2 審査会は，副学長(学生支援担当)，当該学生が所属する学部等の長及び他の学部等の長若干人で組織

するものとし，事件事故の内容に応じて学長が必要と認める者を加えることができる。 
3 審査会は，第 6 条の報告(次項の規定により追加の調査を行った場合は，当該調査の結果の報告を含

む。)に基づき，学生への懲戒の要否，懲戒の種類及び懲戒の内容について審査する。この場合におい

て，審査会は，当該学生に対して，口頭又は文書による意見陳述の機会を与えるものとする。 
4 審査会は，必要に応じて，学部等の長に対して，当該学部等が行った事実関係の調査及び調査の結

果について説明を求め，又は追加の調査を求めることができる。 
5 審査会は，審査の結果を文書で学長に報告するものとする。 

(審査の結果の通知) 
第 9 条 学長は，前条第 5 項の報告を受けたときは，審査会の審査の結果を当該学生が所属する学部等

の長に通知する。 
(学部等における審議) 

第 10 条 学部等の長は，前条の通知があったときは，学生の懲戒について教授会の審議に付すものと

する。この場合において，教授会は，当該学生の懲戒について学長に意見を述べるものとする。 
(評議会への諮問) 

第 11 条 学長は，審査会の審査の結果及び学部等の教授会の意見の双方又はいずれか一方が学生の懲

戒を提案するものであるときは，学生の懲戒について評議会に諮問する。この場合において，評議会

は，当該学生に対して，口頭又は文書による意見陳述の機会を与えるものとする。 
(懲戒の決定) 

第 12 条 学長は，評議会の審議を踏まえ，学生の懲戒について決定する。 
(不正受験の取扱い) 

第 13 条 学部等の長は，学生による不正受験が発覚した場合は，学長に通報するとともに，当該学生

の懲戒について教授会の審議に付すものとする。この場合において，教授会は，当該学生の懲戒につ

いて学長に意見を述べるものとする。 
2 学長は，前項の教授会の意見が学生の懲戒を提案するものであるときは，学生の懲戒について評議

会に諮問する。この場合において，評議会は，当該学生に対して，口頭又は文書による意見陳述の機

会を与えるものとする。 
3 学長は，評議会の審議を踏まえ，学生の懲戒について決定する。 

(懲戒の手続) 
第 14 条 懲戒処分は，学生に処分通知書(別記様式第 1 号)を交付し，又は口頭により通知して行わなけ

ればならない。 
2 処分通知書の交付を行う際に，これを受けるべき学生の所在を知ることができない場合は，当該学

生の最後の住所地を管轄する簡易裁判所に対し民法(明治 29 年法律第 89 号)に定める公示の手続を行
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い，公示された日から 2 週間を経過したときに処分通知書の交付があったものとみなす。 
(懲戒処分の効力) 

第 15 条 懲戒処分の効力は，処分通知書を学生に交付したとき，又は口頭により通知した時点で発生

するものとする。 
(停学期間) 

第 16 条 停学の期間の計算は，暦に従って計算するものとし，懲戒処分の効力発生日の翌日から起算

する。 
(無期の停学の解除) 

第 17 条 無期の停学の解除は，学生が所属する学部等の長からの申出により，学長が評議会に諮問し

て行う。 
 (停学中の学生指導) 
第 18 条 停学中の学生に対する指導は，学生が所属する学部等が行うものとする。 

(停学中の期末試験及び履修登録) 
第 19 条 停学の期間中における期末試験の受験及び履修手続の取扱いについては，次の各号に掲げる

とおりとする。 
 (1) 停学を開始したターム又は学期の期末試験の受験を認める。ただし，受験資格を満たしていない

ときは，この限りでない。 
(2) 停学の期間中の全ての履修登録を認める。 
(告示) 

第 20 条 学長は，学生の懲戒を行ったときは，当該学生及び被害者が特定されるおそれのある内容を

除き，原則として，事案の概要，懲戒の種類，処分年月日を懲戒告示(別記様式第 2 号)により学内に

告示するものとする。 
(証明書類等への記載の禁止) 

第 21 条 本学が作成する成績証明書その他の証明書類に，懲戒の有無及び学部等の長の指導の有無並

びにその内容等を記載してはならない。 
2 学生の就職又は進学に際して指導教員その他本学関係者が作成する推薦書類その他の書類に，懲戒

の有無及び学部等の長の指導の有無並びにその内容等を記載してはならない。 
(守秘義務) 

第 22 条 学生の懲戒に関する事項に関わった職員は，学生の懲戒に関して知り得た情報を正当な理由

なく他に漏らしてはならない。 
(雑則) 

第 23 条 この規則に定めるもののほか，この規則の実施に関し必要な事項は，別に定める。 
   附 則 
1 この規則は，平成 28 年 4 月 1 日から施行する。 
2 広島大学学生懲戒指針(平成 16年 4月 1日学長決裁)及び広島大学学生懲戒指針の運用について(申合

せ)(平成 22 年 9 月 21 日学長決裁)は，廃止する。 
3 この規則の施行前に発生した学生による事件事故に対する懲戒の適用については，なお従前の例に

よる。 
   附 則 
 この規則は，平成 30 年 4 月 1 日から施行する。 
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別表(第 5 条関係) 
懲戒の処分量定の標準例 

種類 事件事故 処分量定 

犯
罪
行
為
等 

殺人，強盗，強制性交等，誘拐，放火等の凶悪な犯罪行為 退学 

暴行，傷害，万引きその他の窃盗，横領，恐喝又は詐欺行為 退学，停学又は訓告 

麻薬，覚せい剤等の薬物犯罪行為(栽培，売買，不正所持又は使用)  退学又は停学(無期)

賭博行為 停学又は訓告 

性的な迷惑行為(痴漢行為，のぞき見，盗撮行為等)，わいせつ行為(公

然わいせつ，わいせつ物頒布等)，性暴力行為(強制わいせつ等)又はスト

ーカー行為 

退学，停学又は訓告 

コンピュータ又はネットワークの不正利用による犯罪行為 退学又は停学 

交
通
事
故
等 

飲酒運転若しくは暴走運転により相手を死亡させ，又は高度後遺障害等

を負わせる人身事故を起こした場合 

退学 

飲酒運転又は暴走運転により人身事故(高度後遺障害等を負わせる人身

事故を除く。)を起こした場合 

退学又は停学(無期)

無免許運転等悪質な交通法規違反により相手を死亡させ，又は人身事故

を起こした場合 

退学又は停学(無期)

飲酒運転，暴走運転又は無免許運転 停学 

不
正
受
験 

替え玉受験等の悪質な不正行為 退学又は停学 

カンニング等の不正行為 停学又は訓告 

監督者の注意又は指示に従わなかった場合 訓告 

研
究
活
動
上

の
不
正
行
為 

研究活動におけるねつ造，改ざん又は盗用 退学又は停学 

研究費等の不正使用 停学又は訓告 

ハ
ラ
ス 

メ
ン
ト 

セクシュアル・ハラスメント行為，アカデミック・ハラスメント行為，

パワー・ハラスメント行為又はモラル・ハラスメント行為 

退学，停学又は訓告 

非
違
行
為
等 

本学の知的財産を故意に喪失させる行為 退学又は停学 

本学が管理する建造物への不法侵入又はその不正使用若しくは占拠若

しくは損壊若しくは失火(結果が重大なものに限る。) 

退学，停学又は訓告 

本学の構成員に対する暴力行為，威嚇，拘禁又は拘束 退学，停学又は訓告 

本学の教育研究又は管理運営を著しく妨げる暴力的行為 退学，停学又は訓告 

本学が管理する器物の損壊，汚損又は失火(結果が重大なものに限る。) 停学又は訓告 

飲酒を強要し，死に至らしめる等重大な事態を生じさせた場合 退学又は停学 

飲酒を強要し，急性アルコール中毒等の被害を生じさせた場合 停学又は訓告 

未成年者に対する飲酒若しくは喫煙を強要又は助長する行為 停学又は訓告 

授業，実習，研修等で知り得た個人情報の漏えい，紛失等の不適切な取

扱い 

停学又は訓告 

人を教唆して事件事故を実行させた場合又は人の事件事故を幇助した

場合 
退学，停学又は訓告 

その他，本学の信用を著しく失墜させる行為 退学，停学又は訓告 
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２ 大 生 す  
(平成16年4月1日規則第15号) 

広島大学学生生活に関する規則 
(趣旨) 

第1条 この規則は，広島大学通則(平成16年4月1日規則2号)第56条の規定に基づき，広島大学(以下「本学」

という。)の学生(以下「学生」という。)が学生生活上守るべき必要な事項について定めるものとする。 
(学生証) 

第2条 学生は，学生証の交付を受け，常に携帯するものとする。 
2 学生証の取扱いに関し必要な事項は，別に定める。 

(住所届) 
第3条 学生は，入学後速やかに，本人の住所並びに帰省先住所及び連絡先(以下「住所等」という。)を所定の様

式で所属学部の長に届け出るものとする。住所等に変更があったときには，速やかにその旨を届け出るものと

する。 
(健康診断) 

第4条 学生は，本学が行う健康診断を受けるものとする。ただし，やむを得ない理由のため受診することがで

きないときは，所属学部の長に届け出てその指示を受けるものとする。 
(学生団体の届出) 

第5条 学生が，単一の学部の学生をもって団体を結成するときは，代表責任者は，その所属学部の長に所定の

学生団体結成届を提出するものとする。 
2 団体の構成員が2学部以上にわたる団体であるときは，代表責任者は，学長に所定の学生団体結成届を提出す

るものとする。 
3 結成された団体の活動が継続する場合は，毎年5月末日までに，第1項に基づく学生団体の代表責任者にあっ

てはその所属学部の長に，前項に基づく学生団体の代表責任者にあっては学長に，所定の更新届を提出するも

のとする。 
4 前3項に規定する届には，次に掲げる事項を記載するものとする。 

(1) 団体の名称  
(2) 団体の目的  
(3) 連絡先  
(4) 代表責任者の氏名  
(5) 所属学部別の構成員数  
(学生又は学生団体の施設使用) 

第6条 学生又は学生団体が学内施設(運動場及び道路等を含む。)を使用するときは，責任者は，原則として3日
前までに，学部の施設の場合にあっては当該学部の長に，その他の施設の場合にあっては学長に，所定の施設

使用願を提出し，その承認を受けるものとする。 
2 前項に規定する施設使用願には，次に掲げる事項を記載するものとする。 

(1) 使用目的  
(2) 日時及び場所  
(3) 責任者の氏名  
(4) 参加人員(学外者の人員を含む。)  
(掲示及び立看板等) 

第7条 学生又は学生団体による学内での掲示物の掲示，立看板の掲出又はちらし・ビラ等の文書の配付につい

ては，次に定めるところにより行うものとする。 
(1) 掲示物は，所定の学生用掲示板に掲示すること。  
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(2) 立看板は，所定の学生用掲示場に掲出すること。  
(3) 掲示板の掲示物の大きさは1平方メートル以内，立看板の大きさは2平方メートル以内とすること。  
(4) 掲示及び掲出の期間は3週間以内とし，この期間を経過した掲示物及び立看板は，掲示責任者において撤

去すること。  
(5) 教室内で配付したちらし・ビラ等の文書は机上等に放置せず，配付責任者において回収し，その散乱防止

に努めること。  
(放送等) 

第8条 学生又は学生団体が，学内において，拡声放送の必要が生じた場合並びに行事及び集会を行う場合は，

授業，研究及び診療等に支障を来すことがないよう十分配慮しなければならない。 
(準用) 

第9条 この規則の規定は，大学院及び専攻科の学生並びに研究生(外国人研究生を含む。)及び科目等履修生につ

いて準用する。 
第10条 この規則に定めるもののほか，この規則の実施に関し必要な事項は，別に定める。 

附 則 
1 この規則は，平成16年4月1日から施行する。 
2 この規則の施行の際現に旧広島大学学生生活に関する規程(平成7年広島大学規程第4号。以下「旧規程」とい

う。)により交付されている学生証は，この規則により交付された学生証とみなす。 
3 この規則の施行の際現に旧規程により届け出されている住所届及び学生団体は，この規則により届け出された

住所届及び学生団体とみなす。 
4 この規則の施行の際現に旧規程により使用の承認を受けている学生又は学生団体は，この規則により使用の承

認を受けた学生又は学生団体とみなす。 
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３） 大 則 

(平成16年4月1日副学長(教育・学生担当)決裁) 

広島大学学生証取扱細則 

(趣旨) 

第1条 この細則は，広島大学学生生活に関する規則(平成16年4月1日規則第15号)第2条第2項の規定に基づ

き，学生証の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。 

(交付) 

第2条 学生は，入学，転学部若しくは転学科をしたとき，又はその有効期間が経過したときには，所属の学部又

は研究科で，所定の学生証(別記様式)の交付を受け，常にこれを携帯しなければならない。 

第3条 学生証には，本学指定の形式による本人の写真を掲載しなければ有効と認めない。 

(有効期間) 

第4条 学生証の有効期間は，発行の日から学部にあっては広島大学通則(平成16年4月1日規則第2号。以下

「通則」という。)第4条に定められた修業年限，研究科にあっては広島大学大学院規則(平成20年1月15日規

則第2号。以下「大学院規則」という。)第6条から第9条までに定められた標準修業年限の末日までとする。 

2 修業年限又は標準修業年限を超えて在学し，前項に規定する有効期間が経過した後に交付する学生証の有効期

間は，次のとおりとする。 

(1) 通則第22条第1項又は大学院規則第32条第1項の規定に基づき長期にわたる教育課程の履修を認められ

ている者は，発行の日から当該履修を認められた期間の末日までとする。 

(2) 前号以外の者は，発行の日から1年間とする。ただし，発行時において休学を許可されている者にあって

は，発行の日から当該許可された休学期間の終了後1年を経過する日までとする。 

(提示) 

第5条 学生証は，本学職員の要求があれば，いつでもこれを提示しなければならない。 

(取扱い) 

第6条 学生証は，他人に貸与してはならない。 

第7条 学生証は，学生が学籍を離れたとき，又は有効期間を経過したとき，速やかに発行者に返さなければなら

ない。 

(再交付) 

第8条 学生は，学生証を紛失したとき，若しくは著しく損傷したとき，若しくは記載事項に変更があったとき又

は学生証の有効期間を超えて在学しようとするときは，速やかに再交付を願い出なければならない。 

(準用) 

第9条 この細則(第4条第2項を除く。)の規定は，研究生(外国人研究生を含む。以下同じ。)，科目等履修生，

特別研究学生，特別聴講学生及び日本語等予備教育生に準用する。この場合において，第2条中「入学，転学

部転学科をしたとき」とあるのは特別研究学生にあっては「受入れを認められたとき」と，特別聴講学生及び

日本語等予備教育生にあっては「受入れを許可されたとき」と，「所属の学部又は研究科」とあるのは研究生

にあっては「所属の学部，研究科，原爆放射線医科学研究所，全国共同利用施設又は学内共同教育研究施設」

と，日本語等予備教育生にあっては「国際センター」と，第4条第1項中「学部にあっては広島大学通則(平成

16年4月1日規則第2号。以下「通則」という。)第4条に定められた修業年限，研究科にあっては広島大学大

学院規則(平成20年1月15日規則第2号。以下「大学院規則」という。)第6条から第9条までに定められた標

準修業年限」とあるのは研究生にあっては「許可された研究期間」と，科目等履修生及び特別聴講学生にあっ

ては「許可された履修期間」と，特別研究学生にあっては「受入れ期間」と，日本語等予備教育生にあっては

「許可された研修期間」と読み替えるものとする。 
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2 前項の規定により，研究生，科目等履修生，特別研究学生，特別聴講学生及び日本語等予備教育生に対して学

生証を交付するときは，それぞれ研究生，科目等履修生，特別研究学生，特別聴講学生又は日本語等予備教育

生の表示をするものとする。 

(雑則) 

第10条 この細則に定めるもののほか，この細則の実施に関し必要な事項は，別に定める。 

附 則 

1 この細則は，平成16年4月1日から施行する。 

2 この細則の施行の際現に旧広島大学学生証取扱細則(昭和31年9月14日制定)に基づき交付されている学生証

の取扱いについては，第4条の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

 

(略) 

附 則(平成29年3月31日 一部改正) 

この細則は，平成29年3月31日から施行する。 
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） 大 ピアサ 規  

(平成16年4月1日規則第130号) 

広島大学ピアサポートルーム規則 

(趣旨) 

第1条 この規則は，広島大学通則(平成16年4月1日規則第2号。以下「通則」という。)第56条の規定に基づ

き，広島大学ピアサポートルームの設置等に関し必要な事項を定めるものとする。 

(設置) 

第2条 広島大学(以下「本学」という。)の学生が，学生生活上の諸問題に対処するに当たり，学生同士が気軽に

相談し，互いに助け合う学風を醸成するよう，学生ボランティアが学生の相談に応じるため，本学に広島大学

ピアサポートルーム(以下「ピアサポートルーム」という。)を置く。 

(組織) 

第3条 ピアサポートルームは，学長が選考した次に掲げる者で組織する。 

(1) 本学が実施する広島大学ピアサポーター養成セミナーを受講した本学学生のうち，ボランティアとして学

生の相談を受ける者(以下「ピアサポーター」という。)数十人 

(2) 本学が実施する広島大学ピアアドバイザー養成セミナーを受講した本学大学院生のうち，ボランティアと

してピアサポーターに助言をする者(以下「ピアアドバイザー」という。)若干人 

(3) 本学の専任教員及び相談活動に精通した学外の者のうち，ピアサポーター及びピアアドバイザーに対し専

門的な見地から指導・助言を行う者(以下「専門アドバイザー」という。)若干人 

2 ピアサポーター及びピアアドバイザーの任期は1年とする。ただし，再任は妨げない。 

3 専門アドバイザーの任期は，本学の専任教員である者にあっては2年，学外の者にあっては1年とする。ただ

し，再任は妨げない。 

第4条 ピアサポートルームに室長を置き，専門アドバイザーで，本学の専任教員のうちから学長が任命する。 

2 室長の任期は2年とする。ただし，再任は妨げない。 

(設置場所) 

第5条 ピアサポートルームは，学生プラザ4階に設置する。 

(開室時間) 

第6条 ピアサポートルームの開室時間は，原則として，通則第9条に規定する休業日を除く日の午前9時から午

後5時までとする。 

(事務) 

第7条 ピアサポートルームに関する事務は，学生総合支援センターにおいて処理する。 

(雑則) 

第8条 この規則に定めるもののほか，ピアサポートルームの運営に関し必要な事項は，別に定める。 

附 則 

この規則は，平成16年4月1日から施行する。 

 

(略) 

附 則(平成30年3月19日規則第22号) 

この規則は，平成30年4月1日から施行する。 
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５ 大学 生 支 則 
(平成16年4月1日規則第129号) 

広島大学障害学生の修学等の支援に関する規則 
(趣旨) 

第1条 この規則は，広島大学通則(平成16年4月1日規則第2号)第56条(広島大学大学院規則(平成20年1月15
日規則第2号)第56条及び広島大学特別支援教育特別専攻科規則(平成19年3月20日規則第44号)第24条にお

いて準用する場合を含む。)の規定及び広島大学(以下「本学」という。)が身体等に障害のある者を受け入れ，

修学等の支援(以下「支援」という。)を積極的に行うという理念に基づき，本学において身体等に障害のある学

生を入学前から卒業に至るまで支援する体制を整備し，その支援を円滑に実施するために必要な事項を定める

ものとする。 
(定義) 

第2条 この規則において「障害学生」とは，身体障害，知的障害，精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の

機能の障害(以下「障害」と総称する。)があり，障害者手帳を有する者又はそれに準ずる障害があることを示す

診断書を有する者で，本人が修学上の支援を受けることを希望し，かつ，その必要性が認められたものをいう。 
(支援の申出) 

第3条 支援は，入学前，入学後のいずれの時期においても，障害学生本人から申し出ることができる。 
2 支援の必要性の有無及び支援の範囲については，その都度協議するものとする。 

(支援体制) 
第4条 支援は，障害学生が志望又は所属する学部，研究科又は専攻科(以下「所属学部等」という。)が主たる責

任を持つものとする。 
2 所属学部等は，教養教育に関しては大学院総合科学研究科等と緊密な協力関係を持つなど，相互に積極的に連

携及び協力するものとする。 
3 前2項の支援を円滑かつ適切に行うため，教育室アクセシビリティセンター会議は，関係部局間の調整を行う

ものとする。 
(入学試験等に関する相談体制) 

第5条 学長は，本学の入学試験の受験を希望する身体等に障害のある者に対し，入学試験の特別措置等の相談

及び入学後の修学等に関する相談に応じるための指針を設ける。 
2 前項の指針は，別に定める。 

(試験等に関する特別措置) 
第6条 学長は，障害学生に対し，試験等において他の学生と同じ基準で評価を受けることを保証するため，試

験等に関して特別措置を講ずる。 
2 前項の特別措置に関し必要な事項は，別に定める。 

(事務) 
第7条 支援に関する事務は，学生総合支援センター並びに所属学部等を支援する東広島地区運営支援部の支援

室及び霞地区運営支援部学生支援グループにおいて処理する。 
(雑則) 

第8条 この規則に定めるもののほか，この規則の実施に関し必要な事項は，別に定める。 
附 則 

この規則は，平成16年4月1日から施行する。 
(略) 
附 則(平成28年6月21日規則第160号) 

この規則は，平成28年6月21日から施行し，この規則による改正後の広島大学障害学生の修学等の支援に関

する規則の規定は，平成28年4月1日から適用する。 
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  ６） 体 る学 る 置 

つい 合  
(平成16年4月1日学長決裁) 

A  理念 
   この特別措置は，広島大学障害学生の就学等の支援に関する規則(平成16年4月1日規則第129号)第6条

第2項の規定に基づき，身体等に障害のある学生に対して，試験等の評価基準は変更しないが，その伝達方

法及び回答方法等について，当該学生の障害に応じて変更を加え，その学生の不利益にならないようにする

ために定める。 
B  特別措置の対象者 
   次のいずれかに該当する者 
    1  入学試験(大学入試センター試験を含む)において特別措置を講じた者 
    2  障害者手帳の交付を受けている者，あるいはそれと同程度の障害を有する者 
    3  通常の授業の受講の様子から，担当教員が特別措置を必要と認めた者 
C  特別措置の内容・方法等 
   以下の特別措置の内容・方法等を基準として，具体的には，当該学生及びチューター(指導教員)と授業担当

教員が協議して決める。 
  【視覚障害者(点字使用者)】 
    1  出題形式は，①点字 *1，②普通文字の読み上げ，③録音テープの再生，④フロッピーディスク *

2，などによる。 
    2  解答形式は，①点字 *1，②口頭，③テープ録音，④ワープロ *3，などによる。 
    3  上記1及び2のそれぞれの①～④は，さまざまな組合せを可能とする。 
    4  必要に応じて，試験時間を延長する。 
    5  出題形式や解答形式，試験時間の延長により，必要があれば，別室で行う。 
  【視覚障害者(弱視者)】 
    1  希望があれば，問題用紙や解答用紙を拡大コピーする。(拡大倍率は当該学生と協議して決める) 
    2  当該学生の必要性に応じて，弱視レンズ，拡大読書器，補助照明器具等の使用や，ワープロによる

解答等を認める。 
    3  窓際の明るい座席を希望する場合は，その座席を保証する。 
    4  必要に応じて，試験時間を延長する。 
    5  出題形式や解答形式，試験時間の延長により，必要があれば，別室で行う。 
  【聴覚障害者】 
    1  問題用紙に印刷されない，口頭による説明がある場合は，当該学生に対しては，紙に書いたものを

渡すか，黒板に書く。 
    2  試験時間・終了の指示が明確に伝わるようにする。 
    3  必要に応じて，手話通訳者を配置するか，筆談によるコミュニケーションを図る。 
    4  必要に応じて，試験時間を延長する。 
    5  コミュニケーションの方法や試験時間の延長により，必要があれば，別室で行う。 
  【上肢機能障害者】 
    1  解答形式は，必要に応じて，①ワープロ *4，②口頭 *5，③テープ録音，④代筆 *6，などによ

る。 
    2  自筆解答による場合は，必要に応じて，解答用紙を拡大したり，自由記述形式 *7などによること

も可能とする。 
    3  必要に応じて，試験時間を延長する。 
    4  解答形式や試験時間の延長により，必要があれば，別室で行う。 
  【体幹機能障害者】 
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    1  座位を保つことが不可能又は困難な場合は，別室において，当該者にとって受験しやすい状況を設

定する。 
    2  解答形式は，必要に応じて，上肢障害者に準じて配慮する。 
    3  必要に応じて，介助者の同席を認める。 
    4  必要に応じて，試験時間を延長する。 
    5  上記1に該当しない場合でも，解答形式や試験時間の延長により，必要があれば，別室で行う。 
  【その他の障害者】 
    1  上述の障害種別に該当しない者に対する特別措置は，上述の障害種別による措置に準じて配慮する

か，あるいは，当該学生及びチューター(指導教員)と担当教員が協議して，配慮の内容・方法を決定

する。 
    2  上述の障害を複数併せ持つ者に対しては，それぞれの障害種別による措置を参考にしながら，当該

学生及びチューター(指導教員)と担当教員が協議して，配慮の内容・方法を決定する。 
  《一般的事項》 
    1  試験時間の延長範囲の適切さは，障害の種別や程度，問題の内容，出題形式や解答形式などによ

り，異なるので，一律に規定することは出来ない。 
      一つの参考として，大学入試センター試験においては， 
      (1)  点字受験者に対しては一般の試験時間の1.5倍 
      (2)  弱視者に対しては1.3倍 
      (3)  体幹機能障害により座位を保つことが困難な者，両上肢の機能障害が著しい者のうち，通常の

マークシートとは別のチェック解答用紙により解答する者に対しては1.3倍 
      (4)  代筆により解答する者に対しては，科目により1.3倍又は1.5倍の時間延長が認められている。 
    2  試験時間の延長にあたっては，その試験の直前又は直後の授業や試験との時間的重複が生じないよ

うに，以下のような配慮をする。 
      (1)  その試験の後の授業や試験がなければ，延長分を後に追加する。 
      (2)  その試験の後の授業や試験はあるが，その試験の前の授業や試験がなければ，延長分を前に追

加する。 
      (3)  その試験の前後とも授業や試験がある場合は，別室において，一般の受験者との間に試験の内

容について交渉がもてない状況を設定して，順次，試験時間をずらして実施する。 
      (4)  一般問題とは別の問題により，時間帯や日を変えて試験を行う。 
      (5)  一般問題とは別に，レポートにより評価する。 
    3  課題を提示してから，後日レポートを提出させる場合は，当該学生のレポート作成のための時間を

考慮して，提出期日を延期するかどうかを，当該学生及びチューター(指導教員)と担当教員が協議し

て決める。 
    4  当該学生の身体等の障害に関連する体調の不良等により，試験日に受験できない場合の追試等の取

り扱いについては，担当教員の裁量とする。 
  ＊1  点字により出題する場合は，普段の授業の教材等を点訳している学生に，問題の点訳を依頼すること

が適切でないものについては，①教育学研究科，②広島県立広島中央特別支援学校，③広島県立点字図

書館，④一般の点訳奉仕団体，などに依頼する。なお，点訳には，問題の内容や量により，時間がかか

ることを考慮する必要がある。 
     また，出題内容に図や表がある場合，その内容によっては，修正を必要とすることがあったり，触

察・触読が不可能なため代替問題にする必要があることもある。 
     点字による解答の処理については，①解答を回収した後で，本人に読み上げさせる，②普段点訳を担

当している学生(出題内容を知らない者)に読み上げさせるか，又は普通文字への書きなおしを依頼する，

③問題の点訳を依頼した前段の団体等に，普通文字への書きなおしを依頼する，などの方法が考えられ

る。 
  ＊2  フロッピー・ディスクによる出題とは，当該視覚障害者が，パソコンの音声ディスプレイ又は点字デ

ィスプレイによる読取りが可能な場合に，行いうる方法。ファイル様式など具体的な方法については，

本人と協議する。 
  ＊3  視覚障害者が漢字を含む普通文字による文書を作成できる視覚障害者用ワープロシステムがある。 
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  ＊4  上肢機能障害者がワープロを使う場合，通常の手の指でキーを叩く入力の方法以外に，くわえた(ある

いは額に固定した)棒でキーを叩くなど，特殊な方法をとる者もいる。 
  ＊5  肢体不自由者の中には，発音に問題があり，普段から本人とのコミュニケーションに慣れていないと

スムーズに聞き取れないことがあり，通訳者を介することが必要なこともある。 
  ＊6  代筆者の選定にあたって，上記＊5と同じ問題があり，普段から本人とのコミュニケーションに慣れて

いる者を代筆者にすることが必要なこともある。 
  ＊7  上肢機能障害者の中には，規定された罫線や枠の中に文字を書くことが困難な者がいる。そのような

場合には，白紙の解答用紙を与え，問題番号等を明記させたうえで，自由に記述させる解答方法もあ

る。 
D  特別措置の周知と申請 
    1  各学部，各研究科及び専攻科(以下「学部等」という。)は，身体等に障害のある学生に対する試験

等における特別措置の内容等について，学生及び教員に対して周知を図る。 
    2  当該学生は，特別措置を受けようとする試験科目の開設学部等の教務担当に，原則として履修登録

確定後から試験日の3週間前までに申請する。(ただし，点字による出題又は代筆による解答を希望す

る場合は，原則として履修登録確定後から4週間前までに申請する) 
       なお，不測の事態により特別措置の必要が生じた場合には，上述の期間にかかわらず速やかに申請

する。 
    3  申請をうけた教務担当は，当該授業の担当教員に連絡する。 
    4  当該授業の担当教員は，必要があれば当該学生及びチューター(指導教員)と特別措置の内容・方法

等について協議する。 
E  特別措置の措置状況報告 
   特別措置の申請があった授業科目を開設する学部等の長は，特別措置の意義・内容の周知徹底を図るた

め，各学期ごとに特別措置の措置状況をとりまとめ，アクセシビリティセンター長に文書で報告する。 
(注)(平成17年11月1日 一部改正) 

この申合せは，平成17年11月1日から施行し，この申合せによる改正後の身体等に障害のある学生に対す

る試験等における特別措置について(申合せ)は，平成17年7月15日から適用する。 
 
(略) 
 
(注)(平成20年5月14日 一部改正) 

この申合せは，平成20年5月14日から施行する。 
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（ ７ 会貢 た と 関 行  
(平成16年4月1日学長決裁) 

社会貢献活動に従事したことに関する証明書発行要項 
 (趣旨) 
第1  この要項は，広島大学通則(平成16年4月1日規則第2号)第56条(広島大学大学院規則(平成20年1月 

15日規則第2号)第56条及び広島大学特別支援教育特別専攻科規則(平成19年3月20日規則第44号)第 
24条において準用する場合を含む。)の規定に基づき，社会貢献活動を行った広島大学の学生(以下「学

生」という。)に対する証明書発行に関し必要な事項を定めるものとする。 
 (目的) 
第2  この要項は，ボランティア活動，人命救助，犯罪防止，災害防止等の社会貢献活動を行った者に対し

て，証明書を発行することにより，学生が行う自由な社会貢献活動を支援することを目的とする。 
 (証明できる活動) 
第3  本学の学部，大学院又は専攻科(以下「学部等」という。)に在籍する学生が，次の各号のいずれかに規

定する活動を行った場合は，所属する学部等の長(以下「所属長」という。)に別記様式第1号により証明

書の発行を願い出ることができるものとする。 
  (1)  身体に障害のある学生への勉学等支援活動 
  (2)  ピアサポーターによる学生相談支援活動 
  (3)  学生個人又は学生を構成員とする団体が行う特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)別表に掲げ

る活動 
  (4)  その他前3号に掲げる活動に準ずる活動 
 (所属長の推薦) 
第4  所属長は，第3により証明書の発行の願い出があった場合は，その内容を検討の上，別記様式第1号に

より，学長に推薦するものとする。 
 (証明書の発行) 
第5  学長は，所属長の推薦により，別記様式第2号により証明書を発行するものとする。 
 (取消し) 
第6  学生が虚偽の記載を行った場合又は虚偽の記載が明らかな場合は，学長は，発行時にさかのぼって証明

を取り消すものとする。 
 (事務) 
第7  証明書の発行に関する事務は，学生総合支援センターにおいて処理する。 
 (準用) 
第8  この要項の規定は，研究生(外国人研究生を含む。)及び科目等履修生に準用する。 

附 則 
この要項は，平成16年4月1日から施行する。 

 
(略) 

 
附 則(平成30年3月19日 一部改正) 

この要項は，平成30年4月1日から施行する。 
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（ ８ 行 と る証  
(平成28年3月2日学長決裁) 

課外活動を行ったことに関する証明書発行要項 
 (趣旨) 
第1  この要項は，広島大学通則(平成16年4月1日規則第2号)第56条第2項(広島大学大学院規則(平成20

年1月15日規則第2号)第56条第2項及び広島大学特別支援教育特別専攻科規則(平成19年3月20日規

則第44号)第24条において準用する場合を含む。)の規定に基づき，課外活動を行った広島大学(以下「本

学」という。)の学生に対する証明書発行に関し必要な事項を定めるものとする。 
 (目的) 
第2  この要項は，体育活動，芸術・文化活動，ボランティア活動等の課外活動を行った者に対して，証明書

を発行することにより，学生が行う課外活動を支援することを目的とする。 
 (証明書の発行の願い出) 
第3  本学の学部，大学院又は専攻科に在籍する学生であって，本学の学生団体に所属し，課外活動を行った

ものは，証明書発行願(課外活動)(別記様式第1号。以下「発行願」という。)により学長に証明書の発行を

願い出ることができる。 
2  前項に規定する学生団体は，広島大学学生生活に関する規則(平成16年4月1日規則第15号。以下

「規則」という。)第5条の規定に基づく学生団体の届出がなされ，かつ，証明書の発行を願い出た学生

が課外活動を行った時期又は証明書の発行を願い出た日において，本学の職員が部長又は顧問である学生

団体でなければならない。 
 (証明書の発行) 
第4  学長は，第3第1項の願い出があった場合は，その内容を検討の上，規則第5条第1項から第3項まで

に規定する学生団体結成届若しくは更新届又は他の書類等により当該学生が学生団体に所属していた事実

を確認できる場合は，証明書(別記様式第2号)を発行するものとする。 
 (取消し) 
第5  学生が発行願に虚偽の記載を行った場合又は虚偽の記載を行ったことが明らかな場合は，学長は，発行

時にさかのぼって証明を取り消すものとする。 
 (事務) 
第6  証明書の発行に関する事務は，学生総合支援センターにおいて処理する。 
 (準用) 
第7  この要項の規定は，研究生(外国人研究生を含む。)及び科目等履修生に準用する。 
      

附 則 
この要項は，平成28年4月1日から施行する。 
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末 行 つい  
(平成16年4月1日学長決裁) 

1 期末試験等において不正行為を行った者の当該期の履修科目の取扱いについては，次のとおりとする。 
(1) 教養教育科目の試験において不正行為を行った者は，すべての教養教育科目の評価を「不可」とする。た

だし，教養ゼミを除く。 
(2) 専門教育科目の試験において不正行為を行った者は，すべての専門教育科目の評価を「不可」とする。 

2 期末試験等において不正行為を行った者は，広島大学学生懲戒規則(平成28年3月7日規則第20号)により懲

戒処分を行う。 
3 大学院及び専攻科の期末試験等については，1及び2に準じて取り扱う。 

(注)(平成18年3月14日 一部改正) 

1 この改正は，平成18年4月1日から適用する。 
2 教養的教育科目及び専門的教育科目の期末試験等における不正行為の取扱いについては，この改正による改正

後の期末試験等における不正行為の取扱いについての定めにかかわらず，なお従前の例による。 
 

(略) 
 

(注)(平成30年3月9日 一部改正) 

この改正は，平成30年4月1日から適用する。 
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２ ） 大 ン の 交 る  

(平成16年4月1日副学長(財務担当)決裁) 

広島大学東広島キャンパスの構内交通に関する細則 

(趣旨) 

第1条 この細則は，広島大学構内駐車場利用規則(平成16年4月1日規則第115号)第9条の規定に基づき，広島

大学東広島キャンパス構内(以下「構内」という。)における自動車及び二輪車(以下「車両」という。)の交通

規制に関し必要な事項を定めるものとする。 

(定義) 

第2条 この細則において「自動車」とは，道路交通法(昭和35年法律第105号)に規定する自動車(自動二輪車を

除く。)をいい，「二輪車」とは，同法に規定する自動二輪車及び原動機付自転車をいう。 

2 この細則において「部局等」とは，構内に所在する学部，研究科，図書館，教育本部，全国共同利用施設，学

内共同教育研究施設，学内共同利用施設，附属学校，学長室，大学経営企画室，グローバル化推進室，監査室，

理事室及び東広島地区運営支援部をいう。 

(入構制限) 

第3条 構内に自動車により入構しようとする者は，入構の許可を受け，広島大学(以下「本学」という。)が発行

する職員証，学生証，利用登録証又は構内駐車証(以下「構内駐車証等」という。)を所持していなければなら

ない。 

2 前項に定める入構の許可は，部局等に配属又は所属する者にあっては当該部局等の長，その他の者にあっては

関係の部局等の長が行う。 

3 前項の規定にかかわらず，本学の公用車，消防車等の緊急自動車，構内を警備する自動車その他本学の業務上

及び安全管理上，必要があると認められる自動車に対しては，理事(財務・総務担当)(以下「理事」という。)

が入構の許可を行うことができる。 

(構内駐車証等の交付申請資格) 

第4条 前条第1項に定める構内駐車証等の交付申請資格者は，次に掲げる者とする。 

(1) 部局等に配属又は所属する職員(障害者手帳の交付を受けている者を除く。)で自動車による通勤届出があ

り，かつ，自動車任意保険のうち「対人賠償保険」(以下「任意保険」という。)の契約を締結をしている者

又はその保険の被保険者となっている者。ただし，次に該当する者は除く。 

イ 下見職員宿舎又はががら職員宿舎に居住している者 

ロ 県道馬木八本松線，県道吉川西条線，市道下見御薗宇線及び構内境界線に囲まれた地域に居住している

者 

(2) 部局等に所属する学生(研究生等を含む。以下同じ。ただし，この号において，障害者手帳の交付を受け

ている者を除く。)で任意保険の契約を締結している者又はその保険の被保険者となっている者で，副学長

(学生支援担当)が定める安全教育(以下「安全教育」という。)を受講しているもの(構内駐車証等の交付まで

に受講する者を含む。)。ただし，次に該当する者は除く。 

イ 学部学生の1年次生及び2年次生 

ロ 池の上学生宿舎又は国際交流会館に居住している者 

ハ 県道馬木八本松線，県道吉川西条線，市道下見御薗宇線及び構内境界線に囲まれた地域に居住している

者 

(3) 商用等のため構内を訪れる業者 

(4) 部局等に配属若しくは所属する職員又は学生のうち障害者手帳の交付を受けている者で，次に該当するも

の。 

イ 職員にあっては，任意保険の契約を締結している者又はその保険の被保険者となっている者 
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ロ 学生にあっては，任意保険の契約を締結している者又はその保険の被保険者となっている者で，安全教

育を受講しているもの 

(5) 本学における教育，研究又は診療等のため学外から構内を訪れる者 

(6) その他教育研究の遂行のため特に必要があると理事が認めた者 

(構内駐車証等の申請が可能な期間等) 

第5条 次の各号に掲げる者が構内駐車証等の交付を申請できる期間は，当該各号に掲げる期間とする。 

(1) 前条第1号から第3号までに該当する者 次に掲げる期間 

イ 毎年理事が定める日から4月15日まで 

ロ 毎年理事が定める日から10月15日まで 

ハ 4月16日以降及び10月16日以降(ただし，駐車場に余裕がある場合のみ申請できるものとする。) 

(2) 前条第4号から第6号までに該当する者 随時 

2 構内駐車証等の種類及び交付申請手続の方法等は，別紙第1のとおりとする。 

3 前条の規定にかかわらず，次の各号のいずれかに該当する者から自動車による構内への入構の申し出があった

場合は，部局等の長は，当該各号に規定する期間を限度として，当該申し出た者に構内駐車証等を貸し出すこ

とができる。 

(1) 業務上自動車を使用する必要があると認められる者 1週間 

(2) 本学構内での営繕工事等により自動車による入構が必要な者 1月 

(3) 疾病等により自動車を使用する必要があると認められる者 3月 

4 前条の規定にかかわらず，自動車により入構しようとする当日に次の各号のいずれかに該当するときは，関係

の部局等の長の許可を得たものとみなす。 

(1) 部局等以外に配属又は所属する本学の職員が，一時的に自動車により入構するため，ゲート管理員に身分

を証明できる書類等を提示し，その用務を申し出て，認められたとき。 

(2) 所用のため構内を訪れる外来者又は商用等のため構内を訪れる業者が，一時的に入構するため，用務を申

し出て，認められたとき。 

(経費等) 

第6条 自動車による入構及び駐車整理業務に要する経費については，自動車による入構の許可を受けた者(以下

「利用者」という。)の負担とし，その負担金(以下「利用者負担金」という)は，自動車による入構及び駐車整

理業務に要する最低限度の費用相当額とする。 

2 前項の規定にかかわらず，本学は，午後9時から翌日午前6時までの入構及び駐車整理業務等に要する経費及

び構内の安全管理に必要な経費を負担する。 

3 第1項に規定する利用者負担金の額は次の表のとおりとし，日割り計算は行わないものとする。 

区分 金額 

1  第4条第1号から第3号までのいずれか又は第6号に該当する者 
 

  (1) 駐車場を利用する期間1年 6，000円 

  (2) 駐車場を利用する期間半年 3，000円 

2  第4条第4号又は第5号に該当する者 無料 

4 特別の事情により前項の表第 1項第 1号及び第 2号に規定する期間の構内駐車証等を申請できない者であって，

部局等の長が認めたものは，駐車場を利用する期間に応じた構内駐車証等を申請することができるものとする。

この場合における利用者負担金の額は，駐車場を利用する月数に500円を乗じた額とする。 

5 利用者負担金は，本学が指定する金融機関の口座への振込，給与からの控除又は現金による納付のいずれかの

方法により納付するものとする。 

6 次の各号のいずれかに該当する場合で，利用者から所定の様式により，納付した利用者負担金の返還の請求が

あったときは，当該各号に規定する額を当該利用者に返還するものとする。ただし，当該返還の請求が，入構

を中止する日が属する年度の3月末日までに受理されなかった場合は，この限りでない。 
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(1) 構内駐車証等の交付までに，申請者が当該申請を取下げた場合 納付した額 

(2) 第4条及び第5条第1項第1号に規定する構内駐車証等の交付に係る要件を満たしていないことにより不

交付となった場合 納付した額 

(3) 構内駐車証等の交付後に構内に自動車により入構する必要がなくなったため，利用者が，当該構内駐車証

等をその有効期限内において未使用のまま本学に返却した場合 納付した額 

(4) 錯誤による納付があった場合 第3項に規定する利用者負担金の額を超えて納付した額 

(5) 職員が部局等から本学の他の地区等に異動又は他の機関に転出した場合 入構を中止する日が属する月の

翌月から構内駐車証等の有効期限の末日が属する月までの月数に500円を乗じた額 

(6) 学生が休学又は卒業した場合 入構を中止する日が属する月の翌月から構内駐車証等の有効期限の末日が

属する月までの月数に500円を乗じた額 

(7) その他理事が認めた場合 納付した額又は入構を中止する日が属する月の翌月から構内駐車証等の有効期

限の末日が属する月までの月数に500円を乗じた額 

(構内駐車証等の貸与等の禁止) 

第7条 構内駐車証等の交付又は貸与を受けた者は，構内駐車証等を他人に貸与し，若しくは譲渡し，又は構内駐

車証等の記載事項を変更してはならない。 

(構内駐車証等の有効期限等) 

第8条 構内駐車証等の有効期間は，4月1日から翌年3月31日までの間を限度とする。ただし，第3条第3項に

規定する自動車にあっては許可された期間，臨時構内駐車証にあっては当日限りとする。 

(ゲートの運用) 

第9条 自動車により入出構できるゲート及び時間等については，別紙第2のとおりとする。 

(遵守事項) 

第10条 構内において車両を運転する者は，次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

(1) 歩行者の安全を第一とし，構内に設置した道路標識及び道路標示に従って運転すること。 

(2) 構内駐車証は，運転席前面に置くこと。 

(3) 構内では，時速20キロメートル以内を厳守し，騒音には特に注意すること。 

(4) 駐車場又は駐輪場以外の場所に駐車又は駐輪しないこと。 

(5) 外来者用駐車場には，外来者以外駐車しないこと。 

(6) 身障者用駐車場には，身障者以外駐車しないこと。 

(指導及び取締り) 

第11条 構内の車両の交通指導及び取締りは，理事が指定する者(以下「交通指導員」という。)が行うものとす

る。 

(違反者に対する措置) 

第12条 車両を運転して入構した者が，この規定に違反した場合は，次に掲げる措置を採ることができる。 

(1) 違反車両については，別紙第3の告知書を当該車両に掲示した上，車両番号を記録する。 

(2) 違反回数が3回以上の者については，以後車両による入構を禁止する。ただし，構内駐車証等を偽造させ

る等悪質な者については，直ちに車両による入構を禁止する。 

(放置車両に対する措置) 

第13条 長期間にわたり構内に放置された車両については，1月間警告措置を採った上，撤去するものとする。

ただし，撤去に要した費用は，当該放置車両所有者の負担とする。 

(事故処理等) 

第14条 この細則に定めるもののほか，構内における車両の通行方法及び事故処理等については，関係法令の定

めるところによる。 

2 駐車場その他構内における車両の盗難等の事故については，本学は一切責任を負わない。 

(臨時の規制) 
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第15条 緊急事態が発生した場合又は本学の行事等を行う場合は，この細則にかかわらず，臨時の構内交通規制

等を行うことができる。 

(雑則) 

第16条 この細則に定めるもののほか，東広島キャンパスの構内交通に関し必要な事項は，理事が定める。 

附 則 

1 この細則は，平成16年4月1日から施行する。 

2 この細則の施行の際現に旧広島大学東広島キャンパスの構内交通に関する要項(平成11年3月9日全部改正)に

基づいて許可されている者は，この細則に基づき許可された者とみなす。 

 

(略) 

附 則(平成29年4月28日 一部改正) 

この細則は，平成29年4月28日から施行し，この細則による改正後の広島大学東広島キャンパスの構内交通

に関する細則の規定は，平成29年4月1日から適用する。 
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大 る スメントの 関 則 
(平成16年4月1日規則第111号) 

広島大学におけるハラスメントの防止等に関する規則 
(趣旨) 

第1条 この規則は，広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第28条の規定に基づき，広島大学(以下「大学」

という。)におけるハラスメントが職員，学生，生徒，児童及び園児並びにその関係者(以下「構成員」とい

う。)の人権を侵害し，又は就学，就労，教育若しくは研究(以下「就学・就労」という。)の権利等を侵害する

ものであるという認識にたち，大学においてその発生を防止するとともに，事後，適切に対応するため，ハラ

スメントの防止に関し必要な事項を定めるものとする。 
(定義等) 

第2条 この規則において「ハラスメント」とは，セクシュアル・ハラスメント及びそのほかのハラスメントを

いう。 
2 この規則において「セクシュアル・ハラスメント」とは，一定の就学・就労上の関係にある大学の構成員が，

相手の意に反する性的な性質の不適切な言動を行い，これによって相手が，精神的な面を含めて，学業や職務

遂行に関連して一定の不利益・損害を被るか，若しくは学業や職務に関連して一定の支障が生じること，又は

就学・就労のための環境を悪化させることをいう。 
3 この規則において「そのほかのハラスメント」とは，セクシュアル・ハラスメントにはあたらないが，一定の

就学・就労上の関係にある大学の構成員が，相手の意に反する不適切な言動を行い，これによって相手が，精

神的な面を含めて，学業や職務遂行に関連して一定の不利益・損害を被るか，若しくは学業や職務に関連して

一定の支障が生じること，又はそのようなおそれがあることをいう。 
4 ハラスメントの行為者とされた者(以下「行為者とされた者」という。)の言動が次の各号のいずれかに該当す

る場合は，ハラスメントがあると認めるものとする。 
(1) 行為者とされた者が第2項又は前項の行為を行うとの意図を有していたと認められるとき。 
(2) 当該言動が明らかに社会的相当性を欠くと認められるとき。 
(防止及び啓発) 

第3条 大学は，職員及び学生等に対し，ハラスメントの発生を防止するための啓発に努める。 
(相談体制) 

第4条 大学におけるハラスメントに関する相談への対応は，広島大学ハラスメント相談室(以下「相談室」とい

う。)が行う。 
2 相談室は，前項の相談に際し，ハラスメントの被害を受けたとする者(以下「被害を受けたとする者」とい

う。)のプライバシーを保護し，人権を侵害しないよう十分に配慮するものとする。 
(調査体制) 

第5条 学長は，ハラスメントの事実関係を調査するため，及び必要な措置を講じるため，当該の事案ごとに広

島大学ハラスメント調査会(以下「調査会」という。)を設置する。 
2 前項の調査会に関し必要な事項は，別に定める。 
3 調査会は，被害を受けたとする者，行為者とされた者及びそのほかの関係者から公正な事情聴取を行い，調査

結果を速やかに学長に報告する。 
4 前項の事情聴取においては，事情聴取対象者の人権やプライバシーの保護には十分に配慮するものとする。 
5 調査会は，調査の過程で，被害を受けたとする者の緊急避難措置，被害を受けたとする者と行為者とされた者

との間の調整又は被害を受けたとする者若しくは行為者とされた者の配属又は所属する部局等での調査や調整

等の勧告等の必要を認めたときは，これを行う。 
6 前項の勧告に基づき，部局等に調査会を置くことができる。 
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(措置等の決定) 
第6条 学長は，調査会からの調査結果の報告を受け，被害を受けたとする者の不利益の回復，環境の改善及び

行為者とされた者に対する指導の措置等を決定する。 
2 学長は，前項の決定に当たり，さらに審議が必要と認められる事項については，教育研究評議会(以下「評議会」

という。)に付議する。 
(措置等の実施) 

第7条 学長は，前条の決定(評議会の審議内容等を含む。)に基づき，必要な措置等を講じる。 
(告知及び不服申立て) 

第8条 学長は，前2条の結果について，被害を受けたとする者及び行為者とされた者に対し告知するものとする。 
2 前項の告知内容について不服がある者は，学長に異議を申し立てることができるものとする。 

(雑則) 
第9条 この規則に定めるもののほか，ハラスメントの防止及び事後の対応に関し必要な事項は，別に定める。 

附 則 
1 この規則は，平成16年4月1日から施行する。 
2 旧広島大学ハラスメントの防止等に関する規程(平成11年広島大学規程第12号。以下「旧規程」という。)に

より置かれたハラスメント相談員及び同専門相談員が行ったハラスメントに関する相談業務等の行為は，この

規則により置かれたハラスメント相談員及び同専門相談員が行ったものとみなす。 
3 旧規程により設置されたハラスメント調査会については，この規則に基づき設置されたものとみなす。 

 
(略) 

附 則(平成28年3月31日規則第63号) 

この規則は，平成28年4月1日から施行する。 
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大 の大 の 関 則 
(平成21年3月31日理事(教育担当)決裁) 

広島大学学部生の大学院授業科目の履修に関する細則 
(趣旨) 

第1条 この細則は，広島大学通則(平成16年4月1日規則第2号)第26条第2項の規定に基づき，広島大学(以下

「本学」という。)の学部生が本学大学院の授業科目を履修すること(以下「早期履修」という。)に関し必要な

事項を定めるものとする。 
(目的) 

第2条 早期履修は，本学大学院に進学を志望する学業優秀な学部生に対して本学大学院教育課程の授業科目を

履修する機会を提供するとともに，大学院教育との連携を図ることを目的とする。 
(実施研究科及び授業科目等) 

第3条 早期履修を実施する研究科，授業科目等は，別表のとおりとする。 
(履修資格) 

第4条 早期履修ができる者は，次に該当する者とする。 
(1) 履修時に本学の学部の卒業予定年次に在籍する者 
(2) 本学大学院に進学を志望する者 
(3) 進学を志望する研究科が定めるGPAの値を上回る者 
(申請手続) 

第5条 早期履修を希望する者は，履修しようとする年度の始めの1月前までに大学院授業科目早期履修申請書

(別記様式第1号)により，研究科が指定する授業科目を記載の上，所属学部の長に申請するものとする。 
2 前項により申請できる研究科は，一の研究科に限るものとする。 

(学部長の推薦) 
第6条 所属学部の長は，本学大学院の授業科目を履修することが教育上有益と認めるときは，大学院授業科目

早期履修申請書に履修しようとする年度の前年度までの成績を記載した書類を添えて，当該授業科目を開設す

る研究科の長に推薦するものとする。 
(履修の許可) 

第7条 研究科の長は，前条の推薦に基づき審査の上，当該研究科の授業科目の履修を許可するものとし，大学

院授業科目早期履修通知書(別記様式第2号)により，所属学部の長を通じて本人に通知するものとする。 
(履修科目の上限) 

第8条 履修科目として申請することができる単位数は，10単位の範囲内で各研究科が定める。 
(履修科目の取消し・変更) 

第9条 早期履修を許可された授業科目の取消し又は変更をしようとする者は，履修手続期間内に，大学院授業

科目早期履修取消・変更届(別記様式第 3 号)により，当該授業科目を開設する研究科の長に届け出るものとする。 
2 前項に規定する授業科目の取消しは，早期履修を許可された授業科目と学部の授業科目の曜日・時限が重複す

る等，特別の事情がある場合に限り，認めることができるものとする。 
3 第1項に規定する授業科目の変更は，前項の規定による授業科目の取消しを行う場合に限り，その取消しを行

う単位数の範囲内において，認めることができるものとする。 
(授業科目の成績評価及び単位の授与) 

第10条 授業科目の成績評価及び単位の授与については，広島大学大学院規則(平成20年1月15日規則第2号)第
29条及び第30条の規定を適用する。 
(修得した単位の取扱い) 
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第11条 第6条の規定により履修を許可された者（以下「早期履修者」という。）が修得した単位については，

早期履修者が卒業後当該研究科に入学した場合に限り，10単位の範囲内で当該研究科が定める単位数を限度と

して当該研究科の修了要件単位に含めることができる。 
2 前項に規定する研究科が定める単位数を，広島大学既修得単位等の認定に関する細則(平成16年4月1日副学

長(教育・学生担当)決裁)第2条第2項に規定する認定単位数等に含めるかどうかは，各研究科が定める。 
3 早期履修者が修得した単位は，所属学部の卒業要件単位に含めることはできない。 

(授業料) 
第12条 早期履修者が履修する本学大学院の授業科目に係る授業料は，徴収しないものとする。 

附 則 
この細則は，平成21年4月1日から施行する。 

 
(略) 

 
附 則(平成30年3月5日 一部改正) 

1 この細則は，平成30年3月5日から施行する。 
2 この細則による改正後の広島大学学部生の大学院授業科目の履修に関する細則の規定は，平成27年度入学生

から適用する。 
別表(第3条関係) 
(略) 
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２３） に 価の い つ  
平成18年4月1日 

副学長(教育・研究担当)決裁 
 
Ⅰ 学部学生の学業に関する評価について 

1. 授業科目の成績評価及び到達度の評価について 
(1) 授業科目の成績評価 

次のいずれか又は併用によるものとする。 
① 秀，優，良，可及び不可の5段階評価とする。なお，不可については，その評価が出席回

数不足，期末試験未受験等の理由による場合，学生に対して欠席と通知することができる。 
5段階評価の基準は，100点満点で採点した場合に，90点以上を秀，80～89点を優，70

～79点を良，60～69点を可とし，60点未満は不可（不合格）とする。 
② 0～100点の点数評価とする。   

     60点未満は不合格とする。 
(2) 到達度の評価 

教育プログラムが詳述書で定めた学習の成果の評価項目と評価基準に基づき，到達度の評

価は，「極めて優秀」，「優秀」及び「良好」の3段階評価とする。 
 

2. 平均評価点(GPA：Grade Point Average)について 
本学共通の平均評価点(GPA：Grade Point Average)の算出方法等については，以下の方法に

よるものとする。 
 [計算式] 

100
4

1234






総登録単位数

可の単位数良の単位数優の単位数秀の単位数
平均評価点

 
(1) 平均評価点は，小数点第3位以下を切り捨てるものとする。 
(2) 各学期（直前の期）及び通年（入学後から直前の期）で計算するものとする。 
(3) 5段階評価が付されている授業科目を計算の対象とする。  

 
 
Ⅱ 大学院学生及び専攻科学生の学業に関する評価について 

 授業科目の成績評価を行い，その評価は，次のいずれかによるものとする。 
1. 秀，優，良，可及び不可の5段階評価とする。なお，不可については，その評価が出席回数不

足，期末試験未受験等の理由による場合，学生に対して欠席と通知することができる。 
5段階評価の基準は，100点満点で採点した場合に，90点以上を秀，80～89点を優，70～79点
を良，60～69点を可とし，60点未満は不可（不合格）とする。 

2. ただし，特別な理由により，5段階評価により難い場合のみ合格又は不合格の合否評価とする。 
 
 
Ⅲ 認定科目について 
 1. 入学前に他大学等で行った学修又は修得した単位（外国語検定試験等及び編入学した場合を含

む。）を本学における授業科目の履修とみなし，単位認定する場合，成績評価は付さない。 
 2. 入学後に他大学等で行った学修又は修得した単位（外国語検定試験等を含む。）を本学におけ

る授業科目の履修とみなし，単位認定する場合，原則として成績評価は付さない。ただし，協
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定等により成績評価を付す相応の根拠がある場合に限り，学部等の判断により成績評価を付す

ことができる。 
 3. 入学前に本学で修得した単位（科目等履修生として修得した単位を含む。）を単位認定する場

合は，学部等の判断により成績評価を付すことができる。 
 4. 成績評価を付さない授業科目の評価欄は，認定と表示する。 
 
 
Ⅳ 適用について 

1. この取扱いは，平成27年度入学生から適用する。 
2. 平成26年度以前に入学した学生の学業に関する評価の取扱いについては，この取扱いにかか

わらず，なお従前の例による。 
 
 

(注)（平成22年3月16日 一部改正） 
この改正は，平成22年4月1日から適用する。 
 

(注)（平成23年3月10日 一部改正） 
この改正は，平成23年4月1日から適用する。 
  

(注)（平成27年1月7日 一部改正） 
この改正は，平成27年4月1日から適用する。 
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講者間で教育内容に差が生じないと開設部局の長等が判断した場合に，配信元の授業を実施でき

る。 
 
第 2 第 1 以外の取扱い 

 
第 1 の取扱いに基づき，開設部局等の長は授業を休講とするかどうか判断することとし，決定した

措置等については，速やかに理事へ報告するものとする。 
 
第 3 その他 
 

第 2 にかかわらず，理事が授業を実施することが困難であると判断した場合は，休講措置を講じる

ことができるものとする。 
 
第 4 適用 
   

この取扱いは，平成 28 年 10 月 1 日から適用する。 
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２ 広 大学教育学部教室 用要領 

 

平成12年4月1日学部制定 

平成16年4月1日一部改正 

平成18年4月1日一部改正 

                                      平成25年4月1日一部改正 

 （趣旨） 

 第１ この要領は，広島大学教育学部（以下「本学部」という。）の教室を授業以外の目的で学生に使用させる

場合の必要事項を定めるものとする。 

 （使用できる教室） 

 第２ 使用できる教室は，次のとおりとする。 

区 分 教         室 

Ｋ 棟 
１階 １０２，１０４，１０８，１０９，１１３， 

１１４，１１５ 

２階 ２０１，２０３，２１４，２１５，２１６ 

Ｌ 棟 １階 １０２，１０４，１０７，１０８，１０９ 

２階 ２０２，２０４，２０５，２０６，２０７ 

 （使用できる者） 

 第３ 使用できる者は，原則として本学部の学生とする。 

 （使用できる日及び時間） 

 第４ 使用できる日及び時間は，次のとおりとする。ただし，教育学部長（以下「学部長」という。）が特に必

要と認めた場合は，この限りでない。 

  (1) 使用できる日は，日曜日，国民の祝日に関する法律(昭和23 年法律第178 号)に規定する休日及び１２月２８日か

ら翌年１月４日までの期間以外の日とする。 

  (2) 使用できる時間は，次のとおりとする。 

区    分 使用できる時間 

授業期間 平 日 １８：００～２１：００ 

土曜日  ９：００～１７：００ 

休 業 期 間  ９：００～１７：００ 

（使用手続及び使用許可） 

 第５ 使用しようとする者は，広島大学教育学部教室使用願により，使用する日の１か月前から３日前までの

間に，学部長に願い出て，その許可を受けなければならない。 

 ２ 学部長は，前項の願い出に対し適当と認めたときは，使用条件を付して広島大学教育学部教室使用許可書

を交付するものとする。 

 （使用の中止） 

 第６ 使用の許可を受けた者（以下「使用者」という。）は，使用を中止しようとするときは，速やかに学部長

に届け出るものとする。 

 （使用者の遵守事項） 

 第７ 使用者は，次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 

   (1) 許可された使用目的以外の目的に使用しないこと。 

   (2) 使用者以外の者にその全部又は一部を転貸しないこと。 

   (3) 使用の許可を受けた日時を厳守すること。 

   (4) 許可された教室及び備品以外は使用しないこと。 

   (5) 火気を使用しないこと。 

   (6) 教室内では喫煙しないこと。 

   (7) 施設・設備及び備品を破損又は紛失した場合は，速やかに本学部学生支援室（以下 「学生支援室」と

いう。）に連絡し，その指示に従うこと。 

   (8) 机等を移動させた場合は，使用後原状に復帰すること。 
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   (9) 使用後は，室内の清掃，窓の施錠及び消灯をした上，学生支援室又は本学部警備員室に届け出ること。 

   (10) その他指示事項を厳守すること。 

 （使用許可の取消し） 

 第８ 学部長は，使用者が第７の各号の一つに違反したときは，使用の許可を取り消すことがある。 

 ２ 学部長は，前項に定めるもののほか，公務上必要と認めたときは，使用の許可を取り消すことができる。 

 ３ 使用者が前項の取り消しにより損害を受けても，本学部はその責任を負わない。 

 （損害の弁償） 

 第９ 使用者は，故意又は重大な過失により施設・設備及び備品に破損又は紛失等の損害を与えたときは，直

ちに学生支援室に届け出るとともに，速やかにこれを修復し，又はその損害を弁償するものとする。 

 （雑則） 

 第１０ この要領に定めるもののほか，教室の使用に関し必要な事項は，学部長が別に定める。 

   附 則 

 １ この要領は，平成１８年４月１日から施行する。 

   附 則 

１ この要領は，平成２５年４月１日から施行する。 
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 大 別 攻 則 

(平成19年3月20日規則第44号) 

(平成16年4月1日規則第4号) 

 (全部改正) 

（１）広島大学 別 援 育特 専 科規  

(趣旨) 

第1条 この規則は，広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第18条の規定に基づき，広島大学特別支援教

育特別専攻科(以下「特別専攻科」という。)の学生の修学に関し必要な事項を定めるものとする。 

(目的) 

第2条 特別専攻科は，特別支援教育の充実に資するため，現職教員及び特別支援教育教員を志望する者を対象と

して特別支援教育に関する高度の専門教育を施すことを目的とする。 

(専攻及びコース) 

第3条 特別専攻科に，次の専攻及びコースを置く。 

特別支援教育専攻 

 知的障害教育領域コース 

 特別支援教育コーディネーターコース 

(学生定員) 

第4条 特別専攻科の入学定員は，30人とする。 

(修業年限) 

第5条 特別専攻科の修業年限は，1年とする。 

(在学年限) 

第6条 特別専攻科の在学年限は，2年とする。 

(学年，学期及び休業日) 

第7条 特別専攻科の学年，学期及び休業日については，広島大学通則(平成16年4月1日規則第2号。以下「通

則」という。)第7条から第9条までの規定を準用する。 

(入学) 

第8条 入学は，学年の始めとする。 

第9条 知的障害教育領域コースに入学することのできる者は，次の各号のいずれかに該当する者で幼稚園，小学

校，中学校又は高等学校の教諭の普通免許状を有するものとする。 

(1) 大学を卒業した者 

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第104条第4項の規定により独立行政法人大学評価・学位授与機構か

ら学士の学位を授与された者 

(3) 外国において，学校教育における16年の課程を修了した者 

(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育に

おける16年の課程を修了した者 

(5) 我が国において，外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したと

されるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であっ

て，文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者 

(6) 専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに

限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者 

(7) 文部科学大臣の指定した者 

第10条 特別支援教育コーディネーターコースに入学できる者は，視覚障害者，聴覚障害者又は知的障害者に関

する教育の領域を定めた特別支援学校教諭一種免許状を有する者とする。 
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第11条 入学志願者に対しては，入学試験を行う。 

2 入学試験の方法は，特別専攻科が定める。 

(教育課程及び履修方法) 

第12条 教育課程は，別表のとおりとする。 

第13条 特別専攻科の学生は，所定の授業科目を履修し，30単位以上を修得しなければならない。 

(休学及び退学) 

第14条 休学については，通則第32条(第2項ただし書を除く。)から第34条までの規定を準用する。 

第15条 退学については，通則第35条の規定を準用する。 

(賞罰) 

第16条 表彰については，通則第39条の規定を準用する。 

2 懲戒については，通則第40条から第42条までの規定を準用する。 

(除籍) 

第17条 除籍については，通則第43条の規定を準用する。 

(修了) 

第18条 特別専攻科は，特別専攻科に1年以上在学し，別表に規定する30単位以上を修得した者には，修了を認

定する。 

(修了証書) 

第19条 学長は，特別専攻科において修了の認定を受けた者には，修了証書を授与する。 

(教育職員免許状) 

第20条 修了を認定された者は，教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び教育職員免許法施行規則(昭和29

年文部省令第26号)に定めるところにより，次の表に掲げる特別支援学校教員の普通免許状の授与の所要資格

を取得することができる。 

コース 免許状の種類 

知的障害教育領域コース 特別支援学校教諭一種免許状 

 (知的障害者に関する教育の領域) 

 (肢体不自由者に関する教育の領域) 

 (病弱者に関する教育の領域) 

特別支援教育コーディネーターコース 特別支援学校教諭専修免許状 

 (視覚障害者に関する教育の領域) 

 (聴覚障害者に関する教育の領域) 

 (知的障害者に関する教育の領域) 

(検定料，入学料及び授業料) 

第21条 検定料の額は16,500円，入学料の額は58,400円，授業料の額は273,900円とし，その納付手続等につい

ては，検定料は通則第12条第1項及び第12条の2第1項の規定を，入学料は通則第16条から第16条の3まで

の規定を，授業料は通則第47条第2項から第50条までの規定を準用する。 

2 成績優秀学生に対しては，後期分の授業料の全額を免除することができる。 

第22条 既納の検定料，入学料及び授業料は，返還しない。 

2 前項の規定にかかわらず，検定料及び入学料の返還については通則第17条第2項(第1号及び第2号を除く。)

の規定を，授業料の返還については通則第51条第2項の規定を準用する。 

3 授業料を納付した者が成績優秀学生として授業料免除対象者となったときは，納付した者の申出により，後期

分の授業料に相当する額を返還する。 

(管理運営) 

第23条 特別専攻科の管理運営の方法については，特別専攻科が定める。 
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(雑則) 

第24条 この規則に定めるもののほか，特別専攻科の学生の修学に関し必要な事項は，通則の規定を準用する。 

附 則 

この規則は，平成19年4月1日から施行する。 

 

(略) 

附 則(平成29年3月30日規則第35号) 

1 この規則は，平成29年4月1日から施行する。 

2 平成28年度以前に入学した学生の教育課程については，この規則による改正後の広島大学特別支援教育特別専

攻科規則の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

 

（ 及 修 い  

 

知的障害教育領域コース 教育課程 

科目区分 授業科目 開設単位数 要修得単位数 

前期 後期 

基礎理論に関する科目 特別支援教育概論 ②   2 

心理，生理及び病理に関する科目 大脳生理・病理概論 2  

6 

知的障害心理・生理・病理概論 ②   

知的障害アセスメント論I 2   

知的障害アセスメント論II   2 

肢体不自由心理・生理・病理概論 ②   

病弱心理・生理・病理概論 ②   

教育課程及び指導法に関する科目 知的障害教育課程概論 ②   

10 

知的障害指導法概論 ②  

知的障害授業法概論 ②   

肢体不自由指導法概論 ②   

病弱指導法概論   ② 

免許状に定められることとなる特別 

支援教育領域以外の領域に関する 

科目 

視覚障害指導法概論  ① 

5 
聴覚障害指導法概論  ① 

LD等指導法概論 ②   

重複障害指導法概論 ①   

発展科目 特別支援教育実践演習 2 

  特別支援教育臨床演習 2 

知的障害キャリア教育総論 2 

教育実習 教育実習   ③ 3 

特別研究 特別研究基礎演習I ①   

4 特別研究基礎演習II   ① 

特別研究 ② 

計 30 

          

注1：開設単位数欄の○印は，必修を示す。 

注2：「発展科目」の履修単位は免許取得のための単位には含まれない。 
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特別支援教育コーディネーターコース 教育課程 

科目区分 授業科目 開設単位数 要修得単位数 

前期 後期 必修 選択 

必修科目 特別支援教育論 2   

14 

  

特別支援教育コーディネーター論 2   

コミュニケーション障害指導法特論   2 

重複障害教育方法論 2   

LD等教育支援方法論   2 

特別支援教育研究I 1   

特別支援教育研究II   1 

特別支援教育特別研究 2 

選択必修科目 

視覚障害教育領域 視覚障害教育方法論I 2   

6 

10 

視覚障害教育方法論II   2 

視覚障害診断・評価法   2 

聴覚障害教育領域 聴覚障害教育方法論I 2   

聴覚障害教育方法論II   2 

聴覚障害診断・評価法   2 

知的障害教育領域 知的障害教育方法論Ⅰ 2   

知的障害教育方法論Ⅱ   2 

知的障害診断・評価法 2   

選択科目 肢体不自由教育方法論 2     

病弱教育方法論   2 

発展科目 特別支援教育コーディネーター実践演習 2 

  特別支援教育コーディネーター臨床演習 2 

特別支援教育ファシリテーション演習 2 

計 30 

  

注1：選択必修科目は，視覚障害教育領域，聴覚障害教育領域又は知的障害教育領域のいずれか一つの領域から

6単位を修得すること。 

注2：「発展科目」の履修単位は免許取得のための単位には含まれない。 

 

 

 

（１）履修届受付期間 
各学期の指定する期間に，所定の手続をしてください。受付期間終了後は，履修科目の追加，取り消しな

どの変更は原則として認めません。 
（２）手続き上の注意 
   集中講義を履修する場合も，必ず受付期間内に所定の手続をしてください。 
 

支 ネ タ ス い  

   視覚障害者に関する教育の領域，聴覚障害者に関する教育の領域，知的障害に関する教育領域のいずれかに加

えて，入学時に肢体不自由者に関する教育の領域または病弱者に関する教育の領域の一種免許状を有している者

は，それらの領域の専修免許状の授与の所要資格を取得することができる。 
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 の と特  

 

１ 教育学部の理念・目標 

  科学技術の飛躍的進歩や高度情報化，国際化，さらには少子・高齢化など，地球的規模で進行している大き

な変化の流れの中にあって，人類の平和的共存や自然と人間との豊かな共生は，２１世紀の最も重要な課題で

ある。この課題に応えるために，「教育」という営みはかつてないほど重要になっている。 

  平成１２年４月に発足した教育学部は，「教育」や「学び」という人類に普遍の営みを専門的に学習すること

が，２１世紀の地球的課題を「学ぶ」ことにつながるという理念の下，学生のみならず教職員を含む全ての構

成員が，幅広い社会的視野と豊かな課題探究能力を培うことを目標としている。 

  この理念・目標実現のため，教育学部は，旧教育学部と学校教育学部がこれまで行ってきた教育研究の成果

と特色を活かしながら，社会の変化とともに多様化する教育諸課題を理論と実践の統合化によって，学際的・

総合的視点から探究するとともに，２１世紀にふさわしい学校教育の創造と生涯学習社会構築への貢献をめざ

して，小学校から高等学校までの教員のみならず，生涯学習社会の幅広い職業分野で活躍できる人材の育成に

努めている。 

 

２ 教育学部設置の経緯 

（１）設置当初の教育学部 

現在の教育学部の源流は，昭和２４年５月３１日，法律第１５０号国立大学設置法により，広島大学が， 

広島文理科大学（附属研究所を含む。），広島高等学校，広島工業専門学校，広島高等師範学校，広島女子高

等師範学校，広島師範学校及び広島青年師範学校を包括し，広島市立工業専門学校を併合して，６学部（文

学部，教育学部，政経学部，理学部，工学部及び水畜産学部）からなる新制総合大学として発足した時点ま

で遡る。 

 当初の教育学部は，東千田町に教育学部（本部），東雲分校，三原分校及び福山分校の３つの分校並びに

１１の附属学校園（うち附属幼稚園は昭和４１年設置）を擁した全国でも最大規模の学部であった。また，

東千田町の教育学部（本部）は，中等学校教員養成にあたってきた広島高等師範学校（明治３５年創設）の

文科・理科，広島文理科大学（昭和４年創設）の教育学科（教育学専攻及び心理学専攻）を母体として，教

育学科と心理学科及び高等学校教員養成のための高等学校教育科の３学科で構成されていた。 

 東雲分校は，明治５年の学制頒布による教員養成所であった白島学校（明治７年創設）に端を発した広島

師範学校（昭和１８年創設）を母体に，三原女子師範学校（明治４２年創設）を前身とする三原分校ととも

に，義務教育諸学校の教員を養成する分校として発足した。福山分校は，広島青年師範学校（昭和１９年創

設）と広島女子高等師範学校（昭和２０年創設）を母体に，高等学校教員養成の高等学校教育科として発足

した。 

（２）旧教育学部と学校教育学部 

   当初２年課程で発足した東雲分校は，昭和３０年以降逐次４年課程に移管し，小学校教育科，中学校教育

科，特殊教育科として次第にその内容の充実が図られた。また，昭和３７年三原分校は東雲分校に統合され

た。昭和３８年教員養成大学・学部に「課程」を置く規程が制定され，昭和３９年高等学校教育科は高等学

校教員養成課程と改称され，東雲分校では，各教育科が小学校教員養成課程，中学校教員養成課程，盲・聾・

養護各教員養成課程に改称された。昭和４１年附属幼年教育研究施設が，昭和４８年東雲分校に特殊教育特

別専攻科が，それぞれ設置された。 

   当初の教育学部は，昭和５３年に改組され，東千田町の教育学部本部と福山分校を統合して教育学部とな

り，東雲分校は独立学部となり学校教育学部が設置された。 

   これに伴い，教育学部は従来の小講座を再編し，教育学科（教育哲学・教育史学，教育社会学・教育方法

学及び教育行政学の３大講座），心理学科（実験心理学と教育心理学の２大講座）に加え，高等学校教員養

成課程が教科教育学科（国語，英語，社会科，数学，理科，音楽，体育，家政各教育学の８大講座，うち音

楽，体育，家政各教育学は福山分校）となって，３学科体制の学部となった。さらに，昭和６１年日本語教

育学科（日本語教育学，日本語学，言語学及び日本文化学の４大講座）を増設し，４学科１７大講座となっ

た。平成元年９月，教育学部と教育学部福山分校が東広島市に統合移転を完了した。 

   学校教育学部は，義務教育諸学校の教員養成を目的とした学部となり，昭和６３年教育実践研究指導セン

ターを設置した。広島大学の統合移転に伴い平成７年３月東広島市に移転した。同年障害児教育実践センタ
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ーを設置し，平成８年教育実践指導センターは教育実践総合センターに改組された。 

（３）教育学部の改組・統合と大学院講座化 

   平成９年の統合移転完了から４年後の平成１２年４月，従来の教育学部と学校教育学部を改組・統合し，

教育組織と教官組織を一新し現在の教育学部が発足した。更に，平成１３年４月には大学院教育学研究科の

整備に伴い，学部所属の教官組織である１６大講座が大学院の講座となり，大学院講座所属の教官が学部教

育を併任して担当するという形を取ることとなった。 

 

３ 現在の教育学部とその特色 

（１）教育組織の特色 

現在の教育学部の教育組織の特色は，類－コース制によって，専門教育の選択履修の幅を拡大し，学生の

学習ニーズや卒業後の幅広い進路に対応できる豊富なカリキュラムを用意し，入学後に，進路に対応した授

業科目を学生自身が選択して履修することができることにある。また，希望するコースを選択して受験でき

るので，学生の目的意識に沿った専門教育を受けることができる。 

本学部の５類－１５コース制は，以下の教育組織から構成されている。小学校，盲学校，聾学校及び養護

学校の教員を専門的に養成する第一類（学校教育系）には，初等教育教員養成と特別支援教育教員養成の２

コースがある。中学校・高等学校教員を希望する学生には，主に第二類（科学文化教育系），第三類（言語

文化教育系）及び第四類（生涯活動教育系）の三類において，卒業要件単位内で希望する校種・教科の一種

免許状が取得できるカリキュラムが用意されている。 

   また，第二類には，自然系，数理系，技術・情報系，社会系の４コースが，第三類には，国語文化系，英

語文化系，日本語教育系の３コースが，第四類には，健康スポーツ系，人間生活系，音楽文化系，造形芸術

系の４コースがある。これらの内，特に，日本語教育系コースは，外国人の日本語教育を行う人材養成を目

的としている。第五類（人間形成基礎系）には，教育に関わる人間形成の基礎学を学ぶことを目的とした教

育学系と心理学系の２コースがある。 

   第二類から第五類では，生涯学習・文化諸施設等での指導者，民間企業における企業内教育の専門家，さ

らには教員以外の教育関係公務員等を希望する学生に対し，所属コースのみならず他コースや他学部で開設

する科目の履修を大幅に認めている。さらに，専門諸科学を深く究明することを希望する場合には，大学院

教育学研究科に進学し，高度専門職業人や研究者をめざす道も開かれている。 

（２）教員の研究組織と学部教育の特色 

   教員の研究組織は，大学院所属の１６大講座と学部附属の１研究施設（幼年教育研究施設）３センター（教

育実践総合センター，障害児教育実践センター，心理臨床教育研究センター）からなっている。また，学部

で開設する授業は，これらの教員組織に所属する全教員が提供する方式をとっており，従来の講座制による 

狭い教員組織に対応した学部教育となっていない点が，本学部における学部教育の特色である。 

 

４ 現在の教育学部と教育学研究科の沿革 

   昭和24年5月     広島大学発足とともに教育学部設置 

   昭和28年4月     大学院教育学研究科（教育学，教育行政学，実験心理学，教育心理学の４専攻で構成

された修士課程，博士課程）設置 

   昭和28～29年     東雲分校に盲・聾教育兼修課程設置 

   昭和30年4月     小学校教育科（４年課程）を東千田町地区より東雲分校に移管 

   昭和31年6月     教育学部（本部）の建物が東千田町に竣工 

   昭和33年4月     福山分校に教育専攻科（保健体育専攻）設置 

   昭和34年4月     中学校教育科図画工作科を４年課程に昇格（昭和37年美術科に改称） 

   昭和35年4月     東雲分校の特殊教育（盲・聾教育兼修）課程を４年課程に昇格とともに養護学校教育 

兼修課程設置 

中学校教育職業科を福山分校より東雲分校に移管（昭和37年技術科に改称） 

   昭和36年4月     中学校教育科（４年課程：国語・社会・数学・理科・英語）を東千田町地区より東雲 

分校に移管 

福山分校の教育専攻科に音楽専攻，家政専攻増設 

   昭和37年3月     三原分校を東雲分校に統合 
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昭和39年4月   広島大学通則で東雲分校の小・中・盲・聾・養護の各教育科並びに東千田町と福山分

校の高等学校教育科が，それぞれ教員養成課程となる。 

昭和41年4月   大学院教育学研究科に教科教育学専攻（国語教育，英語科教育，社会科教育，数学科

教育，理科教育）の修士課程と博士課程を増設 

         附属幼年教育研究施設（幼児教育学部門）設置 

昭和42年4月   中学校教員養成課程の音楽・体育・家政を福山分校より東雲分校に移管 

昭和44年4月   教科教育学専攻に音楽科教育，保健体育科教育，家政科教育（修士課程）を増設 

昭和45年4月   東雲分校に教育専攻科設置 

昭和46年4月   附属幼年教育研究施設に幼児心理学部門増設 

昭和48年4月   東雲分校に特殊教育特別専攻科設置 

昭和50年4月   大学院教育学研究科に幼児学専攻（修士課程）増設 

         大学院教育学研究科に幼児保健学講座（幼児学専攻基幹講座）設置 

         大学院教育学研究科の教育学，教育行政学，実験心理学，教育心理学及び教科教育学

の５専攻を，博士課程（前期，後期）に改組 

昭和51年5月   日本語・日本事情講座増設 

昭和53年6月   改組により，３学科１３大講座の教育学部（東千田町（本部）と福山分校）再編と学

校教育学部（東雲分校）設置 

昭和55年4月   大学院学校教育研究科（学校教育・障害児教育・言語教育・社会科教育・理科教育・

保健体育の６専攻の修士課程）設置 

昭和56年4月   大学院学校教育研究科に数学教育・美術教育２専攻の修士課程増設 

昭和57年4月   大学院学校教育研究科に音楽教育専攻（修士課程）増設 

昭和60年7月   広島大学外国人留学生日本語研修コース設置 

昭和61年4月   教育学部に日本語教育学科設置 

昭和63年4月   学校教育学部に附属教育実践研究指導センター設置 

平成 元年4月   大学院教育学研究科に幼児学専攻（博士課程）設置 

平成 元年5月   福山分校廃止。ただし，学内措置により平成元年９月まで存続。 

平成 元年9月   教育学部及び教育学部福山分校が東広島市統合移転地に移転完了 

平成 2 年4月   大学院教育学研究科に日本語教育学専攻（修士課程）増設 

平成 3 年4月   大学院学校教育研究科に生活科学教育専攻（修士課程）増設 

平成 4 年4月   大学院教育学研究科に日本語教育学専攻（博士課程）増設 

平成 7 年4月   学校教育学部が東広島市統合移転地に移転完了 

平成 7 年4月   学校教育学部に附属障害児教育実践センター設置 

平成 8 年5月   学校教育学部附属教育実践研究指導センターを改組し，教育実践総合センター設置 

平成 9 年4月   大学院教育学研究科に学習開発専攻（博士課程後期独立専攻）増設 

          大学院教育学研究科の教育学，教育行政学，実験心理学，教育心理学，教科教育学，

日本語教育学，幼児学の７専攻を，教育科学専攻，心理学専攻，教科教育科学専攻，

生涯活動教育学専攻，日本言語文化教育学専攻及び幼年期総合科学専攻の６専攻に改組 

   平成12年3月   教育専攻科廃止 

平成12年4月   教育学部と学校教育学部を統合し，教育学部に改組 

大学院教育学研究科（博士課程）と学校教育研究科（修士課程）を改組・統合し大学 

院教育学研究科を設置 

平成13年4月   大学院教育学研究科の整備に伴い，学部所属の１６大講座が大学院所属となる大学院

講座化が行われた。 

平成14年4月   学部附属施設の研究科附属施設への移行（附属幼年教育研究施設，附属教育実践総合

センター，附属障害児教育実践センター）附属心理臨床教育研究センター設置 

平成16年4月   国立大学法人広島大学発足 

平成19年3月     学校教育学部廃止 

平成19年4月     特殊教育特別専攻科（知的障害教育専攻）を特別支援教育特別専攻科（特別支援教育

専攻）に名称変更 

平成20年4月     附属障害児教育実践センターを附属特別支援教育実践センターに名称変更 
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平成 28 年4月   大学院教育学研究科に教職開発専攻（教職大学院）（専門職学位課程）を設置 

          大学院教育学研究科（博士課程前期）の学習科学専攻，特別支援教育学専攻，科学文

化教育学専攻，言語文化教育学専攻，生涯活動教育学専攻，教育学専攻，心理学専攻，

高等教育開発専攻の８専攻を，学習開発学専攻，教科教育学専攻，日本語教育学専攻，

教育学専攻，心理学専攻，高等教育学専攻の６専攻に改組 

         大学院教育学研究科（博士課程後期）の学習開発専攻，文化教育開発専攻，教育人間

科学専攻の３専攻を，教育学習科学専攻の１専攻に改組 
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 設・ ンタ 等 の  
 

施 設 等 の 名 称 施   設   等   の   概   要 

 附属幼年教育研究施設 

  幼年教育研究施設は，幼児教育・保育にかかわる諸課題に関して，学

内外の諸機関と連携をとりつつ，共同研究を企画施行するとともにシン

ポジウムや講演などの企画施行をとおして，その成果を保育現場や地域

に還元・普及し，あわせて保育者の専門性の向上に資することを目的と

している。 

施設には幼児教育学部門と幼児心理学部門の２部門をおき，乳幼児期

の認知的・社会的発達，幼年期のカリキュラムの開発，指導法，政策，障

害児保育など，ひろく子どもの心身の発達と家族支援にかかわって，学際

的に研究を行っている。広島大学附属幼稚園と密接な連携を保ちつつ，

実践的な共同研究を行っていることも，本研究施設の特徴の一つであ

る。 

さらに，本研究施設に所属する教員は大学院教育学研究科前後期課程

学生の指導を担当し，院生指導と研究活動を連携させつつ，幼児教育

学・幼児心理学の研究者と高度な専門性をそなえた職業人の養成にあ

たっている。 

 附 属 教 育 実 践 総 合 

 センター 

  教育実践総合センターは，社会的要請に応える教員養成のための学部 

教育カリキュラムの開発研究と指導，先進的な指導法や教材開発に関す 

 る実践研究と交流，並びに現下の学校教育が抱える諸問題の早期解決を 

 図るための実践研究の推進を目的とするものである。 

  センターには，①教育実践研究開発部門，②学校教育相談実践部門 

 の２部門を置き，教育委員会及び本学附属学校等と緊密な連携をとり， 

 目的達成のための研究・実践活動を推進している。 

 なお，学校教育相談実践部門には，平成１８年度より，学校心理教育

相談室(にこにこルーム)を設置し，学習や生徒指導・教育相談にかかわ

る心理教育的支援，学校心理学に関する研究・教育を行うとともに，学

校心理学に関する研修の機会を提供している。 

 附属特別支援教育実践 

 センター 

  特別支援教育実践センターは，特別支援教育分野に関する基礎的・実 

践的研究を推進するとともに，同分野に関する教育及び教育相談等を実

施することにより，教育臨床効果の高いエビデンスを探求する研究眼を

持ち，なおかつ高度な実践力を有する教員を養成し，もって障害児(者)

の教育と福祉に寄与することを目的としている。 

  センターは，下記の事業について活動を行っている。 

   １．障害児(者)の教育に関する相談，助言及び障害児(者)に対する

教育的支援 

   ２．学生への特別支援教育分野に関する実践的教育 

   ３．現職の教師，指導者への研修  

   ４．障害児(者)の教育的支援及び支援にかかわる諸問題についての

調査及び研究 
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施 設 等 の 名 称 施   設   等   の   概   要 

 

センターには，①視覚障害教育分野，②聴覚障害教育分野，③知的障害

教育分野，④肢体不自由教育分野，⑤発達障害教育分野，⑥言語・コ

ミュニケーション障害教育分野の６分野があり，センターと特別支援教

育学講座の教員とが連携し，さまざまな障害のある子ども・成人の相

談・臨床を行うとともに，学部学生や大学院学生らをセンターの研修相

談員として位置づけ，教員の指導のもと教育相談・臨床業務に携わって

いる。 

 附属心理臨床教育研究 

 センター 

  心理臨床教育研究センターは，心理臨床に関する理論的・実践的研 

 究を推進するとともに，心理臨床に関する教育及び相談等を行い，心 

 理臨床に係る諸問題の解決に寄与することを目的として，平成１４年 

 ４月に設置された。センターは，昭和５８年に特別施設として設置さ 

 れた心理教育相談室を発展的に改組したものである。 

  センターの主要業務は下記のとおりである。 

   １．心理臨床の研究及び研究交流 

   ２．臨床心理学を専攻する大学院生等の心理臨床教育 

   ３．地域社会の人々に対する心理臨床的支援（心理教育相談） 

   ４．心理臨床関係者の再教育・研修 

  センターの心理教育相談部門では，文部科学省より認可を受けて本 

 学「心理教育相談受託規則」に基づき，上記の主要業務３に関係する 

 有料制の心理教育相談事業を行っている。発達やことばの遅れ，子ど 

 ものしつけ，いじめや不登校，生徒や従業員への対応，性格や行動， 

 自分の生き方，家族や夫婦の葛藤，仕事上の悩みやストレス，などの 

 広範な心理的問題を抱えて来談する人たちに対して心理査定やカウン 

 セリングを行い，心理教育相談に応じている。なお，相談の種類は以 

 下の通りである。 

   １．初回面接   ２．本人との面接 

   ３．遊戯療法   ４．保護者との面接 

   ５．心理検査   ６．コンサルテーション面接 

 ペスタロッチー資料室 

  ペスタロッチーならびにコメニウスに関する図書１，０００有余部 

 を蔵し，殊にペスタロッチーの直筆書簡や初版による著書は珍書とし 

 て，その他チェコスロバキア共和国より受贈したコメニウス文献等は， 

 日本における貴重な資料として尊重されている。また，故長田 新 教 

 授の蔵書が長田文庫として保管されている。 

グローバル教育推進室 

広島大学大学院教育学研究科は，同研究科及び教育学部における教育 
研究のグローバル化に資する事業を企画立案・実施するために，グロ 
ーバル教育推進室を設置した。具体的には，次の業務内容を担う。 
１．学生・教職員を対象とした英語による研究の促進と補助 
２．留学や海外渡航を希望する学生への支援と情報提供 
３．学生・教職員の英語によるコミュニケーション能力の向上を目指し

た支援 
４．学校・幼稚園等と留学生との国際交流の実施 
５．海外より来学した研究者への対応 
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０ 教育学 支援室の業務 
 

担  当  主  な  業  務  内  容 

（学部学生） 
学士課程担当 

・教育課程，履修手続き，学期（ターム）末試験，学業成績 
・外国留学，研究生，科目等履修生 
・休学，退学，転コース，転学部，卒業等の学籍異動 
・各種証明（在学，成績，卒業，卒業見込み等） 

（学部・大学院共通） 
学士課程担当 

・学生証，通学定期，学割証，住所変更等の届出 
・奨学金，授業料免除  
・課外活動，構内駐車証 
・健康診断，学生健康保険，学生教育研究災害傷害保険 
・就職 

（大学院学生） 
大学院課程担当 

・教育課程，履修手続き，学期（ターム）末試験，学業成績 
・外国留学，研究生，科目等履修生，外国人留学生 
・休学，退学，修了等の学籍異動 
・修士・博士の学位，特別支援教育特別専攻科 
・各種証明（在学，成績，修了，修了見込み等） 

（学部・大学院共通） 
教育実習担当 

・教育実習 
・介護等体験 
・教育職員免許状 

（学部・大学院共通） 
なんでも相談 

・ハラスメント，メンタルヘルス等，専門窓口の紹介 
・その他学生生活上の悩みの相談，専門窓口の紹介 

 
   （注）１ 各種証明は，自動発行機による発行分以外の証明を行う。 

        ２ 奨学金，授業料免除，学生健康保険等の業務は，教育室教育部学生生活支援 
グループの所掌事務を除く。 
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２１ 教 職 員 名 簿

教育学研究科〒739-8524 東広島市鏡山一丁目１番１号
電話番号 （０８２）４２２－７１１１ （代）
ダイヤルイン （０８２）４２４－内線番号

類 コース 講 座 等 職 名 氏 名 内線番号 室番号
教 授 井上 弥 ７１９２ Ｃ８１７
教 授 栗原 愼二 ７１９６ Ｌ３０５
教 授 児玉 真樹子 ７１９１ Ｃ８１６
教 授 樋口 聡 ６８４７ Ｃ７１４
教 授 山内 規嗣 ７１８６ Ｃ７１３
准教授 深谷 達史 ７１９８ Ｌ３０８
准教授 藤木 大介 ７１８２ Ｃ７０９
准教授 米沢 崇 ７１９７ Ｃ８１５
教 授 伊藤 圭子 ７１６６ Ｃ３１５
教 授 植田 敦三 ７０７７ Ｃ４０５
教 授 木原 成一郎 ７１５４ Ｃ５０６
教 授 木村 博一 ７０７３ Ｃ５１９
教 授 権藤 敦子 ７１３７ Ｇ２０４
教 授 中村 和世 ７１３６ Ｃ４１１
教 授 難波 博孝 ６７８５ Ｃ６１２
教 授 松本 仁志 ７０５０ Ｃ６０６
教 授 山崎 敬人 ７１２８ Ｃ２０７
准教授 池田 吏志 ７０９６ Ｃ２１７
准教授 岩坂 泰子 ７１７０ Ｃ４０７
准教授 寺内 大輔 ７１４６ Ｇ２０３
准教授 永田 忠道 ７０７０ Ｃ５１６
准教授 松宮 奈賀子 ４５３６ Ｃ３１４
准教授 渡邉 巧 未定 未定
教 授 鈴木 由美子 ７１８７ Ｃ４０６
教 授 林 孝 ７１８３ Ｃ７１０
教 授 松浦 武人 ７１６７ Ｃ４０４
教 授 宮里 智恵 ７１８５ Ｃ７１２
准教授 大後戸 一樹 ７１５２ Ｃ５０４
准教授 亀岡 圭太 ４６２２ Ｃ３０２
准教授 西本 正頼 ４３６２ Ｃ３０１

特任准教授 田中 節子 ４２６１ C３０３
講 師 髙橋 均 ６７６４ Ｃ８１８
教 授 川合 紀宗 ７１７９ Ｃ７０８
教 授 若松 昭彦 ７１７２ Ｃ６２６
准教授 氏間 和仁 ７１７５ Ｃ７０４
准教授 谷本 忠明 ７１７３ Ｃ６２７
准教授 竹林地 毅 ７１７８ Ｃ７０７
准教授 林田 真志 ７１７６ Ｃ７０５
講 師 船橋 篤彦 ７１７７ Ｃ７０６
講 師 森 まゆ ７１７１ Ｃ６０８
助 教 村上 理絵 ７１７４ Ｃ６２８

初等カリキュラム開発

教職開発

平成３０年４月現在

第
一
類

（
学
校
教
育
系

）

初
等
教
育
教
員
養
成
コ
ー
ス

学習開発学

特
別
支
援
教
育

教
員
養
成
コ
ー
ス

特別支援教育学

―その他 9 ―



類 コース 講 座 等 職 名 氏 名 内線番号 室番号
教 授 磯﨑 哲夫 ６８１２ Ｂ４０３
教 授 古賀 信吉 ７０９２ Ｃ２１４
教 授 竹下 俊治 ７０９５ Ｃ１０５
教 授 蔦岡 孝則 ７０８９ Ｃ１１３
教 授 山崎 博史 ７０９８ Ｃ３０４
准教授 網本 貴一 ７０９１ Ｃ２１２
准教授 梅田 貴士 ７０８８ Ｃ１１０
准教授 富川 光 ７０９３ Ｃ１０３
准教授 松浦 拓也 ６８１５ Ｂ４０７
准教授 三好 美織 ６８１３ Ｂ４０４
准教授 吉冨 健一 ７０９９ Ｃ３０６

教職開発 准教授 木下 博義 ６８１６ Ｂ４０８
教 授 池畠 良 ７０８３ Ｃ８０７
教 授 小山 正孝 ６８０５ Ｃ８０５
教 授 下村 哲 ６８０８ Ｃ８１４
教 授 寺垣内 政一 ７０７９ Ｃ８０３
准教授 影山 和也 ７０８２ Ｃ８０６
講 師 北䑓 如法 ７０８０ Ｃ８０４
教 授 田中 秀幸 ７１６４ Ｃ３１３
教 授 長松 正康 ７１６０ Ｄ２０４
教 授 藤中 透 ７０９７ C３１２
教 授 渡辺 健次 ７１５５ C311-2
准教授 川田 和男 ７１５８ Ｄ１０５
准教授 木村 彰孝 ７１５７ Ｄ１０４
准教授 鈴木 裕之 ７１５９ Ｄ２０３
准教授 谷田 親彦 ７１６１ Ｄ２０５
教 授 草原 和博 ６８００ Ａ４０４
教 授 棚橋 健治 ６７９８ Ａ４０２
教 授 畠中 和生 ７０７１ Ｃ５１７
教 授 由井 義通 ６８０４ Ａ４０８
准教授 川口 広美 ６７９９ Ａ４０３
准教授 熊原 康博 ７０６９ Ｃ５１５
講 師 畑 浩人 ６８０２ Ａ４０６
講 師 森田 英樹 ７０７２ Ｃ５１８
助 教 金 鍾成 ６８０１ Ａ４０５

自然システム教育学

数
理
系
コ
ー
ス

数学教育学 

技
術
・
情
報
系
コ
ー
ス

技術・情報教育学 

社
会
系
コ
ー
ス

社会認識教育学

第
二
類

（
科
学
文
化
教
育
系

）

自
然
系
コ
ー
ス

―その他10―



類 コース 講 座 等 職 名 氏 名 内線番号 室番号
教 授 磯﨑 哲夫 ６８１２ Ｂ４０３
教 授 古賀 信吉 ７０９２ Ｃ２１４
教 授 竹下 俊治 ７０９５ Ｃ１０５
教 授 蔦岡 孝則 ７０８９ Ｃ１１３
教 授 山崎 博史 ７０９８ Ｃ３０４
准教授 網本 貴一 ７０９１ Ｃ２１２
准教授 梅田 貴士 ７０８８ Ｃ１１０
准教授 富川 光 ７０９３ Ｃ１０３
准教授 松浦 拓也 ６８１５ Ｂ４０７
准教授 三好 美織 ６８１３ Ｂ４０４
准教授 吉冨 健一 ７０９９ Ｃ３０６

教職開発 准教授 木下 博義 ６８１６ Ｂ４０８
教 授 池畠 良 ７０８３ Ｃ８０７
教 授 小山 正孝 ６８０５ Ｃ８０５
教 授 下村 哲 ６８０８ Ｃ８１４
教 授 寺垣内 政一 ７０７９ Ｃ８０３
准教授 影山 和也 ７０８２ Ｃ８０６
講 師 北䑓 如法 ７０８０ Ｃ８０４
教 授 田中 秀幸 ７１６４ Ｃ３１３
教 授 長松 正康 ７１６０ Ｄ２０４
教 授 藤中 透 ７０９７ C３１２
教 授 渡辺 健次 ７１５５ C311-2
准教授 川田 和男 ７１５８ Ｄ１０５
准教授 木村 彰孝 ７１５７ Ｄ１０４
准教授 鈴木 裕之 ７１５９ Ｄ２０３
准教授 谷田 親彦 ７１６１ Ｄ２０５
教 授 草原 和博 ６８００ Ａ４０４
教 授 棚橋 健治 ６７９８ Ａ４０２
教 授 畠中 和生 ７０７１ Ｃ５１７
教 授 由井 義通 ６８０４ Ａ４０８
准教授 川口 広美 ６７９９ Ａ４０３
准教授 熊原 康博 ７０６９ Ｃ５１５
講 師 畑 浩人 ６８０２ Ａ４０６
講 師 森田 英樹 ７０７２ Ｃ５１８
助 教 金 鍾成 ６８０１ Ａ４０５

自然システム教育学

数
理
系
コ
ー
ス

数学教育学 

技
術
・
情
報
系
コ
ー
ス

技術・情報教育学 

社
会
系
コ
ー
ス

社会認識教育学

第
二
類

（
科
学
文
化
教
育
系

）

自
然
系
コ
ー
ス

―その他11―
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C110
研究室

梅田貴士

C320

 地学実験室（１）

C407
研究室

岩坂泰子

C317

技術・情報
実験室

WC

C223

化学教育
学生実習
室（１）

C108

生物学実験室

C212
研究室

網本貴一

C228

理科授業研究室

C227

教材
作製室

C225-1
化学教育
授業準備室(1)

C222

化学教育
測定室
（２）

C224

化学教育
実験室
（３）

C209
初等カリ
キュラム
開発学生
研究室

WC

C226
初等カリ
キュラム
開発学生
研究室

C115

物理教育実験室
（１）・学生研究室
（４）

C114
物理教育
学生
研究室
（２）

C112
物理教育
学生
研究室
（１）

C111

物理教育
教材開発
室

C206

理科教育
実験
準備室

C217
研究室

池田吏志

C216
自然シス
テム教育
学演習室
（２）

C109
自然
システム
教育学
演習室
（１）

C113
研究室

蔦岡孝則

C214
研究室

古賀信吉

C101
自然ｼｽﾃ
ﾑ教育学
C棟事務
室（藤川）

C107
生物教育
資料室

C106
生物教育
学生
研究室
（２）

C105
研究室

竹下俊治

C104
生物教育
学生
研究室
（１）

C103
研究室

富川 光

C102

生物教育
学生実習
室（１）

WC WC

C414

数学教育学
図書室Ⅲ

C324

地学実験
室（2）

C404
研究室

松浦武人

C403

教職開発
講座授業
解析室

C319

地学教育
授業準備
室（１）

C406
研究室

鈴木
由美子

C322

地学教育
授業準備
室（２）

C405
研究室

植田敦三

C321

地学教育
学生研究室(１)

C421
初等カリ
キュラム
開発学生
研究室

C402

特別支援
教育情報
ルーム

WC WC

C418

教職開発講座
図書室

C417
数学
教育学
資料室
Ⅱ

C415-

1

C306
研究室

吉冨健一

C305
地学教育
学生研究
室(2)

C301
研究室

西本正頼

C419

数学教育学
演習室Ⅰ

C420

数学教育学
演習室Ⅱ

C401

初等カリキュラム
開発院生研究室

C318

ハードウェア
実験室

C416

C415-

2

C409

数学教育学
院生研究室Ⅱ

C315
研究室

伊藤圭子

C314
研究室

松宮
  奈賀子

C313
研究室

田中秀幸

C311-2
研究室

渡辺健次

C312
研究室

藤中 透

C411
研究室

中村和世

C201
研究室

ｳｫﾙﾀｰ

C304
研究室

山崎博史

C303
研究室

田中節子

C302
研究室

亀岡圭太

C229

地学機器
分析実験室

C221

化学教育
実験室
（２）

C311-1
情報
演習室

C309

印刷室

C323

地学教育
学生実習
室

C308

初等カリキュラム
開発院生研究室

C307

講義室

C215

化学教育
準備室

C213

化学教育
演習室

C413

数学教育学
学生研究室

C408

教職開発講座
院生室

C410-2

初等カリキュラム開
発演習室・学生研
究室

C310

情報実習室

C316

家庭科教育
実験実習室

C220

化学教育
実験室
（１）

C218

化学教育
学生研究
室（１）

C219

化学教育
測定室
（１）

C412

数学
教育学
資料室Ⅰ

C410-1
初等カリ
キュラム
開発教材
保管室

C116

工作室

C119-1

物理教育
実験室
（３）

C118

物理教育

授業準備

室

C119-

2 X線

実験室

WC

C117

物理教育
実験室（２）

C122

設備室

C121

 生物教育授業準備
室

WC

C208

理科教育
実験室
（２）

C120
物理教育
学生
研究室
（３）

C211

化学教育
学生研究
室（２）

C210

化学教育
学生研究
室（３）

C207
研究室

山崎敬人

C205
研究室

C123

生物教育
学生研究
室(3)

C124

生物教育
実験室
（１）

C125

生物教育
学生実習
室（２）

C204
初等カリ
キュラム
開発院生
研究室

C203

講義室

C127-1
生物教育
実験室（3）-1

-2
生物教
育実験
室 3）-
2

3
生物教
育実験
室 3）-
3

C126

生物教育
実験室
（２）

C202
研究室

ﾃﾞﾗｺﾙﾀﾞ

―その他21―
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L304-1

センター研修室

L310

情報教育実験室

L309
グローバル教育
推進室（相談室，
ミーティング室）

L305
研究室

栗原慎二

L306

にこにこ
ルーム
(相談
室)

E306
研究室

八木
健太郎

E305

造形芸
術教育
学院生
控室

E308

デザイン実習室（１）

E301-1

E304

造形芸術
教育学
実験室（１）

E307

デザイン実習室
（２）

E302

造形芸術
教育学
実験室（２）

L303

機械室

E303
研究室

三根和浪

E301-2
和室

E301-3
和室

WC

L304-2
教育実践総
合ｾﾝﾀｰ・に
こにこﾙｰﾑ
事務室（竹ノ
中）

L308
研究室

深谷達史

L307

にこにこ
ルーム
(相談
室)

L302

初等カリキュラム
専修学生研究室

L301
機械室

―その他23―
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